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特集・石綿疾患患者と家族の会10周年
写真：アスベスト疾患患者と家族の会10周年記念行事



巨大企業に立ち向かった

遺族たちの告発、労働者の闘い
20141(!2円、l本の映画が紛図で訴凶を集めた。サムソン電子の半導体工場での労災Ni.判を揃いた「もうひとつのが1Jldである。

サムソンといえば、俗図のGOPのn,1を稼ぎHIし、その資金カで鈴l!I経済の隅々にまで移努力を行使するトップ企mであ

る。そんなサムソンのl除自IIを告発するI決闘が裂作されるとのニュースに、W:あ！f史資家は二の足をw.んだ。劇場も同級に、サム

ソンを向こうに回すことを恐れ、相l次いで上映を見送った。

にもかかわらずー般の人々の11\ftで映画は別作され、 1§1.x上映会巡勤が~き起こるなど、社会現象となった。耳UJ!Hi鋭か

ら民主化を勝ちとった9-？困の民衆は．抑圧の主体が資本へと移った今も、不正と｜細うことをあきらめない。巨大企業に紫手で

｜；百いを挑むかのごときこのl決戸ijに、IJ本の砿たちは仰を学ぶことが出来るだろうか．

STORY 

江原道・東7,t（ソクチョ）のう担クシー運転手、ハン・サング｛パヲ・チョルミン）は姿と2人の子

供と、平凡ながら幸せな家庭を築いていた．鎚のユンミ｛パヲ・ヒジョン）が車霊園随一の企袋、

ジンソン電子の半導体工渇に就駿したことに、iJ<族も跨らしげだ．ところがほどなく、ユンミの

体に異変が現れる。ジンソンの社員が見舞金を手に一家を訪れ、辞職願と労災申積披~の

覚書にサインを迫る中、ユンミは22白書の生涯を閉じる。病名（;I.急性f号館性白血病。

サングは労災を申附するが承認されず、労務士のナンジュ（キム・ギユリ）と共に、被害者を

集め提訴に踏み切る。ジンソンの執効な妨谷工作に磁脱者が相次ぐ中、サングは言う。

［絶対にあきらめない。あの子の父叙だから。J－ そして設判（;I.結審を迎える。
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この映画1：.ザムソン電子半務体工場で僧〈う 積回で1：周内総生直（GDP）の約2割をすムソ

ち．白血病を且lって2007年に22歳で他界したファ ンーデループが占めると曹われ、就鞠先人気ランキ

ンユミさんの父組.7ァンーサンギさんの純判刻中 ンずでは常に上位を占める．そのー方で‘その経営

を元に‘キムテユン駐留が取材し‘脚本化した． 多角化が個人般loの小兜店やq.. J、企黛の経営を

圧迫していることや、政権との量歯車Eなど経営倫理

サムソン電子，：.半導体の聖書遭遇慢で飽われる よの問店、また労働組合の結成を設じていること

有担沼剤に人体に有嘗主化学物質が宮まれてい から．岡崎に量も国民の反感を買っている企泉で

る事実を、工員1：おろか弁鰻士にさえ、企集機密だ もあると宵われる．この殴薗は当初．サムソン・'fル

とLて明らかにしなかった．その結果、t軍政の労働 ープのキャyチフレース’である〈もうひとつの京銀｝
者が息性骨駈性白血病やリンパ胞とL、った同病を をヲイトルにする方向で製作が盗められたが．上映

発注した．彼省者5人が2007年から二度にわたり． 前にIもうひとつの約束JIこ敬阻された．

lb労福祉公団に労災を申踊唱るも‘企画が不承U
の通知を受11たため、20091芋．労災限定を戒めて 製作賞金l草、”国映直史上初のヲラウドファン
ザムソン電子を鎚訴.2011年にファンユミさんら ディング｛不特定多鎚の人が、主にインゴヲーネット経

-ll!について労災がaめられるが‘企画的（／.解決 自で財源の提供や也力主どを行うこと｝方式を保つ
に俗芸らず、銀判I草1現在も継続中で畠る．サムソン た.7ァノデインタに嘗加した個人の滋は1万人に

倒1:2014年4月に制ljj!声明を出したが、囚煤関係 のぼり、中には廿ムソンの役員．サムソンの半海外

については否認を続けても喝． 研究者もいた．監督のキム・テユンや主演のパヲ・
チョJレミンもギャラを首f付したという．
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11/16（日）1811,¥c 東京 なかのZERO 小ホール（東京都中野区中野2・9・7)
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特集／石綿疾患患者と家族の会10周年

患者と家族の声が
世の中を動かしてきた
患者と家族の会結成10年と今後の課題

10周年記念行事に200人

10年前、2004年2月7日に産声を上げた中皮腫・
アスベスト疾患・患者と家族の会と、その前年2003
年12月6日に結成された中皮腫・じん肺・アスベストセ
ンター合同の10周年記念行事が10月4日、東京・如
水会館において開催された。

設立時には、横須賀、関東、関西の3支部、約60
人でスタートした患者と家族の会は、2005年－ひょう
ご、広島、尼崎支部、2006年－北海道、奈良、四国、
東海支部、2008年－岡山支部、2013年－南九州支
部、2014年－北陸、東北支部と、新たな支部が誕生
して、いまでは会員数約650人の全国組織になって
いる。この間亡くなられた患者さんも数多い。新た
な出会いと別れを積み重ねながら、未来にリレーを
つないできたのである。記念行事には、全国から集

まった患者・家族ら200人をこす方々が参加した。

海外からもゲスト・メッセージ

韓国とインドネシアから、海外ゲストも参加した。
韓国でも、患者・家族の全国ネットワークがつくら

れ、紡織産業のメッカだった釜山地域、忠南の旧石
綿鉱山地域と中皮腫患者の3委員会で活動してき
たが、一貫して先頭に立っていたチェ・ヒョンシクさ
んが5年9か月の闘病のすえ今年3月に亡くなられ
た後、中皮腫委員会の再建が課題になっている。
今回、2006年に胸膜中皮腫と診断され苦しい闘病
を続けておられるチョン・ヒョンシクさん、2012年に亡
くなられた中皮腫患者の妻・キム・インスンと息子・
ファン・ドンウクさん母子と鈴木明さんの4名が参加。

インドネシアからは、韓国の医師の協力で石綿肺
の診断を受けながら、地元で診断・治療することの
できる医師をみつけられないという理由で、労災も
認められていない、元石綿紡織工場労働者の女
性シティ・クリスティナさんと、インドネシア・アスベスト

古谷杉郎
全国安全センター事務局長

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
http://www.chuuhishu-family.net/w/
中皮腫・じん肺・アスベストセンター
http://www.asbestos-center.jp/
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禁止ネットワークのディム・プラタマさんが来日した。
記念行事の翌日には、日本から中皮腫6人、肺が

ん2人、石綿肺1人の患者さんらを含めて、3か国交
流会ももたれて、患者・家族団体の設立・運営・役割
などが取り上げられ、真剣かつ親密な交流が行わ
れた。また、世界各地の患者団体等からも連帯の
メッセージが寄せられており、29頁に紹介した。

2部構成の心温まる集い

記念行事は、2部構成ですすめられた。
第1部では、アスベストの犠牲になられた方々へ

の黙祷の後、患者と家族の会・古川和子会長とア
スベストセンター・名取雄司所長のあいさつ、海外
ゲストの紹介と祝電披露が行われた。韓国からは、
患者と家族の会の各支部に記念品も贈られた。

続いて、千歳恭徳、大川隆子、佐々木豊、佐藤
恵子、湊洋一さん－5人の中皮腫患者さんによる患
者トーク。不治の病の宣告と厳しい闘病に立ち向
かいながら、いまできることを楽しむ前向きさ、家族

に対する感謝、未来への希望が語られた。村山武
彦・東京工業大学教授による記念講演では、これ
からの課題として、①石綿関連疾患による患者数
の将来的な予測と原因分類、②これまで想定され
ていない原因の発掘、③1970年代後半以降の歴
史のまとめ、④若手を中心とした人材育成、が指摘
された。舞台に飾られた生け花についての紹介、
乳がんサバイバーとしての発信も続けているゴスペ
ルシンガーKIKIさんの歌と語りも披露された。

第2部は、患者と家族の会副会長の小林雅行・
平田忠男さんの音頭による乾杯ではじまるパー
ティ。14支部ごとに各地からの参加者の紹介（もち
ろん支部のない地域からの参加者も含めて）。平
地千鶴子さん（フィドル奏者だった夫・澄彦さんが
2008年に中皮腫で死亡）と尼崎支部による「中皮
腫を忘れないで」（イギリスの被害者の娘さんの作
詞を長松康子さんが日本語訳、平地さんが替え歌
アレンジ）、「空をゆくつばめ」（尼崎の故矢木龍八
さんの作詞）、中皮腫患者の桐谷仁さんのギター
に奥様と関東支部が加わった「愛よありがとう」な

生け花で患者・家族の「輪」をつなぐ（2014年10月4日 東京・如水会館）
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どの演奏も場を盛り上げた。間には、生け花を使っ
て患者さんたちが「輪」をつくるイベント。最後は、
KIKIさんの演奏による全員の合掌で、記念行事は
しめくくられた。あっという間に時間がたってしまっ
た、心温まるひと時だった。

2冊の10周年記念誌

なお、患者と家族の会『明日をつなぐ出会い－ア
スベスト被害　声を上げた患者と家族10年の歩
み』（108頁）、アスベストセンター『石綿の現場から
の挑戦－総合的なアスベスト対策をめざした日々 』
が作成されて、記念品として参加者に配られた。

貴重な記録・資料であり、両団体にはぜひとも、
各々のホームページからなり入手できるようにしても
らいたいと願っている。

2004年はランドマーク

さて、いまから10年前の2004年という年は、私た
ち及びわが国のアスベスト問題にとって、重要な到
達地点であるとともに、新たな出発地点となった画
期的な年であった。

第1に、2004年2月7日東京・早稲田奉仕園におい
て、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会が設立
されたこと。石綿対策全国連絡会議は、設立当初
からアスベスト被害の掘り起こしに力を入れてきた
が、時とともに中皮腫をはじめとしたアスベスト関連
疾患の患者・家族の方 と々出会う機会が明らかに
増えてくるにつけ、頭では理解していたつもりのアス
ベスト関連疾患の「流行」が現実化しつつあること
を痛感するようになった。そこで、石綿全国連とし

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年

10周年記念行事参加者の集合写真（今井明さん撮影）
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2002年6月28日－前述した同年5月20日の初めての
患者・家族を主体とした厚生労働省交渉の1か月
後のことだった。日本のアスベスト被害根絶をめざ
す取り組みは、将来における使用の中止という最
初の大きな壁を突破することによって、新たな段階
を迎えることになったわけである。

第3に、2004年11月19-21日の東京・早稲田大学
国際会議場における2004年世界アスベスト東京会
議（GAC2004）の開催。石綿全国連が実働的に
中心となった組織委員会が主催し、厚生労働省、
環境省、ILO駐日事務所、東京都、連合、日本医師
会、日本弁護士連合会、関係学会やマスコミ等が
協賛したこの会議には、世界42か国・地域からの
120名の海外参加者を含めて800名が参加して、
アスベストの世界的禁止の実現に向けた「東京宣
言」を採択した。尊敬される労働環境衛生分野の

て、準備に2年間を費やして患者と家族の会の設
立を応援することになった。具体的には、2002年4
月17日に開催した「緊急報告集会『わが国におけ
る悪性胸膜中皮腫死亡数の将来予測』」に関東・
関西の遺族（大森華恵子さんと古川和子さん）を
お招きして体験を話していただき、同年5月20日に
初めて患者・家族の皆さんがその思いを直接ぶつ
ける厚生労働省交渉を設定。翌2003年石綿全国
連第16回総会に先立ち2月8日に、初めて全国的な
「アスベスト被害者と家族の集い」を開催（9道府
県から30数名が参加）。その1年後、2004年2月7日
の石綿全国連第17回総会に続いて患者と家族の
会設立総会開催にいたった。

第2に、2004年10月1日から日本のアスベスト原則
禁止が実現したこと。坂口力厚生労働大臣（当時）
が原則禁止の意向を表明したのはそれに先立つ
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専門家の国際団体であるラマッチーニ協会は、こ
の東京「宣言は世界中の諸国民に対してビーコン

［誘導灯］としての役割を果たす」と評した。私た
ちのアジア・世界の仲間との連帯が新たな段階を
迎えることになっただけでなく、国際的にも重要な画
期をなすことになった。

そして第4に、こうした動きのなかで尼崎市のクボ
タ旧神崎工場周辺の住民被害者と出会ったのも、
まさに2004年のことだった。そこから翌2005年夏の
クボタ・ショックへとつながり、私たちは、労災と公害
の垣根を越えたアスベスト被害者の救済・健康対
策等々の課題にも向き合うことになる。

労災の患者・家族が団結して取り組みを進める
なかで公害の患者を掘り起こし（出会い）、その団
結（尼崎の患者・家族は患者と家族の会尼崎支
部に結集している）や加害企業に対する責任追及

（クボタの直接交渉をすすめ、2005年12月25日に
患者・家族の集まりに社長が出席して謝罪、翌2005
年4月17日には救済金制度に合意、同制度への請
求件数は2014年6月15日までに286件に達してい

る）等を支え、ともに取り組むという、わが国の公害
の歴史上稀有な事態が生み出されたことは大いに
強調したいと思う。その後も全国各地で様々なか
たちで、多くの患者・家族が自ら声を上げ、裁判闘
争も含めて立ち上がってきた/いることが、この10年
間、そして今にいたるも、世の中を動かす原動力と
なっていることは言うまでもない。

労災と公害、労働者と市民、そして被害者・家族
が分断されずに取り組みを進められているのは、こ
うした患者・家族のみなさんの努力に加えて、1987
年の設立以来、労働組合と市民団体、専門家らが
協力して日本のアスベスト問題に立ち向かってきた
石綿全国連の存在も少なくないと自負しているとこ
ろでもある。
［4頁右段からの以上の文章は、アスベスト対策

情報No.42に寄せた石綿全国連事務局長としての
筆者の文章である。石綿全国連は今年5月31日に、
東京・けんせつプラザ東京会議室において、第26
回総会と合わせて「『世界アスベスト会議東京開
催から10年』5.31集会を開催した。」］

韓国から各支部に記念品－左からチョン・ヒョンシク、キム・インスン、ファン・ドンウク、古川和子、鈴木明さん

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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この10年間の「重要な局面」

この間、メディアから「この10年で最も重要だっ
た局面はいつだったか」と問われて、いくつかあげ
てみた。救済法指定疾病の拡大や認定・判定基
準問題、全面禁止、既存アスベスト対策などを含め
て重要な課題がいくつも抜けていることは承知して
いるが、それらも含めて「この10年で最も重要だっ
た局面」ということでしぼってみた私見である。

坂口力厚生労働大臣（当時）による原則禁止の
意向表明が、患者・家族が初めて声を上げた厚生
労働省交渉の1か月後のであったことに象徴的に
現われているように、まさに患者と家族の声が世の
中を動かしてきたことを強調しておきたい。
①	 もちろん最大の局面は、2005年夏のクボタショッ
クから石綿健康被害救済法制定・アスベスト対
策関連法改正。

	 	 クボタ・ショックは、尼崎市の3人の住民被害者
－土井雅子さん、前田恵子さん、早川儀一さん

の勇気によるものだった。あとに続いて全国で多
くの皆さんが声を上げて、アスベスト被害の実態
を次 と々明らかにしてくれた。患者と家族の会会
長の故中村實寛さんの「明日をください」の訴え
が、また、2,500人のデモ行進の先頭に立った遺
影を抱えた遺族の皆さんの姿が、人々の心をゆ
さぶった。だからこそ、石綿全国連が提起した
100万人署名に、わずか3か月で187万筆を超え
る賛同署名が集まった。とくに、時効のために労
災が受けられない遺族に対する救済制度が追
加されたのは、そのような事例が全国で多数生
じていることを示すことができたからであり、他国
にも類を見ないものである。

②	 次と言えば、労災認定等事業場名の公表再開
から、未申請死亡事例に対する救済措置の新設
と請求期限の延長を実現した2008年の議員立
法による救済法改正であろう。救済法の法施行
前死亡事例に対する救済は、3年限りの時限措
置で、「過去のしがらみ」を断ち切るはずだった
が、これによって2006年の法整備等で対策終了－

インドネシアから参加のシティ・クリスティナを挟んで尼崎の平地・矢木さん、右下はディム・プラタマさん



8   安全センター情報2014年11月号

「幕引き」という流れを阻止することができた。
	 	 厚生労働省としては一度限りの緊急対応にと
どめたかった事業場名公表を2007年末に再開
させたことが突破口になった。合わせて、死亡
年別補償・救済状況の公表も継続させ、「隙間な
い救済」の検証の必要性をたえず突きつけてい
る。この事業場名公表再開にも、患者と家族の
会の粘り強いあきらめない働きかけがあった。

	 	 さらに、死亡後に中皮腫と診断された事例
（生存中に手続していないので救済給付が受
けられなかった）について尼崎でクボタに救済金
を支払わせたことや、法施行前死亡例の救済も

2014年8月19日付け 朝日新聞記事

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年

十分に進んでいないことを示せたことが、施行後
5年の見直し期限を待たずに法改正を実現する
ことにつながった。これと④による再度の法改正
よって、2022年3月27日までは、いずれの補償・救
済も請求できないという事態が生じないようにさ
せている。様々な被害補償問題で過去たびた
び問題になっている「時効」問題を考えるとき、こ
れは画期的な事態である。

③	 続いて、2010年5月の泉南訴訟第一陣大阪地
裁判決後の局面。私たちは、この機会に泉南事
件の解決にとどまらず、関係副大臣会合の設置
とアスベスト対策の全面見直しへと進めるべく努
力し、ほぼできそうなところまでいったにもかかわ
らず、実現できなかった。力不足と言わざるを得
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ないが、かえすがえすも残念である。
④	 その次は、にもかかわらず、2011年に再び救
済法改正を実現したことである。救済法に施行
5年後の見直し規定があったものの、審議会とい
う正規の手続きによって法改正を行うことはでき
ず、②のときと同じく、石綿全国連が前面に立ち、
議員立法というかたちで実現した。

	 	 このときには、若いときのアルバイトが原因で中
皮腫に罹患した千歳恭徳さんらの実体験の話
が、与野党の議員を動かしたことを覚えている。

	 	 現状、こと法改正に関しては「ここで一段落」
というかたちになっているように見えるかもしれな
い。とりわけ、2014年度から救済法の一般拠出
金率を引き下げた環境省は、そうであってほしい
と考えているに違いない。

⑤	 ごく最近では、とりわけ環境被害・公害の原因
究明と対策の進展が不十分ななかでとくに重要
と感じているのは、昨年来の大阪市西成区や堺
市での新たな被害の掘り起こしである。

	 	 2009年以降、石綿全国連を連絡窓口にして
同調査が実施されている地域（尼崎、泉南、河
内長野、奈良、岐阜羽島、横浜鶴見）の団体でア
スベスト被害地域住民ネットワークをつくって、共
同行動を推進してきていることを大事にしたい。

⑥	 少し長いスパンで見れば、この10年間に、直接
交渉（アスベストユニオン、全港湾等）や裁判を通
じた企業や国の責任を問う取り組みが拡大して
きていることも重要である。そのようななかで、来
10周年の5日後－10月9日には、泉南アスベスト国
賠訴訟について、国の責任を判断する初めての
最高裁判決が示されることになった。

⑦	 国際的には、2009年のアジア・アスベスト禁止
ネットワークの設立が、この10年間で最大のラン
ドマークであると言えよう。

公平・公正な補償の実現

10年間の到達点と残された課題はと問われれ
ば、①すべての被害者・家族に対する公平・公正な
補償の実現、②アスベストのない社会の実現、③・
世界における早期禁止・石綿関連疾患根絶の実

現という私たちの大目標に照らして、まだまだ道半
ばと言わざるを得ない。

健康被害対策に関しては、①補償、②健康管
理、③医療等、が重要な柱である。

補償対策では、まず「隙間ない救済」の実現。
被害は拡大し続けているなかで、中皮腫について
すら補償・救済を受けたものの割合が低下してい
るかもしれない。肺がんについては悲惨と言ってよ
い状況が続いている。請求期限切れ時期が来る
前に、抜本的な対策の確立が求められている。

2006年に導入された救済給付は、内容・水準とも
に改善がなされていない。労災補償給付と救済給
付の間の格差の是正、そして、直接交渉や裁判を
通じて追求されている法定の最低水準を上回る補
償をどのようなかたちで、できるだけ多くの被害者・
家族に確保していくか－「被災者・家族に対する正
義を実現」していく課題は大きい。被害の現実を
発信し続けること、企業や国の責任を一層追及し
ていくこと、あらゆる機会をとらえて法制度の改善に
つなげる努力を怠らないことが重要であろう。

住民に対する健康管理対策では、モデル事業
から「石綿健診（仮称）の事業化」という方向性が
示されているが、国の負担を主としたものから、受
診者の自己負担と自治体の負担増を求めるものへ
と変質させ、石綿健診そのものが消滅していきか
ねないのではないかという疑いが生じている。住
民被害＝アスベスト公害の責任追及の放棄に続い
て、住民健康管理対策の放棄、さらに長期的には
環境行政としての石綿健康被害救済からの撤退
さえもがねらわれているかもしれない。

医療対策では、早期発見・治療法の確立が何よ
りも求められていることは言うまでもない。関係者
が声をそろえて要望しているのにもかかわらず、中
皮腫登録制度もいまだ実現していない。

全面禁止の履行確保

2004年にネガティブ・リスト（禁止対象を列挙）とい
うかたちで導入されたわが国のアスベスト禁止は、
クボタ・ショックを契機にポジティブ・リスト（禁止適用
除外対象を列挙）の禁止に切り替わり、2012年3月1
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日をもって禁止適用除外がなくなって、法令上のア
スベスト全面禁止が実現した。これは国際的にも
誇れる成果である。
しかし、法令上の全面禁止の完全な履行を確保

するためには、①国際基準に則った石綿含有の分
析方法を確立するとともに、とくに、②「再生砕石」、
③外国産及び国内産鉱物商品のアスベスト汚染、
④アスベストに汚染された土壌・地域、⑤廃棄物処
分場等に対する対策の確立と監視などが必要で
あることを、あらためて指摘しておきたい。

既存アスベスト対策の現状

既存アスベスト対策についてみれば、2004年にわ
が国が輸入・製造・使用等の原則禁止に踏み出し
た時点で、すべてのアスベスト関係法令等につい
て、新たな局面に対応した見直しがなされるべきで
あった。まがりなりにもその作業が行われたのは労
働安全衛生法令だけで、新たに石綿障害予防規
則が制定（クボタショック直後の2005年7月1日施行）
されたが、他の関係法令は検討もされていない。

クボタショック後2006年に行われた大気汚染防
止法、廃棄物処理法、建築基準法等の改正は、当
然それ以前に行われていなければならなかったは
ずの対応を遅ればせながら行って、あたかもクボタ
ショックという新たな事態に対応したかのように見
せかけたにすぎないものであった。具体的には建
築物以外に「石綿が使用されている工作物」も規
制対象とすることなどであったが、例えば、規制対
象となる建材の範囲やアスベストの含有率基準の
整合化ですら徹底はされなかった。

韓国が、石綿被害救済法（労災時効救済制度
はなし）の制定と同時に、既存アスベスト対策として
労働安全衛生関係等の現行法令の見直しにとどま
らず、自然生成アスベスト等に対する環境行政とし
ての対策を強化するために石綿安全管理法を新
たに制定したという対応とは明らかに異なっている。

石綿障害予防規則はこのとき、規制対象の含有
率基準を1％から0.1％に強化したほか、吹き付け石
綿等の封じ込めまたは囲い込み作業にも事前調
査等義務付け、記録の保存期間を30年から40年
間に延長等が行われ、2009年、2011年、2014年にも

中皮腫患者さんによるトーク（左から千歳恭徳、大川隆子、佐々木豊、佐藤恵子、湊洋一さん）

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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改正－事前調査の結果の掲示、隔離措置を講ず
べき作業範囲の拡大、電動ファン付き呼吸用保護
具、船舶解体等作業を規制対象に追加、保温材・
耐火被覆材等に係る規制の強化等－が行われ、ま
た、2012年に技術上の指針が策定されて、2014年
に名称も含めて改訂されているところである。

大気汚染防止法のその後の改正は2013年だけ
であるが、発注者への届出主体変更、受注者から
発注者への事前調査結果の説明義務付け、立入
検査等の対象の拡大など、石綿則には盛り込まれ
ていない内容が多い。しかし、どちらの法改正にあ
たっても他方が整合性を確保する努力はみられて
いない。２006年の大防法改正に伴って策定され
た「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マ
ニュアル」は、規制対象の含有率基準を1％とし、こ
れが0.1％に改められたのは、2011年版によってだっ
た。同マニュアルは2014年版にも改訂されている。

既存アスベスト対策の原則

建築物等の既存アスベストに関する労働安全

衛生対策の原則＝枠組みは、国際的に確立されて
いると言ってよく、以下のように整理できる。

アスベストがどこに、どれだけ使用されているか
を能力のある者によって把握し、使用されている場
合にはリスクアセスメントを実施するとともに、その結
果に基づき（除去を含めた）管理計画を策定して、
関係労働者等に周知されなければならない。上記
がなされていないものは解体等の作業を行っては
ならず、作業を行う場合には廃棄物の処分まで含
めて、必要な場合にはライセンスをもった者によって
行われるなどの措置が確保されなければならない。

要するに「リスクアセスメントの実施とその結果に
基づく措置」という労働安全衛生対策の一般原則
の既存アスベスト対策への適用ということである。
各国は、この原則を確立または確立するように努め
ながら、技術的な細部事項等について、国の状況
に合わせながら豊富化していると言える。それに対
して、クボタショック後のわが国の対応は、細かい点
での前進はあるものの、原則＝枠組みが確立され
ていないという致命的な欠陥を克服できていない。

日本の労働安全衛生法も、2006年の法改正で

各支部の参加者を紹介－関西支部、奈良支部の皆さん
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関東支部の桐谷さんご夫婦

努力義務としてではあるものの「リスクアセスメント
の実施とその結果に基づく措置」を導入し、胆管が
ん事件を踏まえた2014年の法改正で、有害化学
物質に限ってではあるが罰則付きの義務に強化し
た。既存アスベスト対策への適用もむしろ自然の流
れであるが、そのような議論はまだなされていない。

アスベストのない社会の実現

クボタショックという事態を踏まえた新たな対応と
して求められているのは、上述のことに加えて、環
境行政等の労働衛生行政以外の既存アスベスト
対策の強化（原則＝枠組みは同じである）、及び、
国家戦略として、アスベストのない環境/社会の実
現に向けた道筋をつけることである。

これらも世界共通の課題であるが、とりわけ後者
に関して、格好のモデルが示されつつある。2013
年7月にオーストラリア政府が策定した「アスベスト
認識・管理国家戦略計画」は、「2030年までにアス
ベストのないオーストラリアの実現」が目標として掲

げられ、国家戦略計画を実現するために新たな国
家機関も創設された。また、2013年3月に欧州議会
が採択した「アスベストによる労働衛生上の脅威
及びすべての既存アスベスト廃止の展望に関する
決議」も、「2028年までにアスベストのない欧州の実
現」を求めたものと位置づけられている。

①全面禁止に続き、②アスベストのない環境/社
会を実現してこそ、③アスベスト関連疾患を根絶す
ることができる。また、そのための目標設定とロード
マップをともなった国家（戦略）計画が必要であると
いう国際的コンセンサスが確立しつつあると整理
することができる。石綿全国連がアスベスト対策基
本法の設定を求めてきたのも、この趣旨である。

世界の仲間とともに

別稿（27頁）で過去10年間の国際機関における
重要な進展について、主要な文献を紹介するかた
ちで要約している。

この間アジアでは、2006年インド労働環境衛生

尼崎支部の平地さん

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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ネットワーク（OEHNI）、2008年韓国全国石綿追放
ネットワーク（BANKO）、2010年インドネシア・アスベ
スト禁止ネットワーク（Ina-BAN）、2012年タイ・アス
ベスト禁止ネットワーク（T-BAN）、2012年バングラ
デシュ・アスベスト禁止ネットワーク（B-BAN）が結成
され、労働者、市民、専門家等々が協力して取り組
むというかつてない事態がひろがっている。これに
は、GAC2004に続くアジア・アスベスト会議（AAC）
の2006年タイ・バンコク、2009年香港開催と後者に
おいてアジア・アスベスト禁止ネットワーク（A-BAN）
が設立されたことが大きな推進力となっている。

アスベスト被害者がまだ「見えない」状態に置か
れている国が少なくないが、とりわけ被害者の全国
ネットワークができている韓国とは、被害者・家族同
士の交流も着実に進んでいる。また、この地域で
は、アジア・アスベスト・イニシアティブ（AAI）という
専門家によるイニシアティブや、国際建設林業労連

（BWI）をはじめ労働運動独自のアスベスト・キャン
ペーンの蓄積もあり、それらが相乗作用を発揮でき
ていることも特筆すべきことだと思われる。

しかし、2004年の日本と2007年の韓国の後、この
地域で禁止を導入した国がなかったことも事実。よ
うやく2014年4月4日から、ついに香港が禁止に踏
み切った。香港政府関係部署は労使・被害者団
体等と連名で2013年11月7日に「石綿危害根絶憲
章」に署名している。台湾はブレーキライニングを
残すのみで、2018年7月1日からの全面禁止が予
定されていて、その前倒しが期待されている。それ
らに続いていると考えられるのが、タイ、マレーシア、

フィリピンなどで、とくにタイでの禁止賛成・反対双方
のせめぎ合いがホットスポットになっている。

アスベスト生産国に目を向ければ、2010年に
A-BAN代表団が現地を訪問したことも大きな契機
となって、ついにカナダのアスベストの生産・輸出を
とめることができた。しかし残念ながら、その分をロ
シアが埋めるかたちで世界生産量はめだって減少
するにいたっていない。過去各地でプロモーション
をすすめてきた世界のアスベスト産業は、2013年に
11月フィリピン・マニラと、12月インド・デリーで、アスベ
ストを擁護するための国際会議を開催した（しかし
どちらでも労働組合やアスベスト被害者からの反
撃を受けるという事態になったことは初めてのこと
だった）。最近では、2014年8月にドイツ・フランクフル
トでILO等によって開催された第20回世界労働安
全衛生会議でもアスベスト擁護の宣伝物がばらま
かれている。

自ら舞台を降りようとはしない世界のアスベスト産
業との闘いは重要な局面を迎えている。日本の患
者と家族の会は、誕生直後に世界アスベスト会議
で世界の仲間たちと出会った。その後も、古川和
子会長や吉崎和美さんにはタイやブラジル、カナダ
に行っていただき、日韓交流にはさらに多くの皆さん
に参加していただいている。しかし、この面では韓
国のアスベスト被害者がより積極的に、日本や各国
に出かけて、同じ被害を繰り返さないために禁止の
必要性と人々の取り組みを訴えてきてくれたことを
強調して、日本の関係者の一層のご活躍、ご
協力をお願いしたい。

KIKIさんと舞台の生け花 2冊の10周年記念誌
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出会いを引き寄せて10年
患者と家族の会誕生の原点を語る

仲間との出会い

私が夫の幸雄を、石綿肺がんで亡くしたのは
2001年3月28日、夫の誕生日の翌日だった。夫と私
がようやく労災認定にこぎつけたのは、亡くなるひと
月前だった。

その当時、アスベストによる病気の労災認定は
とても困難で、私たちは大きな壁に突き当たった。
そのとき、助けていただいたのが全国建設労働組
合総連合（以下、全建総連）の老田靖雄労働部長

（当時）たちだった。
夫が亡くなって1年後、突然、老田部長から電話

がかかってきた。「今後40年間で10万人の人が中
皮腫で死亡する、と早稲田大学（当時）の村山武
彦教授が学会報告をする」という。そして、村山教
授の学会発表を受けて緊急集会をするので、その
集会に参加してもらいたいというのだ。もちろん、快
諾した。

2002年4月、村山教授が「わが国における悪性

胸膜中皮腫死亡数の将来予測」を発表した。これ
をうけて4月17日に東京都新宿区高田馬場にある
全建総連会館において、石綿対策全国連絡会議
主催で緊急集会が行われることとなった。石綿対
策全国連絡会議（以下、石綿全国連）とは、1987
年11月14日に市民団体と労働組合で結成されたア
スベスト問題に取り組む組織である。

この種の集会に参加したのは初めてだった。集
会では、かねてよりアスベスト疾患の患者の治療に
あたっている名取雄司先生（中皮腫・じん肺・アスベ
ストセンター所長）、古谷杉郎さん（石綿全国連事
務局長）など多くの出会いがあった。なによりも衝
撃的だったのは、埼玉県在住の大森華恵子さんと
の出会いだった。大森さんの夫・国男さんは、東京
電力の変電所内での作業でアスベストにばく露し
て中皮腫を発症し、苦しい闘病のかいなく1998年3
月に亡くなられた。

同じ境遇の私に出会った大森さんの口からは、
闘病中の苦しかったことや労災申請中の苦労など
が堰を切ったように流れ出した。目を真っ赤に泣き

古川和子
中皮腫・アスベスト疾患・観派と家族の会会長

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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2004年2月7日　患者と家族の会設立総会（左から大森華恵子さん、古川和子さん、一宮美恵子さん）

はらしながら語る彼女の姿から、これまでの長い歳
月の孤独感が伝わってきた。私が初めて出会った
「同じ苦しみを体験した仲間」だった。

孤独に耐えた闘病生活

夫が石綿肺がんを発症したのは2000年1月。し
かし当初、近畿大学病院で「悪性胸膜中皮腫」と
診断された。夫は、関西電力の火力発電所内の下
請工事会社に長年勤め、発電所の建設や点検、
修理に携わってきた。その作業中に、断熱材として
使用されていたアスベストにばく露した。近大病院
は、突然、胸水が大量貯留したことや臨床経過、胸
膜針生検の結果により、中皮腫と診断を下した。「こ
れは労災ですから申請して下さい」と、主治医のア
ドバイス。「石綿が身体に悪いと聞いていたが、こ
んなことになるとは」と呟いた夫。

しかし、労災認定に至るまでの道のりは困難をき
わめた。労働基準監督署で不支給決定。審査請
求しても棄却。東京の労働保険審査会への再審

査請求。何の知識もない私たちは、ただがむしゃら
にがんばった。理不尽な通知を受け取るたびに、悔
し涙を流しながら夫と二人で耐えた。周囲から「本
当に労災なの？」と言われ、会社からは「無理難題
を押し通そうとしている。いい加減に諦めたらいか
がですか？」と労務担当が電話をかけてきた。周囲
はお金が欲しくて労災申請していると思っていたの
だろう。突然の発症で仕事ができなくなっているの
だから、もちろんそれもある。しかし、私たちにはひと
つの信念があった。
「人は誰でも、自分が何故死ななければいけない

のか、その理由を知る権利がある」と古くからお世
話になっている医師から言われた。「このまま諦め
たら、あなたはきっと後悔が残りますよ。ご主人のた
めにも答えを出してあげなさい」と力強く励ましても
らった。

夫は、若いころから真っ黒になって働いてきた職
場でアスベストに曝され、59歳の直前で発病した。
ある日突然、生活が破壊され、なおかつ自分の命さ
えも奪われようとしている。私たちは、その原因がわ
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からない理不尽さに苦しんだ。
アスベストの病気と言っても、なかなか周囲には

理解されない。しかし、その孤独感、悲壮感がより二
人の心を結びつけたような気がする。とても辛かっ
た。でも、そのなかで多くの方と出会い、暖かい助け
をいただき、夫は無事に労災認定された。死亡する
直前だったが、報告を聞かせることができた。

そして、夫は旅立つ前に、「お世話になった方々
の恩を忘れるな」と言い遺した。

夫の死後、病名が胸膜中皮腫から石綿肺がん
に変わった。近大病院による病理検査の不手際が
原因だった。医療の不手際で命を弄ばれた感が
する。私はその後、同じような経験をもつ患者と家
族に少なからず出会うことになる

静かな胎動の始まり

胎動とは「新しい物事が内部で動き始めること。
また、内部の動きが表面化し始めること」という意
味がある。2002年4月の緊急集会での出会いが、
後に数々の「アスベストショック」を生むことになろう
とは、誰も予測できなかっただろう。しかし、確実に
その胎動は始まったのだ。

2003年2月の石綿全国連第17回総会に合わせ
て、初めて全国的な「アスベスト被災者・家族の集
い」の開催を呼びかけた。全国各地から参加した
人々は、前夜からの会食・宿泊をともにして交流し
た。北海道・札幌からは、夫の次男さんを中皮腫で
亡くした一宮美恵子さんが娘の貴子さんと参加して
「仲間」は3人になった。

大森さんと交わしてきた遺族同士の熱い想い
が、周囲の支援者の尽力により全国的な仲間へ
の呼びかけとなったのだ。なかでも衝撃を受けた
のは、家庭内ばく露により、若くして夫の仁さんを中
皮腫で亡くした小菅千恵子さんの姿だった。支援
者である村上博子さん（全労協全国一般東京労
組日本エタニットパイプ分会）と一緒に参加した小
菅さんは、とても小柄で無口で、緊張している様子
だった。「今から夫の父親が働いていた会社に対
して、損害賠償裁判を行います」という挨拶には、
ぎこちなさと悲壮感が入り混じっていた。

大森さん、一宮さん、そして私の三人の絆は周
囲の支援者の方たちにとって、より具体的な「形」と
して見えたのかもしれない。私たちは顔を合わせ
ると、時の経つのも忘れて語りあった。アスベスト被
害者に対する医療機関の対応の遅れや、国や企
業の不備に憤り、涙した。

はじめ、自分たちの不幸に流していた私たちの
涙は、次第に同じ被害者仲間に対するものとなって
いった。そしてこのとき、私は大きな転機を迎えるこ
ととなった。

名取先生たちが「いまは大阪でひとりだけど、地
元でも仲間をつくりなさい」と、関西労働者安全セン
ター事務局次長の片岡明彦さんを紹介して下さっ
た。大阪の地元で、初めて「アスベスト被害」を語
る相手が見つかったのだった。未来に向けての胎
動がより確実なものとなった。

労災認定の支援活動も開始

2003年10月、関西労働者安全センターに通いは
じめたころ、名取先生から、「広島に住んでいる元
船員さんが中皮腫になっている」と電話がかかって
きた。

こうして、私が初めてアスベスト労災の相談に応
じたのは、広島市に住む笠原昭雄さんだった。彼
は日本郵船元社員で、数年間機関部勤務歴が
あった。笠原さんから東京のアスベストセンターに
相談電話が入り、名取先生が私に紹介して下さっ
たのだ。経験のない私の初めての相談事例となっ
た元船員中皮腫。未熟な私に労災休業補償請求
の支援を依頼することは、かなりの思い切った決断
だったと思う。

初対面の私に対して「ここを触って下さい」と笠
原さんは言った。服の上から触ると脇腹の辺りに硬
い瘤ができていた。自身の身体に起こっている現
象に不安を感じている姿が、そこにあった。
日本郵船のOB会は素晴らしかった。笠原さん

の緊急事態を受けて、OB会が一致団結して当時
の勤務状況の証言者探しを行ってくれた。みんなが
「笠原のためならば何でもしてやりたい」と語った、
福岡市在住の元同僚の松本盛市さん。他にも、こ

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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2004年8月6日　患者と家族の会の厚生労働省交渉

ぞって笠原さんの労災認定に向けての証言者が
名乗り出た。

初めて訪問したとき、笠原さんは、瀬戸内海を見
渡せる広いベランダに案内してくれた。そこは、彼
が経験した海外航路とはうってかわって、穏やか
な内海だ。遥か向うから日本郵船の船影が見える
とベランダに飛び出して「お～い！」と大きな声を出
して手を振るという。そう言った後に、「船からは見
えないのに、懐かしさで思わす手を振ってしまう」と
笑っていた。

仕事で航海に出ると、半年以上帰国できないとき
もある。その間、機関室で汗と埃にまみれて働き、ボ
イラー修理の時はアスベストを浴びながら過ごした。
「どんなに嫌なことがあっても逃げ出すことはでき
なかった。海に飛び込めばサメの餌食になるし、寄
港地で逃げ出せば、逃亡罪で逮捕される」とは、笠
原さんの元同僚で、いまは亡き真田勝弘さんの言
葉だ。海の仲間たちは強い絆で結ばれていた。

2005年4月、笠原さんの職務上認定がマスコミで
報じられた。その翌日、「笠原と同じ船に乗っていて、
私も中皮腫になっています」と電話が入った。私た
ちは言葉を失った。この後に、別の船会社の被害
者遺族から相談があり、「船員アスベスト問題」はさ
らに広がった。2006年には、元船員たちの「石綿健
康管理手帳」の制度もできた。

つながる患者と家族

2004年1月、お正月休みが明けるとすぐに東京労
働安全衛生センター事務局長の飯田勝泰さんから
「元国鉄に勤務していた方が中皮腫になっていま
す」と連絡が入ってきた。立谷勇さんだった。

すぐさま兵庫県加古川市の自宅を訪問した。ベッ
ドに横たわる立谷さんは、2002年12月に右肺全摘
出手術をうけてから1年あまりたっていた。立谷さん
は、旧国鉄時代から列車の運転士だったが、その
前は京都府の向日町工場に勤務して車両修理の
仕事をしていた。そのときにアスベストにばく露した
のだ。

立谷さんが「もしかしたら労災では？」と考えるよ
うになったのは、年末にNHKラジオから流れるアス
ベスト特集番組を聴いた親戚からの連絡がきっか
けだった。「お正月休みが明けるのが待ち遠しかっ
た」という妻の千里さん。番組で紹介された電話
番号が、立谷さんと私たちをつなげた。そして、そ
れは、404人（2014年1月1日現在）という多数の元
国鉄社員がアスベストによる労災補償を受給する
権利につながった瞬間でもあった。

患者と家族の会誕生に向けて、私たちのつなが
りも広がっていった。関東では、大森さんはじめ、患
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者である齋藤文利さん（肺がん、後に初代会長）と
加藤徳雄さん（中皮腫）たちが声を上げた。西の
方では、広島の笠原さんと大阪府摂津市の中村實
寛さん（2代目会長、3代目が古川和子さん）が入会
してくれた。もちろん、すでに被害者組織をつくって
いた横須賀の被災者も賛同してくれた。

患者と家族の会誕生と
思いがけない被害

当初は遺族同士の辛い話が多かったけれども、
その後に多くの患者と出会うことによって、遺された
私たちも生きる勇気を授かったような気がする。

初めての「被災者・家族の集い」から1年後の
2004年2月7日、「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家
族の会」が誕生した。このときの会員数は約60人、
横須賀、関東、関西の3支部でスタートした。設立
総会終了後、緊張しながら記者会見を行った。加
藤さん、齊藤さんはじめ多くの方々の顔があった。

設立集会の1か月前だったが、忘れられないエピ
ソードがある。立谷さんのところで述べたNHKラジ
オ番組は「評伝環境の思想人たち～あの公害と向
き合った海のGメン	田尻宗昭」だった。その番組
を担当したのは、アナウンサーの内（うち）美登志さ
ん。田尻さんは、日本で初めて公害事件の刑事責
任を追及して「公害Gメン」と呼ばれた海上保安庁
職員で、後に東京都公害局規制部長を経て、神奈
川労災職業病センター所長、全国安全センターの
初代議長を務めた方だ。神奈川時代の1986年、
横須賀の米海軍空母ミッドウェーのアスベスト廃棄
物不法投棄事件を手がけ、当時、アスベスト問題
への関心が盛り上がるきっかけをつくった人物。つ
まり、田尻さんとアスベストとのつながりが、立谷さん
と私をつなげたともいえる。

さて、患者と家族の会設立の1か月前、記者会見
を開いた。しかし、悲しいかな会見場には、「その」
NHKラジオの内さんしか来てくれなかったのだ。

大きな不安を抱えながら迎えた設立集会当日。と
ころが、ふたを開けてみると多くのマスコミが取材に
来てくれた。福の神のような内さんは、その後たび
たび患者と家族の会に顔を出し、アスベスト問題の

取材を続けている。内さんと同じように、私たちに心
を寄せて取材を続ける何人もの記者の方たちがい
る。心から感謝したい。

患者と家族の会設立のニュースは全国に流れ
た。九州方面にもニュースが流れ、その結果、福岡
県に住んでいる中皮腫患者Fさんから相談の電話
が入ったのだ。Fさんは発病から既に数年以上経
過していた。大手繊維メーカーの愛知県岡崎工場
に2年あまり勤務していたとき、工場内の断熱材で
アスベストばく露したことが聞き取りでわかり、すぐに
労災申請にとりかかった。Fさんは、高校卒業後に
九州から愛知県まで働きに行き、その工場で働い
て帰郷したが、アスベストとは関係のない仕事に就
いた。そして数十年後のある日、突然に平穏な生
活が破壊された。
「悪性胸膜中皮腫」という初めて耳にする病名

に戸惑い、恐怖を覚えながらも医師の勧めのままに
命を賭けた大手術を受け、様 な々抗がん剤を投与
してきた。闘病の不安だけではない。一家の柱と
して生活を支えてきた彼は、大きな経済的な不安
に直面したに違いない。

Fさんは、この大手繊維メーカーでは初めてのア
スベスト労災認定事例となった。そして現在では、
この企業以外の各大手繊維メーカーでも、多くの
労災認定者が確認されている。

最初に声を上げた被害者たち

横須賀支部は、造船所の労働者が多かった。
そのため、患者と家族の会が発足する以前から

被害者の活動をはじめていた。企業と国に対して
損害賠償裁判も行っていた。その中心的存在であ
る宇野林蔵さんが、患者と家族の会の役員（会計
監査）を引き受けてくれた。「長老」と尊敬の念を込
めて呼び、何事も相談した。若輩の私たちにもその
豊かな経験を熱く語ってくれた。当時の会員の多く
は自身の経験しか持っておらず、横須賀や他の企
業ですでに運動を起こしていた人びとの話にはとて
も勇気づけられた。

患者と家族の会が誕生したその後から、各地で
の活動がはじまった。徐々に相談も増えていった。

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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相談内容によっては、初めて耳にする医学用語も
あった。そこで、誕生間もない幼子を心配した名取
先生は頻繁に打ち合わせを行い、勉強会を開いて
くれた。その度に世話役の人たちは亀戸の事務
所まで駆けつけて、知識を吸収して、議論を交わし
た。ある時は、あまりの熱心さに時間を忘れてしまっ
た。私はいつもどおりホテルを予約していたが、大
森さんと当時事務局担当だった若い女性は、最終
電車時刻を過ぎてしまった。もう宿泊先はない。そ
こで、私が予約したホテルに交渉して3人で泊るこ
とにした。シングルの狭い部屋で、2人がベッドに寝
て、1人は床に掛け布団を敷いた。それは同じ未来
を語った仲間同士にとって充実した時間だった。

はじめての厚生労働省交渉

2004年6月には、会としてはじめての「厚生労働
省交渉」が行われた。

交渉における要望項目はいくつかあり、主な項目
のひとつは、中皮腫治療薬「アリムタ」の早期承認
だった。アリムタはアメリカで開発されて、日本ではま

だ治験段階だった。そして、治験が終了して治療
に使われるようになるには、まだまだ時間が必要とさ
れていた。効果的な治療法を求めて日々 模索する
患者と家族にとっては、奏功が期待できる抗がん剤
といわれるアリムタの早期承認は、一条の光だった。

中皮腫患者の加藤さんは、微熱があり体調に不
安を抱えながらも交渉に参加した。そして、早く日
本でも使用できるように認可して下さい！」、何度も
声を荒げながら訴えた。患者の悲痛な叫びだった。
「患者の命を助けてください」と家族たちも必死に
訴えたが、声は届かなかった。しかし、このとき厚生
労働省の担当者のなかには下を向いたまま涙する
姿もあった。

2006年2月にアリムタは予定よりも早く承認され
た。厚生労働省交渉から1年8か月後だった。

世界アスベスト東京会議
開催の報道がもたらしたもの

「世界アスベスト会議東京大会（GAC2004）」
開催の情報がNHKラジオで数回にわたって放送

2004年11月　世界アスベスト東京会議　患者と家族の会ブースでは海外ゲストに千羽鶴を贈呈
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された。そんな2004年7月のある日、事務所で机に
向かっていると電話が鳴り、片岡さんが出た。「代わ
ります」といって受話器を私に差し出した。「ドキュ
メンタリー工房の鈴木です。ぜひ一度お話をうか
がいたいのです」と語った年配の男性は、その翌
日、若い女性と共に来所した。ドキュメンタリー工房
（株）の鈴木昭典社長とディレクターの野崎朋未さ
んだった。鈴木社長が車を運転していると、流れて
きたNHKラジオに驚いたそうだ。村山武彦教授が
「わが国における悪性胸膜中皮腫死亡数の将来
予測」を発表し、今後40年間で10万人死亡すると
いう、「世界アスベスト会議」が初めて日本で開催さ
れる、などなど…鈴木社長にとっては初めて耳にす
る情報ばかりだった。運転中でメモが取れず、キー
ワードのみを覚えた。「世界アスベスト東京会議、
石綿対策全国連…」鈴木社長はこのとき「大きな
ニュースは東京から発することが多いけれど、今回
は関西から発信したい」と決意したという。

アスベストに関する取材は初めてだという鈴木
社長と野崎さん。「中皮腫の患者さんが多く診ても
らっている病院を教えて下さい」と言われた。そこで
「兵庫医科大学病院が多いと聞いています」と答
えると、彼らは早速兵庫医大を訪問した。そして、こ
の訪問が、後のクボタショックにつながっていったの
である。

患者と家族の会世界デビュー

2004年11月開催の「GAC2004・世界アスベスト
東京会議」では、患者と家族の会もブースを持ち、
世界中から参加する方たちにアピールすることに
なった。会議では、日本の被害者としての報告も担
当する。「GAC2004東京会議組織委員会」が設置
され、患者と家族の会も、慣れないなか懸命に準備
した。

海外からの参加者に折鶴のレイをプレゼントしよ
うと発案し、全国の会員に呼びかけて大量の折鶴
を準備した。会議に参加できない会員にとっては、
鶴を折ることによって会議参加の意味も感じてもら
えた。全国に点在する会員は、「アスベスト禁止」の
メッセージを託して毎日折り続けた。全国から送ら

れてきた鶴は数万羽になった。
参加国42か国、海外参加者約120人、総参加

者約800人の会議は大成功だった。会員から届い
たおびただしい数の鶴は、海を越えて羽ばたいて
いった。

ここでも新たな出会いがあった。現在患者と家
族の会のホームページを担当している吉崎和美も
そのひとりだ。和美さんの父親の忠司さんは長年
日本通運に勤務した。若い頃の2年間だけ、奈良
県王寺町のニチアス王寺工場に配属され、搬入
されるアスベスト原料などを管理するなかでアスベ
ストにばく露した。そして、定年退職後に中皮腫を
発症して闘病中だったとき、患者と家族の会誕生
のニュースをみて東京の事務局に連絡してきたの
だった。会議に参加した和美さんは、英語のボラン
ティア通訳のひとりとしても活躍することになった。

クボタショックへの序章

さて、ドキュメンタリー工房の話に戻る。「中皮腫
の手術を受ける患者さんを紹介してください」とい
う野崎さんらの依頼に、兵庫医大は、土井雅子さん
を紹介した。土井さんは、これに快く応じた。ほどな
く野崎さんから「仕事でアスベストを扱っていない
女性の方が中皮腫になっている」と連絡が入った。
土井さんは、1947年生まれの56歳だが、アスベスト
ばく露職歴はなかった。家族内ばく露の可能性も
ない。どこでアスベストを吸ったのか？

2004年10月、土井さんの手術が終わるのを待っ
て、野崎さんと病室を訪問した。その後片岡さんと
も聞き取りに行った。しかし、アスベストばく露はどこ
にも見当たらなかった。土井さんは、兵庫県尼崎市
内で生まれ、高校を卒業すると「日本食堂」に勤務
して新幹線で車内販売をしていた。そこで食堂車
で調理をしていたご主人と出会って結婚し、その後
はお好み焼とたこ焼きの店を営んだ。アスベストと
の接点はなかった。

私は自分と同じ年代の女性が原因不明で中皮
腫を発症していることに底知れぬ不安を感じた。ア
スベスト被害は労働現場においてのみ起こるもの
だと信じていた。でも中皮腫を発症するにはきっと

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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何か原因があるはずだ、そう思って土井さんの生
い立ちから調査をはじめた。

野崎さんと一緒に、尼崎市内を聞き取りで歩き
回った。「昔このあたりにアスベスト工場はなかった
ですか？」と聞いても、「なかったよ」「わかりません」
という回答が多かった。あきらめて引き上げよう、で
はトイレ休憩ということになり、あるガソリンスタンドに
立ち寄った。そのガソリンスタンドで、私はなにげな
く男性従業員に「この辺で、肺の病気の人いませ
んか？」とたずねた。すると彼は「うちの社長」と答
え、びっくりしてオウム返しに「何の病気？」と聞くと、
「肺がん」と答えたのだ。しかし、それ以上は「口
止めされている」と話そうとしなかった。

そのあとまた、そのガソリンスタンドに立ち寄った
とき（そのころ私はしょっちゅうそのあたりを徘徊し
ていた）、別の男性従業員と話すことができたのだ
が、その彼から「それ（社長）は私の母です」と教え
られたときは心底びっくり仰天した。その後会うこと
ができた「社長」前田恵子さんは、「クボタからアス
ベストが飛散したと思う」ときっぱりと言った。いまか
ら思えば、クボタショックへの道筋が決定づけられ
た瞬間だった。

前田恵子さんと出会ってしばらくのち、ドキュメン
タリー工房制作の「終わりなき葬列」が、朝日放送
深夜のドキュメント番組「テレメンタリー」で放送され
た。するとこの番組を観た人が、友人の早川義一
さんに番組内容を伝えた。「お前の近くのガソリンス
タンドの社長が同じ病気になっているぞ」。

そうして、前田恵子さんのガソリンスタンド2階事
務所で、クボタ周辺の中皮腫患者3人が、初めて顔
をそろえることになった。

クボタショックまであとわずか。

一気に広がった被害者運動

クボタショック［2005年6月29日毎日新聞夕刊ス
クープ記事］の翌日から、関西はもちろん東京も名
古屋も関係するNGO、家族の会の支部にはマスコ
ミ取材が押し寄せ、連日アスベスト報道があふれ出
た。それと同時に、いままで被害者自身でさえ気づ
いていなかった被害実態が次 と々わかってきた。
「父親が中皮腫で死亡しました。昨日が5年目の

命日でした」。「え?！」と驚くような電話も相次いだの
だ。労働災害として確実に補償されるべき人たち

クボタショック直後の2005年7月18日　最初に声をあげた3人（前列左から土井、前田、早川さん）
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の請求権は、死亡後5年の経過ですべてが時効で
消滅する。そのような相談の数は、私たちが把握し
ただけでも100件を超えた。また、労災を請求する
権利があることも知らないで苦しんでいる患者と家
族も多くいた。

一方、労働現場以外でアスベストに曝された人
たちは、治療費と生活費の補償はない。アスベスト
を吸った場所が違うというだけなのに、同じアスベス
ト被害者なのに、この格差はあまりにも理不尽であ
る。そこで患者と家族の会も立ち上がった。
「すべての被害者に平等な補償を」と石綿全国

連が呼びかけた「100万人署名」に賛同した。署
名活動などやったこともない患者や家族が、率先し
て街頭に立ち、道行く人びとに署名を呼び掛けた。
北海道で、関東で、関西で、広島で…多くの会員た
ちが連日奔走した。

そのような中、全国各地で患者と家族の会の支
部が次 と々誕生していった。そして現在では、会員
数が約650人に増えて、14支部になった。

全国の被害者が
日比谷公会堂に集結した日

2006年1月31日、歴史的な日を迎えた。東京・日比
谷公会堂に、アスベスト被害者と関係者2,500人が
集結したのだ。全国から続 と々詰めかけて、アスベ
スト被害者の苦しみと怒りが会場を埋め尽くした。

集会では、中村實寛前会長（当時関西支部世
話人）が、患者と家族の会代表として発言した。
「私たち中皮腫患者には明日がないのです。明

日をください！」と、すべての患者と家族の心情を強
く訴えた。

堂 と々公会堂全体に響き渡る力強い声で発言
する彼の両脇には、会員が、みんなで書いたプラ
カードと横断幕を持って立った。後日、プラカードと
横断幕を両腕で持っていた大森さんは、「次第に
手が痛くなったが、死んでも離すものかと思った」と
言った。

大集会の後は、デモ行進。患者と家族の会は先
頭に立った。そして、その最前列の会員が遺影を掲
げた。その瞬間、無数のカメラから閃光が走った。

石綿健康被害救済法制定をあんなに訴えたの
に、石綿健康被害救済法は不備なままに見切り
発車してしまった。当時の小池百合子環境大臣は
「中皮腫は重篤な病気なので発症すると1年か2
年の存命」という言葉を使った。国会を傍聴してい
た私は「許せない。患者と家族に対する冒とくだ」
と思った。

中皮腫は重篤な病気だ。しかし誰も「1年か2年
しか生きられない」とは思わない。他の人が1年か
2年ならば自分はもっと頑張って生きよう、と考えてい
る。大切な家族のために、自分自身の人生のため
に、誰もがその貴重な時間をより長く持とうと頑張っ
ている。それなのに国会の場で、患者の命の可能
性を断ち切ってしまうような発言をしたことに憤りを
覚えた。短命だから速やかなる救済をしようという
意味の表現なのかもしれないが、その言葉に私は
傷ついた。
「速やかな救済を」というが、その内容は「救済

法であっても、補償ではありません」というお粗末な
ものだった。その後私たちは、見切り発車してしまっ
た「石綿救済号」の軌道修正を求めて、新たな闘
いを初めることとなった。そして、その成果もいくつ
かは得ることができた。しかし、まだまだ「すべての
被害者の公正・公平な救済」にはほど遠い。

つながるそれぞれの
アスベストショック

クボタショック以後、多くの企業、労働現場での労
災被害状況が一気に明らかになった。企業、関係
省庁が被害情報を公表、なかでも厚生労働省がア
スベスト労災の認定があった会社名などの情報を
公表したことは、被害者にとってはとても重要なこと
だった。

労働現場の被害とともに、尼崎クボタと同様な環
境被害や労働者家族の被害も数多く確認されるよ
うになった。

現在、患者と家族の会にも、労災以外の被害者
が多くおられる。

多数の相談を聞いてきたが、なかには、相談を
受けてもすぐには結果が出せなかったケースもあっ

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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2006年1月31日　日比谷公会堂での全国挿決起集会で発言する中村会長

た。しかし、そのあとで、様 な々きっかけで原因がわ
かり、補償につながることもめずらしいことではない。
この10年史の中にも、そのようなできごとが綴られて
いる。
とにかく、あきらめないで取り組むことの大切さを

私は教えてもらった。患者と家族の会の会員一人
ひとりに「アスベストショック」があった。

あきらめることなく続けられるのは、その経験と会
員同士のつながりがあるからだ。そのことこそが、
患者と家族の会の原動力であり、かけがえのない
私たちの財産だと思っている。

海外のアスベスト
被害者たちとともに

2004年の世界アスベスト東京会議で海外の仲
間たちに出会ってから、国際交流の重要性を認識
するようになった。

2006年7月にタイ・バンコクで開かれた第1回アジ

ア・アスベスト会議（AAC2006）は、東京会議の成
果を受け継いだ最初のアジア会議で、石綿全国連
の古谷事務局長などとともに、私と吉崎和美さんが
参加した。
とりわけお隣の韓国の被害者とは、初めての交

流で、日本からも大挙？して参加した2007年5月ソ
ウルの「石綿問題解決のための日韓共同シンポジ
ウム」以降、2008年7月の韓国アスベスト禁止ネット
ワーク（BANKO）の結成を経て、今年6月の第3回
日韓インドネシア石綿被害者交流に至るまで、親密
なおつきあいをさせていただいている。

2008年年3月、イタリアのカザーレ・モンフェッラート
という街に立命館大学の調査団に同行させてもら
い視察に行った。カザーレは、冬季オリンピックで有
名なトリノ近郊の街だ。この街には世界最大の被
害者を出した「エタニット・カザーレ工場」（クボタと同
じく石綿水道管などを製造）があった。カザーレ市
の人口は当時5万人で、そのうち500人以上の住民
が中皮腫を発症したというのだ。
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カザーレ市庁舎を訪問したときに、ひとりの年配
の女性に会った。この女性は親族9人を中皮腫で
失ったという。「とても辛くて苦しいけれども頑張って
生きている」という言葉には、深い哀しみを乗り越え
た強い信念が感じられた。こうした交流や連帯行
動を通して、言葉はわからないけれども、人と人との
つながりを深めることができた。日本の私たちとまっ
たく同じ思いを抱えた多くの仲間、その支援者たち
が頑張っていることを知ることになった。

患者と家族の会にとって国際交流・連帯行動
は、今後とも大切な課題だと考えている。

医療関係者との良き出会い

その時 に々、思いがけなくも、貴重な出会いがあ
る。山口宇部医療センターの岡部和倫先生との出
会いは、その後の私の活動に大な変化をもたらし
た。

2007年12月、私にとってとても辛い一日が間近に
迫っていた。どうやってその一日を乗り越えようか、
と悩んでいた。そこにかかってきた岡部先生から
の電話。「中皮腫の女性患者さんが入院しておられ
ます。尼崎市の居住歴があります」との電話にすぐ
さま、宇部医療センター訪問を決意した。

Kさんは、成人するまで尼崎市内のクボタ旧神崎
工場周辺に居住していた。現在は東海地方でご
家族と暮らしている。発病後、岡部先生の評判を
聞いて手術のために病院を訪れた。家族と離れて
孤独な入院生活をしているのではないだろうかと
心配して訪問したときに、Kさんとの会話の中で溢
れるほどのご家族の愛情を感じた。その後Kさん
は、家族の元に帰り順調に回復している。ご家族も
尼崎で行われる集会のときには必ず参加して、彼
女の近況を語ってくれる。

宇部医療センターを初めて訪問したその日は、
私の還暦の誕生日だった。「還暦のお祝いを」とい
う周囲の言葉を遮り、私はひとりで過ごす予定だっ
た。なぜなら、夫は還暦を迎えた翌日にこの世を
去ったからだ。夫の辛い闘病を目の当りにしながら、
その命を救うこともできなくて、自分ひとりが生き残っ
てしまった、という思いをずっと抱いていた私にとっ

て、夫の歳を超すには勇気が必要だった。夫の年
齢以上に生きてゆく意味をひとりで考えたいと思っ
ていた。そのようなところに、岡部先生からの電話
があったのだ。

この電話に、何日間も悩み考えていたことなどす
べて忘れて、あわてて駆けつける自分がそこにい
た。宇部医療センターからの帰路、新幹線のなか
で「いまやれることがあって幸せだ」と思った。数日
前から弟夫婦が「還暦祝いを」と言ってくれていた
のに断っていた。しかし、気が変わったので「時間
ができたから」と急に弟の家に行き、ささやかな祝い
をしてもらった。自分が生きてゆく意味を見出せた
気がした一日だった。

こうしてはじまった岡部先生とのおつきあいだっ
た。たいへんありがたかったのは、岡部先生は非
常に優秀な医師であるとともに、患者と家族にとっ
て社会的支援がいかに重要であるかをよく知って
おられたということだ。以後、多くの患者さんのこと
で協力してことに当ってきた。いまでは、西日本のみ
ならず患者と家族の会の活動にとってなくてはなら
ない存在となり、相談役を引き受けていただいてい
る。私たちの会の相談役は、いずれもそのような先
生方ばかりなのだ。今後もこうした出会いを積み重
ねていきたいものだ。

患者と家族の求めるものを

10年前の設立集会記念写真で、私はとても情け
ない顔をして写っていた。皆さんは設立の喜びに
溢れた顔をしているのに、私は端っこでひっそりと俯
き加減だった。とても心が苦しかったからだ。最初
のころ、私と同じ境遇の人 に々出会えたことはとても
嬉しかったが、その後、多くの患者さんたちに出会
うことでとても複雑な気持ちになっていった。元気
な患者さんはよい。しかし、予後が芳しくない方もい
る。遺族同士の屈託の無い会話だけではすまな
い、患者さんを交えると状況がまったく変わるのだ。

名取先生は「患者会も開催した方が良い」とよく
言っていた。私はその言葉に反発をおぼえた。患
者同士が知り合うと、ときとして哀しい知らせもある
だろう、それは患者にとってあまりにも残酷ではない

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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のか…。それでも名取先生は「同じ患者同士で別
れが訪れようとも、その時に出会えてよかったと語っ
てくれた人がいる」と言う。先生の意見は後になっ
て私にも理解できるようになったが、患者と家族の
会が誕生したそのときにはとても理解できなかった。
しかし、それからは、「いま、治療をしている患者と

家族にとって何ができるのか？」をいつも考え、問い
続ける日々 が続いていったのだった。

「苦しさを減らしたい」
長松先生との出会い

労災認定の支援活動や患者と家族の悩みを聞
く、そんな毎日のなかで、私が「緩和ケア」に関心を
寄せ始めたのは、尼崎支部で多くの患者と出会っ
てからだ。そして、その他の支部の患者からも、治
療等の相談が多く寄せられることも大きな要因に
なった。

かつては効果的な治療薬として「アリムタの早期
承認」を強く要請したが、一般に使用されるようにな
ると、副作用で苦しむ患者の声も多く聞こえてきた。

入院して投与する場合はまだいい。病院によっ
ては「ベッドが空いていない」という理由で通院によ
るアリムタ投与となった。副作用に苦しんでも「それ
を訴える看護師もいなくて辛さと不安のまま夜を明
かした」という患者もいた。

クボタショック以後、各製薬会社はじめ医療・研
究機関は中皮腫治療薬の研究開発をはじめた。
複数の治験が実施された。
もちろん、手術の可能性が限定されている中皮

腫の患者と家族は、よく効く治療薬、治療法の開発
を熱望しているし、それは現在の私たちの強い希
望でもある。このことに疑いはない。しかし、希望を
託して臨む治験も治療も、副作用が患者を苦しめ
た。あるいは期待したほどの奏功が得られなくなる
と、悲嘆にくれた患者もいた。

私は、医療関係者以外では最も多くの患者とそ
の家族に出会ってきただろう。その患者たちは、厳
しい治療や生活上の様 な々困難に立ち向かい、身
体のみならず精神的にも大きな痛手を受けている。
それを支える家族もまた第二の患者だと実感して
いる。治療だけでなく心のケアも大事だと、ある時

2009年4月　アジア・アスベスト禁止ネットワーク（A-BAN）が設立された香港会議
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点から気づくようになった。
そうした私に大きな転機を与えてくれたのは、相

談役のひとり聖路加看護大学の長松康子先生
だった。快活でいつも笑顔を絶やさない彼女は、そ
の風貌からは想像もつかないくらい繊細な心で、患
者とその介護にあたる家族に接してくれる。

生きてゆくための「緩和ケア」

「発病した時から緩和ケアが必要なのです」と強
く訴える長松先生。

はじめ私は、その意味がわからなかった。患者
が治療を受けることができなくなってから必要なの
が緩和ケアだと思っていたのだ。しかし、他の体験
者の話のなかから「不安からくる痛み」もあることを
知った。痛みには身体だけでなく、心の痛みもある
というのだ。

長い潜伏期間を経て発病するアスベスト疾病
は、他の疾患と大きな違いがあった。

同じ職場で働いていて何故自分だけが？
同じ環境に住んでいて何故自分だけが？
遥か昔のことが原因で、何故今頃苦しまなけれ

ばいけないの？
家族のために頑張って働いたのに、今頃になっ

て発病して、家族にも負担を強いている…あの仕
事は自分にとって何だったのか？などなど、病魔とは
違ったかたちの苦痛が押し寄せてくるのだ。

苦痛のかたちは人によって違うし、誰にも代わる
ことなどできない。しかし、その苦痛を少しでも和ら
げることは可能だ。それが緩和ケアであり、患者と
共に前向きに治療や生活に取り組んでゆく姿勢が
そこにある。「万が一、不幸にしてあなたの周囲の
方が発病してしまったら、迷うことなく早期に緩和ケ
アを受けて下さい！」と声を大にして叫びたい。

緩和ケアは、生きてゆくための、心のケアなのだか
ら。

アスベスト被害者の声を
未来への警鐘に

10年前に始まった微かな胎動。

「何か」を生み出すためのささやかな動きが、何
を求めてはじまったのか、私はいつも悩んでいた。
「患者と家族の会よ、どこに向かって行くのか」など
と仲間にメールを書いたこともあった。しかし、仲間
の輪が徐々に拡がってゆくうちに、そんな言葉も出
なくなってきた。「これだ！」という確実な手ごたえを
感じはじめたからだ。会の存在があればいいのだ
と感じはじめた。

患者と家族の会の存在が、全国に点在している
被害者に対して情報を発信している。それを見た
人びとから相談の電話やメールも入ってくるようにな
り、会の活動そのものが、見えない被害者にも確実
に届いているのだとわかってきた。会の存在そのも
のが大きな意義を持つのだと確信できるようになっ
た。「継続は力なり」と強く感じている。

来年の2015年は、阪神大震災から20年、クボタ
ショックからは10年という大きな節目になる。阪神大
震災のときにアスベスト飛散が問題になったが、社
会一般にはあまり周知されなかった。しかし、10年
後のクボタショックは日本中が震撼した。それは、ク
ボタショックの場合は、「被害者」が目の前に見えた
からだ。

人間は目の前に見えていない事象に対しては鈍
感になりやすい。2011年3月に発生した東日本大
震災においてもアスベスト飛散の危険性を訴えて
いるが、まだ関心の盛り上がりは低いようだ。人びと
は結果が出ないと動かないのだろうか。しかし、す
でに経験している私たちなら、その悲惨な体験を人
びとに伝え続けることができると信じている。震災
等で苦境の真っ只中にいる人びとに、将来的なリス
クの話は困難がある。そのようなときこそ、過去と現
在にわたる私たちの体験が役に立つのだと思うし、
必ず役立てたい。

患者と家族の会は10年前に小さな命を授かり、
大きく成長してきた。誕生以来周囲で大切に見守
り、育ててくれた人びとに感謝しながら、今後も歩み
続けてゆきたい。

過去に失われた多くの命も、いま生きている私た
ちの命と共に未来永劫、アスベスト被害の実態を
訴えながら、警鐘を鳴らしてゆくと信じている。

（10年誌所収の文章を転載）

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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国際機関が禁止促進に踏み出す
GAC2004から10年間の重要な進展

2004年世界アスベスト東京会議（GAC2004）は、
わが国にとってだけでなく国際的にも、ランドマーク
となった。何よりもその後、重要な国際機関が相次
いで、「アスベスト関連疾患を根絶するためのもっと
も効果的な方法はすべての種類のアスベストの使
用をやめること」というかたちで、アスベスト禁止を
支持・促進する立場を明確にするようになったこと
が大きい。

2006年6月14日に国際労働機関（ILO）第95回
年次総会で「アスベストに関する決議」1が採択さ
れ、9月には世界保健機関（WHO）のポリシー・ペー
パー「アスベスト関連疾患の根絶」2が公表された。
後者は、7月21日に意見を求めて草案がWHOのウ
エブサイトに公表されており、GAC2004を引き継い
で2006年7月26-27日にタイ・バンコクで開催された
最初のアジア・アスベスト会議（AAC2006）の場で、
ILO・WHOの代表がこれらの文書で明記されたア
スベスト禁止支持・促進の立場を力強く表明したこ
とが印象的だった。

翌2007年にはILO・WHOが合同で「アスベスト
関連疾患根絶に向けた国家計画（NPEAD）策定
のためのILO/WHOアウトライン」3を策定した。こ
れを活用して、NPEAD及びその一部に含められ
るべきものとされた国のアスベスト・プロファイルの策
定とその実施を促進する取り組みが展開されるよう
になった。重要なことは、これは、すでにアスベスト
禁止を実現している国にとっても必要だということ
である。

国際社会保障協会（ISSA）では、2004年9月に
中国・北京で開催されたISSA第28回総会でその
予防特別委員会が、アスベスト生産国に対して禁

止を勧告する「アスベストに関する宣言」4を採択、
さらにISSAとして「アスベスト：世界的禁止に向
けて」5という36頁のパンフレットを2006年末に作成

（約150か国350以上の社会保障機関に配布）、
2007年7月からホームページ上8か国語版を入手で
きるようにした。また、2007年9月にロシア・モスクワ
で初の世界社会保障フォーラムとして開催された
ISSA第29回総会の予防特別委員会には、「アス
ベスト：未来を予防し過去に立ち向かう」6と題した
報告が提出されている（このときはロシアの専門家
がこの報告に抗議したとも伝えられている）。

さらに、2009年5月－世界銀行グループ「グッド・プ
ラクティス・ノート　アスベスト：労働衛生及び公衆
衛生上の問題」7、2012年6月－国際疫学会合同政
策委員会（JPC-SE）「JPC-SEのアスベストに関す
るポジション・ステートメント」8、2012年7月（2013年10
月改訂）－国際労働衛生委員会（ICOH）「ICOH
声明：世界的石綿禁止と石綿関連疾患根絶」９、
2012年9月－国際対がん連合（UICC）「アスベスト
に関する国際対がん連合のポジション・ステートメン
ト」10等々、重要な国際機関の全面禁止を支持す
る立場表明が続いた。

地域的な努力も進んでいる。2010年3月10-12
日にイタリア・パルマで開催された第5回欧州地域
環境・保健関係閣僚会議は「環境及び保健に関
するパルマ宣言」11を採択、各国に対して「2015年
までにアスベスト関連疾患根絶のための国家計画
（NPEAD）を策定」することを求めた。WHO欧
州事務所は、2016年の第6回関係閣僚会議に向け
て、精力的にフォローアップ作業を進めている。これ
は、中東欧諸国を主要ターゲットにした、欧州全体
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におけるアスベスト全面禁止の実現を目的としたも
のといってよい。2011年「アスベスト関連疾患根絶
国家計画：レビューとアセスメント」、2012年「WHO
欧州地域におけるアスベストの人的・金銭的負
荷」、2013年「複合曝露とリスク：証拠のレビュー、知
識転移と政策的含意」と、毎年テーマを絞ったワー
クショップを開催して、前年度の報告書もそれに合
わせて公表されている。

2010年6月9日にアルゼンチン・ブエノスアイレス
で開催された第28回メルコスル（南米南部共同市
場）及び関係諸国の保健大臣会合は、禁止未確
立の国で禁止へと進むための措置を講じるための
保健大臣の関与を表明した「アスベストに関する
宣言」１2を採択した。フォローアップ作業が求められ
るところである。

2010年7月に韓国・済州島で第2回、2013年9月に
はマレーシア・クアラルンプールで第3回の東南・東ア
ジア環境・保健関係閣僚フォーラムが開催されてい
るが、残念ながら欧州、メルコスル（南アメリカ）のよ
うな、アスベスト禁止を促進する地域的イニシアティ
ブはまだ発揮されていない。それでも2011年6月に
WHO西太平洋事務所が策定した「2011-2015年	
労働衛生に関する取り組みのための地域的枠組
み」13では、優先課題のひとつとして「アスベスト関
連疾患の根絶に向けて」が掲げられている。

各国・地域でアスベスト禁止の早期実現、その他
アスベストをめぐる様々な課題に取り組むにあたっ
て、このような国際機関の動きを「追い風」として活
用できるようになったことは、10年前には考えられな
かったことである。

加えて、2013年3月に欧州議会が「アスベストによ
る労働衛生上の脅威及びすべての既存アスベス
ト廃止の展望に関する決議」14を採択した。これは
「2028年までにアスベストのない欧州の実現」を求
めたものと位置づけられている。また、2013年7月に
オーストラリア政府が「アスベスト認識・管理国家戦
略計画」15を策定した。ここでは「2030年までにアス
ベストのないオーストラリアの実現」が目標として掲
げられ、国家戦略計画を実現するために新たな国
家機関も創設された。①全面禁止に続き、②アス
ベストのない環境/社会を実現してこそ、③アスベス

ト関連疾患を根絶することができる。また、そのた
めの目標設定とロードマップをともなった国家（戦
略）計画が必要であるという国際的コンセンサス
が確立しつつあると整理することができると思う。
そして、すべてのアスベスト被害者・家族に対する
公平・公正な補償と、アスベストのない社会/環境
の実現に向けたアスベスト対策基本法の制定をめ
ざしてきた私たちにとって、モデルを示してくれたと
も言える。

石綿全国連第26回総会の直前には、2月11-13
日日にフィンランド・ヘルシンキで「アスベスト関連
疾患の監視・調査に関する国際会議」、5月6-7日
にはオーストリア・ウィーンで「国際建設林業労連
（BWI）世界アスベスト会議」が開催され、各々ヘ
ルシンキ宣言16及びウィーン宣言17が採択されてい
る。ここでは各国・地域・世界における草の根の取り
組みについてはふれなかったが、石綿全国連はま
さに一翼を担って活動を進めているところである。

最後に、イタリアで労災・公害合わせて3千人
以上の被害者を出したアスベスト工場の元経営
者（オランダ人男爵とスイス人実業家）に対する
刑事裁判－「史上最大のアスベスト訴訟（Great	
Asbestos	Trial）」と呼ばれている－についてふれ
ておきたい。2012年2月13日に下されたトリノ地方
裁判所の判決は、両被告に16年の懲役刑と3千人
の被害者、関係自治体・団体等に対する損害賠償
の支払いを言い渡した18。ドイツ人男爵は2013年5
月21日に亡くなったが、同年6月3日のトリノ高等裁判
所判決は、スイス人実業家に対する懲役を18年に
増やすとともに、賠償の対象・金額も一部引き上げ
た19。この事件に対する最高裁判所の判断が2014
年11月19日－まさにちょうど2004年世界アスベスト
東京会議（GAC2004）10周年の日－に示される予
定である。10月9日に予定されている、泉南アスベス
ト国賠訴訟に対するわが国の最高裁判所の判断
と合わせて、世界的に注目されている。両判決が、
10周年を記念するよき贈り物となることを願っ
てやまない。
※もともと本文は、GAC2004以降の重要な国際文

書の最新版を網羅して収録した石綿全国連「ア

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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スベスト対策情報」第42号の解説として書かれ
たものであるが、各資料を最初に紹介したのは
本誌においてである。	　　　　　（古谷杉郎）

1	 		 2006年7月号	 2	 	 2006年9・10月号案文
3	 		 2007年12月号	 4	 	 2004年11月号
5	 		 2007年9月号で紹介	 6	 	 2007年10月号

7	 		 2009年7月号	 8	 	 2012年11月号
9	 		 2012年11月号	 10	 2012年11月号
11		 2010年6月号	 12	 2010年9月号
13			 2011年11月号	 14	 2013年5月号
15			 2013年11月号	 16	 2014年4月号
17			 2014年8月号	 18	 2012年5月号
19			 2013年7月号

■イギリス
日本の中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

の友人の皆さん
過去10年間にわたって皆さんと一緒に取り組め

てきたことは光栄でした。
世界アスベスト東京会議（GAC2004）に向けた

準備のなかで皆さんの会が設立されたことは重要
なことでした。GAC2004は、世界のアスベストに対
する闘いにおいてひとつのランドマークです。それ
は、アジアの関係者に立ち向かい、彼らの犯罪と嘘
を暴露するキャンペーンの開始をしるすものでした。

日本における皆さんの運動の発展は、多数の声
なき被害者たちの対処されていないニーズを明ら
かにしました。皆さんの連帯と努力は、アスベスト産
業とそれを支援してきた政府によってその命を犠牲
にされてきた人 に々、声と顔を与えました。

皆さん方全員に心からの10周年のお祝いと皆さ
ん方が成し遂げてきたことに対する敬意を表しま
す。皆さんと一緒に取り組めてきたことを誇りに思っ
ています。

ローリー・カザンアレン
アスベスト禁止国際書記局（IBAS）

■フランス
過去10年間、私たちは、アスベストに関する認

識、予防、医療や補償に関して、また、欧州における
禁止から日本、オーストラリア、韓国、南アフリカ等に
おける禁止とケベックの鉱山の閉鎖と、驚くべき進
展を目の当たりにしてきました。

アジア諸国やブラジル、ロシア等でなされなけれ
ばならない多くのことが残っていますが、日本の患
者と家族の会とアジア・アスベスト禁止ネットワークの
取り組みの中心をになっています。
日本の患者と家族の会の成し遂げてきたすべ

てのことにお祝いを申し上げるとともに、フランスの
アスベスト被害者の全国協会であるANDEVAの
仲間を代表して、支持と連帯の熱いメッセージを送
ります。

マーク・ヒンドリー、ANDEVA
（フランス･アスベスト被害者擁護全国協会）

■ブラジル
日本の友人の皆さん、結成以来10年間にわたる

皆さんの努力と成果をお祝い申し上げます。
皆さんの規律と組織は世界中の私たちみなを鼓

舞するものです。
フェルナンダ・ジアナーシ

エリーザ・ジョアン・デ・ソウザ（会長）
ABREA（ブラジル･アスベスト被害者協会）

■イタリア
皆さんと一緒に10周年をお祝いできたらよかった

のですが、残念なことに広大な陸地と多くの海が私
たちの間を隔てています。しかし、私たちのハート
は皆さんとともにあることを知ってください。皆さん
がアジアと世界にひろげてきた活動と意識の高まり
にお祝い申し上げます。皆さんが素晴らしい活動
を継続し、私たちがいつかは出会えることを期待し

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会10周年行事に寄せられた
海外からのメッセージ
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ています。
AFeVA（アスベスト被害者家族協会）

■アメリカ
アスベスト疾患アウエアネス・－オーガニゼーショ

ンを代表して、日本の中皮腫･アスベスト疾患･患者
と家族の会の皆さんの、アスベスト被害者のための
国内及び国際的な取り組み、アスベスト禁止に向
けた努力にお祝いを申し上げます。惨劇をくぐりぬ
けて、私たちはいまアスベストのない未来に向けた
希望をもっています。

連帯を込めて
リンダ・レインスタイン、会長/共同設立者　ADAO
（アスベスト疾患アウエアネス・－オーガニゼーション）

■ベルギー
皆さんの成し遂げてきたことはおおいに誇れるも

のです。私は（2007年11月に）横浜で皆さんにあた
たかく迎えられたことを決して忘れません。よい仕
事を続けてください。被災者は皆さんを必要として
いるのです。

チョコレートを愛する皆さんの友人、エリック・ジョン
クヒア、ベルギー・アスベスト被害者協会（ABEVA）
※私たちの裁判の控訴審は2015年早期にはじま
るだろうと期待しています（※エリックの母親の
中皮腫－家庭内及び環境曝露－2011年11月に
ベルギー初のアスベスト訴訟（民賠）として勝訴）

■アメリカ
2014年10月4日に日本の東京で催される中皮腫･

アスベスト疾患･患者と家族の会10周年記念行事
にお祝いを申し上げます。皆さんの団体は、アスベ
スト関連疾患被害者の苦境とこうした病気は完全
に予防可能であるということを世の中に知らせるの
に偉大な進歩をもたらしました。アスベスト関連疾
患の予防に関心をひきつけ続けるとともに、すべて
のアスベストの使用の世界的禁止にまい進する、皆
さんの今後の活動がうまくいくことを願っています。
アスベストの継続的使用によってもたらされる惨状
が、私たちの世界からなくなる日が来るのは、皆さん
のような団体の取り組みを通じてのことなのです。

ご多幸をお祈りいたします。
リチャード・リーメン

元アメリカ合衆国公衆衛生局副総監

■イギリス
日本の中皮腫･アスベスト疾患･患者と家族の会

の10周年にあたり会員と支援の皆様にお祝いと感
謝を申し上げます。アスベスト関連疾患の被害者
を支える団体の取り組みなしには、一つひとつの実
例が人格を持たない統計になってしまい、アスベス
トがもたらす結果の真実が失われてしまうかもしれ
ません。アスベスト関連疾患の患者と家族、その友
人たちが、社会に自分たちの話をすることの強さに
気づいたときに、その勇敢さがすべての人から理解
されるのです。

いまこそアスベストの世界的禁止を！
ミック･ホルダー

反アスベスト活動家、イギリス･ロンドン

■カナダ
仲間の皆さん、10周年記念行事に心からのごあ

いさつをお送りします。皆さんは、アスベストの使用
をやめさせ、アスベスト被害者に正義を実現するた
めに取り組む私たち全員を鼓舞するものです。

アスベスト関連疾患の問題を提起し、すべての
者にアスベストの危害に対する適切な防護を獲得
し、すべての被害者に対する公正かつ適切な補
償を実現するために、皆さんがなさっている重要な
活動のすべてにおいて成功をおさめるよう祈って
います。皆さんが成し遂げてきた素晴らしい活動
のすべてにお祝いを申し上げるとともに、皆様方一
人ひとりのご多幸をお祈りします。

連帯を込めて
キャスリーン・ラフ

ライト・オン・カナダ（RightOnCanada.ca）

■香港
同志の皆さん、権利を守り、正義を支持する皆さ

んの取り組みのすべてが成功をおさめるよう祈りま
す。人々の権利を尊重しようとしない企業や政府に
対する被害者の闘いを組織するうえで、日本の事

特集/石綿疾患患者と家族の会10周年
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例は私たちにとって優れた実例です。勇敢な新し
い社会を築くこの挑戦を持続しましょう。

アポ・ラン　香港

■タイ
アスベストの危害に立ち向かう団体や連合の成

長は、この避けることのできるリスクによって被害を
受けた人々、今後受けるであろう人々のために取り
組むということに源を発しています。

アスベストを禁止する取り組みは、真実を明らか
にする闘いなのです。

アスベストに対する注意喚起、禁止、補償、解体
規制に取り組む各々の団体や連合は、たいがい少
人数の人 に々よって始められ、次第にどんどん成長
していきます。

2014年10月4日に日本の東京で催される中皮腫･
アスベスト疾患･患者と家族の会10周年記念行事
は、そのような偉大な成功の実例を示しています。

日本の中皮腫･アスベスト疾患･患者と家族
の会とともに、タイでアスベスト危害に立ち向かっ
てきた団体であるタイ･アスベスト禁止ネットワーク
（T-BAN）は、10周年をお祝いするとともに、アスベ
スト関連疾患の根絶とアスベストの世界的禁止とい
う私たちの目標を実現するためにともに取り組んで
いくことに対する強力な支持を表明します。

ビタヤ・クルソンブーン
タイ･アスベスト禁止ネットワーク（T-BAN）

■フィリピン
兄弟姉妹の皆さん
合同労働組合（ALU）の組合員と全国･地方事

務所の役員･スタッフは、日本の中皮腫･アスベスト
疾患･患者と家族の会の10周年にあたり、心からお
祝いを申し上げます。

皆さんの大義に社会的倫理的正義をもたらす皆
さんの闘いがますます強力かつ上向きになり続ける
ようお祈りします。また、皆さんの証言が日本におい
て活気に満ち、アジアと世界のすべての人 と々とも
に確固として成長し続けることを期待しています。

ご健闘を祈ります。おめでとうございます。
連帯を込めて

ジェラルド・セノ
ALU副委員長、

フィリピン･アスベスト禁止運動コーディネーター
アラン・タンジュセイ
ALU政策担当、

フィリピン･アスベスト禁止運動キャンペーン担当
フィリピン労働組合会議（TUCP）広報担当

■インド
おめでとうございます。アスベストに対する闘い

は、日本の皆さんの支援と連帯、闘いなしにはこれ
ほど前進しなかったでしょう。

世界中とりわけアジアでの闘いにおける皆さんの
継続的支援は、私たちの重要な大義を拡大してい
ます。

皆さん方全員のご多幸をお祈りします。私たち
はいつも皆さんの闘いとともにあります。

モヒット・グプタ
OEHNI（インド労働環境衛生ネットワーク）

■香港
香港のアジア･モニター･リソースセンター

（AMRC）を代表して、10周年にあたり心からお祝
い申し上げます。日本におけるアスベスト関連疾患
被害者の正義のために貴団体が果たしてきた取
り組みの大きさと価値を言葉であらわすことはでき
ません。貴団体はまた、アジアの被害者団体に援
助と支援を与えてきたことに加えて、アジアにおける
すべての種類のアスベストの「全面禁止」の支援に
リーダーシップを発揮してきました。いまやアジアの
アスベスト禁止運動は強力さを増しつつあり、皆さ
んはそのなかで中軸的役割を果たしています。皆
さんがアジア中のアスベスト被害者を鼓舞し続け－
彼らも皆さんが成し遂げてきたことを達成すること
ができると信じています。皆さんの尽きないファイティ
ングスピリットに敬意を表するとともに、皆様方全員
のご多幸をお祈りします。

サンジ・パンディ
アジア･モニター･リソースセンター

（AMRC）ディレクター
（2014年9月26日現在）
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石綿工場が存在していた地域に
起こった「地場産業」の悲劇
堺市麻袋再生業石綿環境被害

2005年6月の「クボタショック」報道により、かつて
尼崎市内にあった「クボタ旧神崎工場」周辺に住
んでいた住民の多数が石綿被害を受けていること
がわかった。クボタショック報道以後、大阪府泉南
地方の被害発覚とともに、日本中の各地で同じよう
な環境被害が続 と々報告され、大きな石綿製品製
造工場（ニチアス、竜田工業、エーアンドエーマテ
リアル等）周辺の被害の大半は表面化してきたと
思っていた。

環境省も、私たち患者と家族の会や地域住民た
ちの要請を受けて、石綿工場が存在していた7地
域（大阪府泉南地域と河内長野市、尼崎市、鳥栖
市、横浜市鶴見区、羽島市、奈良県、北九州市門
司区）で「石綿の健康リスク調査」を実施してきた。
そしてその調査に、今年度から大阪市が対象地域
として加わり、来年から堺市も参加することになった
（ポストリスク調査の「フィージビリティ調査」）。今
年度の調査に間に合わなかった堺市は、「今年度
は堺市独自の石綿アスベスト検診を実施したいと
思います」と発表した。
しかし、ここに至るまでは、数々の出会いとドラマ

が繰り広げられてきた。

石綿入り麻袋の再生作業

2008年5月の初め頃、ある女性から「義父が腹
膜中皮腫で死亡しています」と関西労働者安全
センターに相談があった。夫の父である下野芳治
さん（当時76歳）は、2000年に腹膜中皮腫を発症、
2002年1月に死亡したという。芳治さんは、1958～
60年、石綿用の麻袋を再生する堺市の商店に勤
務し、石綿を吸い込んだとみられる。その後、独立
して、一時期その下請け作業を続けた。

遺族はその後、石綿関連がんと知ったが、「元請
けの商店が小規模で、1974年に倒産したので労
災認定の対象外と思い込んでいた」という。本来な
らば商店の規模や倒産に関係なく認定の対象に
なったのだが、労災の時効は労災保険法で死後5
年と定められている。そして、石綿救済法の時効
救済でも、同法施行から5年前にさかのぼる2001年
3月27日以降の死亡は救わない規定になっていた。
だから当時では救済されない状況だった。しかし
その後、支援団体の尽力により時効の請求期限の
時効が延長され、下野さんも救済対象となった。

古川和子
中皮腫・アスベスト疾患・観派と家族の会会長

堺市麻袋再生業石綿環境被害
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環境被害者との出会い

下野さんとの出会いからしばらくたった同年6月
12日、私の携帯に、女性中皮腫患者から電話がか
かってきた。「胸膜中皮腫です。すでにステージⅣ
で手術もできません」という電話の主は、当時50歳
のM子さんだった。

M子さんは大阪府立成人病センターで受診し
ていたが、最初の症状が出たのは5年前の2003年
だった。胸水の貯留で地元の堺市立病院にかかっ
ていた。その後、胸水が貯まるたびに抜くなどを繰
り返してきた。しばらくその状態が続いたあとに胸
膜生検を行い、中皮腫と確定した。2008年5月だっ
た。症状発生から5年が経過していた。すぐに大
阪府立成人病センターを紹介されたが、このときは
病状が進行していたために、治療の選択肢は限ら
れていた。M子さんの確定診断が遅くなった理由
のひとつは、「アスベスト曝露」が認識されていな
かったからだった。

私は、M子さんの希望で、アスベスト曝露の原因
を調べた。M子さんは独身で生家に高齢の母親と
暮らしていた。家業は父親の代からの「家電用品
販売店」で、店は長兄と次兄が引き継いでいる。他
に近隣に貸しガレージ等も所有している。地元に古
くから居住している一家である。
「医師から、家業の電気屋が原因かもしれないと

聞きました。もしそうであれば、哀しくて申し訳ないこ
とです。父親や兄たちが一生懸命に働いてくれた
のに、私がこんな病気になってしまって」と声を詰ま
らせたM子さん。「大丈夫、きっと他に原因があるは
ず」と励まして、長兄からも聞き取りを行った。

当然だがM子さんの職歴には何もなかった。家
業の電気店は、家庭用照明器具、炊飯器、トース
ター等が展示してある「街の電気屋さん」だ。兄た
ちの「工事」は買ってもらったエアコンの取り付けに
行く程度。家庭内曝露は考えられない。

話を聞いているうちに、妙に気になりはじめたこと
がある。それは、前述の下野さんの労災認定事業
場が1kmあまりの距離に存在していたことだ。しか
し、1kmを越しての石綿飛散を考えるには、工場の

規模が小さく、石綿入り麻袋の再生作業頻度も未
確認な状態だった。

下野さんから聞いた話を思い出しながら「他にも
あるかもしれない」と思った私は、M子さんに「ほこり
の舞うような工場はなかったですか？」と尋ねた。下
野さんのケースを説明した。すると「以前、家の裏
で同じような仕事をしていた工場がありました」との
返事。

M子さんの自宅裏にあった工場は「藤田商店」
という麻袋再生業者だった。そして、M子さんの記
憶よりも、6歳年上の長兄であるHさんの記憶はより
鮮明だった。「麻袋のほこりを叩いて、ナイフで裂い
て、必要なかたちにつくり変えていました。麻袋に目
詰まりしたほこりを取り除くために、大きな送風機が
工場の庭に設置されていた。麻袋の中身について
は、穀物もあったようで、そのときはスズメたちが散
乱している穀物を食べに来ていました。スズメが来
ないときは、石綿だったのかもしれません」と語って
くれた。M子さんの部屋にも案内してもらった。M
子さんの部屋のベランダから外を見ると、かつて存
在していた再生工場が目の前だった。
「ありがとうございます」と涙ながらに感謝するM

子さん。家業が原因で病になったのでは、と心を痛
めていたM子さんは、やっとその重荷を下ろすこと
ができたという。しかし、原因がわかったとて、治療
法が変わるわけではなく、工場が移転した工場事
業主に賠償責任を求めるにはかなり厳しい。

2人目の被害者

M子さんと出会って2か月あまり経った10月25日、
尼崎支部の集会でS子さん（56歳）と出会った。そ
して、S子さんとの出会いが、「麻袋環境被害」に確
信を持つ大きなきっかけになった。「仕事でアスベス
トを吸ったことはありません。現在は大阪市に住ん
でいますが、30歳まで堺市に住んでいました」と自
己紹介したS子さんの言葉に、私は大変動揺した。
集会の後で聞き取りを行った。S子さんの生活圏は
M子さんの近所だった。

M子さんの自宅から200mの距離に「ヘッシャン
商事」という変わった名前の事業場がある（麻布の
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ことをヘッシャンという）。麻袋再生作業を行い、ミシ
ン掛け等をしていた従業員が、中皮腫で労災認定
を受けていた。かつてM子さんは、この工場の横
の道を通って幼稚園に通っていた。M子さんは、藤
田商店とヘッシャン商事の両方の石綿を吸った可
能性がある。

ふたつの事業所からS子さんの自宅は少し離れ
ていたが、母親の身内がこの近隣にあり、毎日来て
いたという。さらに、S子さんの父親が一時期、ヘッ
シャン商事にトラック持ち込みで運送の仕事をして
いた。S子さんも、助手席に乗って同行することも
あったという。

実態解明へ

2008年12月26日、年末も押し詰まった頃に毎日
新聞の大島記者と関西センターの片岡さんたちと
ともに移転先の藤田商店を訪問した。突然の訪問
に社長は驚いていたが、いろいろと話をしてくれた。

M子さんの裏にあった藤田商店は、現社長の父
の代からの老舗だ。社長の父母が結婚するときに
母方の祖父から「暖簾分け」をしてもらった。一時
期は多数の従業員がおり、そのなかで運転手をし
ていた人が中皮腫になり、労災認定されている。仕
事を手伝っていた親族にも肺がんで亡くなった方
がいる。社長自身も数年前に呼吸器専門病院に
入院して検査したことがあるという。話の内容を推
測すると、胸膜プラークか胸膜肥厚だろう。定期的
な検診を行っていると語っていた。

社長の話はとても参考になった。藤田商店はか
つて尼崎のクボタ旧神崎工場から使用済みの麻
袋を落札して持ち帰っていた。数量は、一回の入
札で4,000枚から5,000枚だ。かつて中に入ってい
たのは白石綿と青石綿で、石綿の種類により、袋の
大きさが違っていた。青石綿入りだった麻袋の方
が単価はよかったという。

持ち帰った麻袋は、清掃作業をするために叩い
て、送風機でほこりを飛ばして、包丁で裂いて広げ
る。それを数枚ずつ縫い合わせて、一枚の大きな
麻布に作りかえる。この再生麻袋のかたちは、使用
目的により多種多様にあるそうだ。このような麻袋

再生作業は、戦前から、PP製品に切り替わる昭和
40年代後半まで行われていた。

社長の話のなかで多くの再生業者の名前が出
てきた。さらに私たちは、ヘッシャン商事の関係者で
ある高齢の男性を訪ねたら、「大阪ではたくさんの
業者がいた。主に南部方面に集中していた。全部
で90か所はあった」と教えてくれた。大阪は石綿
工場が多かったので、それに比例して麻袋再生工
場もあったのだろうか。
しかし、患者であるM子さんが2009年6月、S子さ

んも翌2010年4月に亡くなった後は、麻袋再生作業
の実態解明は頓挫していた。

繋がった被害者（西成区から堺市）

2013年11月のある日、事務所に電話がかかって
きた。相談者は開口第一声「子供の頃、実家がゴ
ロスをやっていて」という。「え？ゴロスって、麻袋で
すか？」「そう、ゴロスです。親がその仕事をやって
いて石綿肺で死にました。私たち姉妹は胸膜プ
ラークがあります。従姉妹もあります。自費で検診
を受けていますが、何とかならないのですか？」とい

堺市麻袋再生業石綿環境被害

麻袋再生工場前での写真、右隅に麻袋が写っている ： 左女性は熊

取さんの祖母、その前が熊取さん、後ろがその姉、その右が川崎さん
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う内容で、電話の主は、川崎千津代さん（当時55
歳）だった。

2013年9月5日に西成区の工場周辺住民被害
の問題が大きく報道された（2013年12月号参照）。
川崎さんは、そのときの新聞記事を切り取って持っ
ていたのだ。11月のある日、いつものように定期検
診に行くと、CT検査まで行い、高額の医療費を支
払った。そのときに、切り取って持ち歩いていた新
聞記事を思い出して電話を架けてきたという。「大
阪市のように検診費用だけでも」という川崎さんの
訴えに、片岡さんとともに聞き取り訪問し、話の内容
に驚いた。川崎千津代さん姉妹と従姉妹の熊取さ
んたち3人には、かなり明確な石灰化胸膜プラーク
所見があったからだ。労働者でもないのに何故？

使用済み麻袋が入荷すると、まずは付着してい
るゴミを取る作業をする。その後、麻袋を裂いて一
枚の布にして、再利用する物の大きさ別に裁断し
て、ミシン縫製をして仕上げる。最初は、麻袋に付
着している石綿を吸い取る作業をするために、集

塵機のところに麻袋を持っていき、集塵する。「掃除
機の原理ですよ」と彼女たちは言う。集まった石綿
は、さらに別の袋に詰めて販売していた。

この工程で幼い彼女たちは「お手伝い」をした。
集塵機の前で二人一組になり、袋の口を広げてい
た。勢いが強い集塵機の前で袋を広げることは大
変な力が必要だった。幼い子供たちには数枚が
限度だったという。その後、お駄賃をもらって近所
の駄菓子屋さんに走った。

あるときは、集塵を終えた麻袋の上で寝転がり、
飛び跳ねて遊んでいた。「まるで、乾草の上で飛ぶ
跳ねるアルプスの少女ハイジみたいでした」と回想
する。親が近くで仕事しており、機械工具などの危
険なものは何もない安全な場所だった。「麻の臭い
は父親の臭い」と語る熊取さん。父親が大好きだっ
たから、職場にも頻繁に出入りしたという。そこで嗅
ぐ麻袋の臭いは、懐かしい父親の思い出となって
いる。

堺市のある地方では、親族一同が麻袋の再生

麻袋を手に説明する熊取絹代さん（左）と川崎千津代さん（2014年4月15日の記者会見で）
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作業を行っていた。この仕事は特殊な設備も高度
な技術も必要ない。必要なものは、土地と家屋と工
業用ミシンと労働力だけだった。親族同士で、ある
いはご近所同士で仕事を分け合っていた。熊取さ
んと川崎さんたちの実家もそうだった。子育てをし
ながら家業に勤しむ…旧来の姿がそこにあった。
しかし、数十年後、熊取さんの父親と川崎さんの母
親が兄妹同士で石綿肺に苦しみながら最期を迎
えるとは、誰が想像できただろうか。

麻袋再生作業被害の報道

2014年4月15日、衝撃の記者会見が行われた。
記者会見の内容は、かつて石綿の入った麻袋が
使用後に清掃、再生されて再び流通過程で使用し
ていた。そして、その再生作業の時に発生する粉
じんを吸引して、工場の労働者や家族近隣住民を
含めて14人が石綿被害を受けていると発表した。
もちろん、M子さんとS子さんも含まれている。

記者会見の席上で「親が働いていた使用済み
麻袋の再生工場内で、積み上げられた麻袋の上
で、アルプスの少女ハイジのように飛び跳ねて遊ん
でいた。とても安全な遊び場だと思っていた」と語っ
た熊取絹代さんと川崎千津代さんの言葉に、取材
している関係者も息を呑んだ。

1950年代から1970年代までの期間、使用済み
麻袋を回収してきて、清掃・加工する作業が頻繁に
行われていた。当時麻袋は流通過程において貴
重な存在だった。石綿が輸入され、石綿製品製造
工場で使用された後の空になった麻袋は、かたち
を変えるなどして、各分野に再利用されてきた。そ
の過程で、熊取さんや川崎さん達の親も行った「ゴ
ロス屋」という仕事が成り立っていた。

健康リスク調査の実施

石綿入り麻袋再生という仕事があることを知っ
たのは、2008年5月に出会った下野さんがきっかけ
だった。その後、M子さんという中皮腫女性患者
からの相談電話があった。M子さんと出会った直
後には、S子さんという中皮腫女性患者とも知り合っ

た。この二人と出会い「もっと他にも被害者はいる」
と確信したものの、その当時はそれ以上の調査は
できなかったし、被害者の姿も見えなかった。それ
ゆえに、6年の歳月を経て再生麻袋の被害が表面
化したことは感慨深いものがある。さらに、川崎さん
が電話をかけるきっかけになったのは、大阪市西成
区の工場周辺住民被害の報道が大きく影響して
いた。

川崎さん姉妹と熊取さんたちも、多数の石灰化
胸膜プラークで苦しんでいる。彼女たちは、風邪を
ひいたら治りにくい、咳き込んだら苦しいなどと不
安を訴えている。救済の道は確立されていないが
彼女たちの熱心な訴えにより、環境省が行っている
「石綿の健康被害リスク調査」の引き続きで2014
年度からはじまる「フィージビリティ調査」に堺市も
参入することが決まった。

連綿と続く石綿被害を象徴しているようなこの事
案に、あらためて継続する事の意味を感じている。
患者と家族の会が誕生して10年経ったが、被害者
の掘り起こしはまだまだ不充分だ。この10年を振り
返ると、いまはまだ通過地点なのだと感じる。

（2014年9月22日　記）

堺市麻袋再生業石綿環境被害
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平成26年度における安全衛生業務の推進に当たって
は、従来から指示してきた事項に加え、特に下記に留意
の上、適正な業務の推進に当たられたい。

記

1		 基本的な考え方等

（1） 平成25年の労働災害の動向と直近の行政課題

ア	 死亡者数は955人（5.3％減）（平成26年1月速報値、
前年同期比（以下この（1）において同じ。））と速報値
段階で1，000人を割ったものの、依然として多くの命が
失われており、引き続き、建設業や製造業に対して重
篤な災害の防止に着目した取組を進める必要がある。

イ	 休業4日以上の死傷者数は105，747人（1.9％減）と
4年連続しての増加は避けられたものの、災害減少は
微減にとどまって21年、22年を上回る水準となる見込
みであり、全国の単年目標の5％減は達成できなかっ
た。また、第12次労働災害防止計画（以下「12次防」
という。）の重点業種別に見ると、第三次産業（1.7％
減）のうち小売業、社会福祉施設、飲食店はそれぞれ
3.6％減、3.3％増、2.2％増、陸上貨物運送事業は4年連
続の増加（前年比2.0％増）と、いずれも12次防の業種
別目標の達成に向けて厳しい状況にあり、より積極的
に実効ある取組を実施していく必要がある。

ウ	 化学物質による健康障害防止対策は、これまで全
国一律には必ずしも中長期的見通しに立った取組を
行っていなかったが、化学物質は重篤な疾病を生じう
ることを再認識し、集中的な取組を実施した印刷業の
みならず、今後は化学物質を取り扱う全ての業種に対
して計画的な取組を開始する必要がある。また、計
画的な取組に必要となる基礎資料の整備について、
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管
理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86
号）に基づく事業所から環境への排出等に関する届
出（PRTR）情報との突合を、有機溶剤中毒予防規則

（昭和47年労働省令第36号）等の特別規則の対象
物質について実施しているが、今後は、それ以外の労

働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「安衛
法」という。）第57条の2の対象物質（以下「SDS交付
義務対象物質」という。）に着手する必要がある。

エ	 東日本大震災からの復旧・復興工事等について
は、労働災害の防止等の課題に加え、様 な々問題が
社会的に注目を集める中、引き続き、安全衛生担当部
署はもとより、監督担当部署や職業安定担当部署等
労働行政が一体となって、労働行政以外の行政機関
とも連携しつつ課題に対応し、国民の要請に応えてい
く必要がある。

（2） 平成26年度における12次防推進の方向性と単年目標

平成26年度は、全国ベースでは、（1）アやイに係る労
働災害防止対策、（1）ウに係る化学物質による健康障害
防止対策をはじめ、引き続き、12次防の重点対策等を中
心に取り組むこととする。
また、平成26年の全国目標は、12次防の目標達成に向

け、死亡災害件数を対前年比3％減、休業4日以上の死
傷災害件数を対前年比4.2％減とする。
（3） 労働安全衛生法の改正について

今通常国会において、職場における化学物質管理の
強化、職場におけるメンタルヘルス対策の充実、職場にお
ける受動喫煙防止対策の充実、重大な労働災害を繰り
返す企業への厚生労働大臣による改善指示の仕組み
の創設及び電動ファン付き呼吸用保護具を新たに型式
検定の対象とすること等を内容とする労働安全衛生法
改正案を提出すべく準備を進めている。改正法の成立
後、これらの円滑な施行を期すため、別途指示するところ
により改正内容の周知徹底等を図ることとする。

2		 年間安全衛生業務計画の策定等について

平成26年度の行政運営に当たっては、全国ベースで
は、3に掲げる事項を重点対象とし、行政資源の投入を
最適化するため、都道府県労働局（以下「局」という。）
ごとに（1）から（4）までにより各重点対象間の優先順位
付けを的確に行い、局や労働基準監督署（以下「署」と
いう。）で年間安全衛生業務計画（以下「年間計画」とい
う。）を策定し、実施すること。
（1） 災害動向等の分析及び行政課題の把握による重

点対象の設定について

管内の労働災害の発生状況について、過去の動向を
はじめこれまでの取組の効果を分析し、局の重点対象を
設定するなど、局として監督担当部署と一体となった総
合的な取組方針を定めること。その際、これまでの監督
結果の分析等の情報を監督担当部署から入手し、共同
で検討するほか、専門的・技術的な指導の要否や法違
反の有無等によって監督担当部署と明確に役割分担を
行いつつ、実施すべき行政手法等も含め総合的に検討

基安発0219第5号
平成26年2月19日

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

安全衛生業務の推進について

機密性2

10年保存
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すること。加えて、局の主要な課題については、行政効果
を綿密に把握・分析すること。
（2） 平成26年（度）の目標値について

各局においては、休業4日以上の死傷災害件数につ
いて、各局の労働災害防止に関する5か年計画（以下
「推進計画」という。）で定める目標の達成に向けて、年
間の具体的な目標値を設定すること。特に平成25年の
目標を未達成の局は、1（2）の全国目標も勘案しつつ、推
進計画の目標達成に向け、適切な目標設定になるよう留
意すること。

死亡災害件数など推進計画で定めるその他の各目標
については、各局の実情に応じて設定すること。
（3） 年間計画の策定及び実施に当たっての留意事項

について

監督担当部署と共同の検討を行い、（1）の取組方針
を踏まえ、指導等の対象、実施時期、指導内容等につ
いて十分な調整を行うこと。平成25年の災害増加局等
は労働災害防止対策に重点的に業務を振り向けるなど、

（2）で定めた年間目標の達成に向け、（1）で定めた重点
対象を中心に、各分野に的確に業務量を配分すること。
個別指導や集団指導等の行政手法を的確に組み合わ
せ、個別指導の選定基準を設定するなど、局署の主体
的能力の範囲内で行政効果が最大となるよう年間計画
を策定すること。なお、前年度までの計画において未消
化の対象事業場への対応方針を検討した上で年間計
画を策定すること。

年間計画の調整に当たっては、①局での担当者ごとに
指導方針が異ならないよう、局の健康安全主務課におい
て組織的な検討の上、調整を行うこと、②調整会議での
指示どおり修正されているかを十分に確認すること等に
特に留意すること。
（4） 東日本大震災に関係する業務の考え方

東日本大震災関係業務を有する局においては、それら
の業務に対する業務量を確保しつつ、上記方針に可能
な限り留意し、年間計画の策定及び実施に努めること。

3		 重点対象における留意事項

（1） 第三次産業

第三次産業の労働災害防止対策については、「第
三次産業における労働災害防止対策の推進について」

（平成23年7月14日付け基安発0714第2号。以下「三次
産業通達」という。）に基づき、小売業、社会福祉施設及
び飲食店（優先対象事業場（約44，000））に対し、また、
災害の発生状況等各局の実情に応じその他の事業場・
業種に対し、エに示す委託事業との連携に配慮しなが
ら、引き続き、計画的に集団指導、個別指導等を実施す
ること。特に、■■■■■■■■■■■■■災害発生

事業場など安全衛生管理上問題があると考えられる事
業場等に対しては、■■■■■■■■■■■

集団指導や個別指導等の機会を捉え、安全管理者
又は安全衛生推進者の選任義務のない業種において、
安全担当者の配置と安全活動の促進を図るため、「労
働安全衛生法施行令第2条第3号の業種の事業場にお
ける安全担当者の配置等に係るガイドライン」（仮称）を
年度内に策定する予定であるので、別途配布するリーフ
レット等を活用して周知啓発を図ること。

第三次産業への指導に当たっては、三次産業通達に
基づき多店舗展開企業の本社や中核支社に対して計
画的な指導を実施するほか。例えば■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■等、効率的かつ効果的な業務の実
施に配慮すること。

その際、昨年各局から報告を受けた多店舗展開企業
に係る情報を取りまとめ、平成26年3月中に各局に情報
提供する予定であるので、当該情報を踏まえ必要に応じ
多店舗展開企業が展開している店舗を所轄する局間に
おいて、指導内容等を情報共有しつつ指導内容を相互
に整合・連動させること等により効率的・効果的に指導内
容の浸透を図ること。

上記の他、次のアからウまでのとおり業種の特性等に
応じて取り組むこと。
ア	 小売業
	 		 指導にあたっては、三次産業通達3.（1）イに掲げる
事項に留意し、特に件数が多く増加の著しい転倒災
害や切れ・こすれ災害の防止及び食品加工用機械対
策を進めること。この際、労働災害の防止は経営や業
務の合理化・効率化にも繋がることを伝えることも重要
であること。

イ	 社会福祉施設等
	 		 指導に当たっては、「職場における腰痛予防対策
指針」（平成25年6月18日基発0618第1号）に関する
リーフレットも活用するほか、三次産業通達の記の
3.（2）イに掲げる事項に留意し、施設型・訪問型など作
業ごとの特性も踏まえつつ、特に転倒災害や腰痛の防
止を図ること。なお、監督担当部暑と連携し、対象事業
場を的確に把握すること。

	 		 また、社会福祉事業の許可権限を有している都道
府県等に対して労働災害発生状況の情報を提供し
て危機感を共有するとともに、都道府県等が社会福祉
施設や医療機関を対象とした説明会を実施する場合
は、講師を派遣し安全衛生対策について説明するな
ど、都道府県等と連携を密にすること。

	 		 なお、業界団体に安全衛生対策の働きかけを行う

労働安全衛生関係通達
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等、団体との連携・協働を図る際には、介護労働者を取
り組むべき特定分野としている監督担当部署とも十分
に連携すること。その際、本省で定めた12次防の社会
福祉施設の災害減少の目標は、大幅な雇用者増を見
込んでの数値であり、雇用者数増の影響を排除した場
合には25％以上の減少に相当する水準であるため、既
に指示しているとおり、各局の目標を社会福祉団体に取
組を働きかける際には雇用者あたりの災害発生件数の
目標減少率を併せて示すなど、的確な説明を行うこと。

ウ	 飲食店
	 		 本省から昨年提供した自主点検の結果を受けて、自
主点検に未回答の事業場、4S活動やKY活動に取り組
んでいない事業場等に対して集団指導を行うこと。

	 		 指導に当たっては、三次産業通達の記の3.（3）アか
らキの点に留意し、特に転倒災害、切れ・こすれ災害
や高温・低温の物との接触災害の防止及び食品加工
用機械対策を進めること。

エ	 委託事業との連携等
	 		 平成25年度から開始した委託事業「第三次産業労
働災害防止対策支援事業」については、平成26年度
は小売業と飲食店を対象として、行政による集団指導
等の後に更なる対策の向上を希望する事業場等（小売
業400事業場、飲食店300事業場）に対して、「見える」
化の推進等に関する専門家による個別コンサルティン
グを実施するとともに、社会福祉施設と医療保健業（病
院や診療所等）を対象とした腰痛予防に関する研修会

（それぞれ全国47箇所）を実施する予定である。つい
ては、局暑による指導対象事業場の選定等に当たって、
同事業との的確な連携と分担がなされるよう留意すると
ともに、本省から別途示すところにより、同事業の周知や
対象事業場等の選定等必要な協力を行うこと。

（2） 陸上貨物運送事業

陸上貨物運送事業については、4年連続で災害が増
加中であり、経済情勢の好転に伴う物流量の増加が予
想されることから、陸運支局等とも連携し、災害発生事業
場等の安全衛生管理上特に問題が認められる陸運事
業場等に対して、引き続き、「陸上貨物運送事業における
荷役作業の安全対策ガイドライン」（平成25年3月25日付
け基発0325第l号。以下「荷役ガイドライン」という。）によ
る対策が講じられるよう、集団指導、個別指導等を実施
すること。
また、反復定例的に荷役作業が行われる事業場（荷

主等）に対し、注文者が注文先の労働者への注意義務
等を負うとした裁判例等を必要に応じて紹介しつつ、集
団指導等を実施するほか、（4）エ等により、個別指導の
機会を捉え、荷主等としての対策の必要性を説明する
等、荷役ガイドラインに基づく対策を普及徹底すること。

なお、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」
（いわゆる「モデル契約書」。以下「書面化ガイドライン」
という。）が平成26年1月に国土交通省から示され、陸運
支局等で周知を行うこととされたところであり、陸運支局
等から書面化ガイドラインの荷主等への周知について協
力要請があった場合には、可能な範囲で協力すること。
また、本省では、平成25年度と同様に荷役ガイドライン

に関する研修会や専門家による個別コンサルティングを
委託事業で実施する予定であるので、署の指導対象事
業場の選定に当たって、これらの事業場との的確な分担
がなされるよう留意すること。なお、当該事業の受託者か
ら協力依頼があった場合には、対象事業場の選定等に
ついて可能な範囲で協力すること。
（3） 建設業

ア	 建設工事関係者連絡会議の設置
	 		 平成25年12月のいわゆる国土強靭化基本法の成
立や、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向
けた各種建設工事の開始に伴い、全国的に人材不足
が深刻になり、人材の質の維持や現場管理に支障を
来すことが懸念されることから、別途指示するところによ
り、既存の発注機関連絡会議に建設関係団体等を加
えて拡大した建設工事関係者連絡会議を設置するこ
と。同会議においては、安全衛生に配慮した発注の促
進、統括安全衛生管理の徹底のための相互パトロール
の実施、新規参入者教育、建設工事に従事する労働
者に対する安全衛生教育（建設従事者教育）等の促
進を協議し、合意したものから実行に移していくこと。

	 		 併せて、今後策定予定の「斜面崩壊による労働災
害の防止対策に関するガイドライン」（仮称）（以下「斜
面崩壊労災防止ガイドライン」という。）で定められた各
関係者の講ずる各種措置の実施についても協議し、
取組を進めること。

	 		 なお、建設業の職長等の指導力を向上させるため、
委託事業により、建設業の職長等を対象に指導力向
上教育研修会（全国約114回）を開催する予定である
ので、同事業の周知についても協力を要請すること。

イ	 墜落・転落災害防止対策
	 		 足場からの墜落・転落災害について、労働安全衛生
規則（昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」とい
う。）に基づく墜落防止措置が不十分であったものが依
然として全体の約9割を占めていることから、個別指導、
実地調査等の際には、足場の組立て等作業主任者を
選任し、所定の職務を行わせる等、安衛則の遵守の徹
底を図ること。また、十分な敷地を確保できる場合は一
側足場ではなく本足場を設置するよう指導するとともに、
「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」
（平成24年2月9日付け基安発0209第2号）に基づき、個
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別指導や実地調査等の際はもとより、計画届受付時等
を利用し、手すり先行工法等「より安全な措置」や墜落
時に労働者の救出に時間を要する場所でのハーネス
型安全帯の使用の普及を図ること。なお、本省の委託
事業により引き続き専門家による個別事業場への「より
安全な措置」の実施に係る診断・指導を行う予定である
ので、署による指導対象事業場の選定等に当たって、同
事業との的確な分担がなされるよう留意すること。

	 		 屋根改修工事や太陽光パネル取付工事等におい
て足場の設置が困難な場合には、本省作成テキストを
活用する等して、安全帯の適切な取付設備を設置し、
安全帯の使用を徹底するよう指導すること。また、足場
の設置の困難な屋根上での改修等の作業について
は、取付設備の位置が低いため墜落時の衝撃が大き
いことから、ショックアブソーバー付きハーネス型安全帯
の使用を勧奨すること。

ウ	 ずい道等建設工事における災害防止対策
	 		 ずい道等建設工事については、計画届受理時や
個別指導等の際に、可燃性ガス対策、軌道装置の逸
走対策、異常出水対策、地山の点検とその結果に応
じた措置内容及び救護体制等の状況を確認するこ
と。特に、水底下のシールドトンネル施工については、
平成24年8月に本省から通知した留意事項（原因究
明後は本省通達で示す留意事項）を確認すること。

エ	 鉄骨切断機等による災害の防止対策
	 		 鉄骨切断機等に関する改正安衛則に基づく措置
の徹底を指導するとともに、一定の者に対して設けら
れた平成26年6月末までの猶予措置については、猶予
措置期限直前に技能特例講習の受講者が集中しな
いよう計画的な受講を指導すること。

（4） 製造業

次のアからエまでに取り組むほか、製造業に対する集
団指導や個別指導については、局署の必要に応じて、中
央労働災害防止協会の補助事業である「製造業に対す
る特別労働災害防止対策」との分担に留意するなど、効
率的に実施すること。
ア	 爆発火災災害防止対策
	 		 コンビナートにおける化学設備の非定常作業中に5
名が死亡する重大災害が発生したことを踏まえ、関係
省庁と合同で石油コンビナート災害防止対策に係る連
絡会議を立ち上げる予定である。同会議のとりまとめを
踏まえ、コンビナート立地局等においては、4月メドで指示
するところにより、コンビナート等防災本部を通じて関係
行政機関との連携を強化するとともに、石油コンビナート
等特別防災区域協議会の場を活用した集団指導など
により、非定常作業におけるリスクアセスメント等の必要
な安全対策の周知徹底を図ること。併せて、平成26年

度第1四半期に「化学工業等における爆発火災等の防
止のための防止のための監督指導について」（昭和51
年8月18日基発第591号）が改正される予定であるので、
上記取組により徹底する安全対策の内容との連携にも
留意しつつ、■■■■■■■■監督担当部署と連携
し、必要に応じた個別指導等を実施すること。

イ	 食品加工用機械対策
	 		 食品加工用機械については、昨年10月に、その労働
災害，防止対策を義務づける改正安衛則が施行され
て問もないことから、引き続き、その周知徹底を図ること。

ウ	 機械譲渡時等における機械危険情報の提供の促
進

	 		 機械譲渡時等における機械危険情報の提供の努
力義務については、機械メーカ一等に広く普及するま
でには至らていないため、引き続き、機械危険情報の
提供は顧客たるユーザーが機械の設置時のリスクア
セスメントの実施のための基礎的情報となるものであ
る旨を説明しつつ、周知、普及を図ること。

エ	 荷主等としての荷役災害防止対策の指導
	 		 陸上貨物運送事業における労働災害が4年連続
で増加していること等に鑑み、製造業事業場に対する
個別指導の機会を捉え、荷役ガイドラインのリーフレット
を配布し、荷主等としての対策の必要性を説明すると
ともに、原則として荷役場所を確認し、必要な指導を行
うこと。

（5） 化学物質による健康障害防止対策

「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方
針について」（平成26年2月17日付け基発0217第7号）及
び「労働衛生対策における監督指導等に当たって留意
すべき事項について」（平成26年2月17日付け基発0217
第8号。以下「衛生留意通達」という。）に基づく対策のほ
か、次の各事項に留意の上、監督担当部署及び労災補
償担当部署と連携し、下記ア（ア）で把握した事業場に
対する個別指導、集団指導等を適切に実施すること。な
お、下記イの新たな規制対象物質取扱事業場も含め、新
たな対象事業場を把握した場合には、監督担当部署と
情報共有の上、指導対象に随時追加すること。
ア	 衛生留意通達の中長期計画に基づく対策の推進

（ア）	化学物質取扱事業場リストの整備
	 		 平成26年度は各局が衛生留意通達に基づき策定
する中長期計画の初年度であり、管内の化学物質取
扱事業場の把握を進め、基礎資料の整備を行うこと。
その際、化学物質に係る中毒・健康障害による労災請
求事案等については、労災補償担当部署から確実に
情報を入手すること。

（イ）	がん原性指針の対象物質取扱事業場への対応
	 		 「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚

労働安全衛生関係通達
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生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止
するための指針」（がん原性指針）の周知徹底を図る
ため、関係事業者団体への集団指導、取扱事業場へ
の個別指導等を通じてパンフレットを配布する等により、
事業者の同指針の対象物質への認識を高めること。

（ウ）	SDS交付義務対象物質等の譲渡提供・取扱事業
場への対応

	 		 危険有害性を有する全ての化学物質を譲渡する
際のSDSの交付等は、12次防の目標として重点として
いるところであるが、SDS交付義務対象物質はもとよ
り、その他の物質が努力義務化されてから未だ2年で
あることからも、引き続き、集団指導や個別指導等の機
会を捉え、化学物質の製造・輸入事業者等に対しては
譲渡提供時のSDSの交付等を、また、化学物質の取
扱事業者等に対してはSDSの入手とリスクアセスメント
とそれに基づく措置の実施を徹底すること。特にSDS
交付義務対象物質（ただし、特別規則対象物質は、
有機溶剤の屋外作業など規則の適用がない場合に
限る。）については、リスクアセスメントの実施の義務化
が検討されていることを念頭に置いて、中長期計画の
初年度は対象事業場の把握を中心に重点的に取り組
むこと。なお、SDS交付義務対象物質の取扱事業場
を把握した場合には、別途指示するとおり、自由設定
コードを活用した労働基準行政システム（以下「システ
ム」という。）への入力を行うこと。

イ	 新たな規制対象物質の取扱事業場への指導
	 		 「平成24年度ばく露実態調査対象物質に係るリス
ク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の
徹底について」（平成26年1月29日付け基安発0129第
1号。以下「リスク評価物質通達」とし、う。）の記1及び3
のジメチル2，2ジクロロピニルホスフェイト（別名DDVP）
及び発がんのおそれのあるジクロロメタンなど10種の
有機溶剤については、■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■集団指導等により周知徹底を図る
とともに、リスク評価物質通達の記1に基づく作業記録
の作成や健診結果等の記録の保存の延長を、リーフ
レットを活用し積極的に働きかけること。

	 		 なお、これらの物質については、平成26年度の第3
四半期の施行を目指して、特定化学物質とする改正を
予定していることから、改正政省令の公布後に改正内
容の周知を行うこと。さらに、発がんのおそれのある有
機溶剤10物質について、当該改正法令の施行前に取
り扱い事業場を把握した場合には、別途指示するとお
り、特定化学物質取扱業務の仮コードを活用した入力
を行うこと。なお、平成26年度中に法令改正に伴いシ
ステムを改修し、当該入力データの正式コードへの移
行を行う予定であるので了知されたい。

（6） メンタルヘルス対策

引き続き「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進に
ついて」（平成21年3月26日付け基発第0326002号）等に
基づき、監督担当部署や労災補償担当部署と連携し、
業種別・事業場規模別の災害発生率や取組状況等を
勘案しつつ、計画的にメンタルヘルス対策に関する個別
指導等を行うこと。特に、取組状況の勘案に関して、例え
ば管内において大規模事業場でメンタルヘルス対策の
普及が進んでいる場合には、波及効果に関わらず中小
規模事業場にシフトしでも差し支えないこと。また、長時
間労働は、メンタルヘルス不調の原因になるため、監督担
当部署との的確な役割分担の下、過重労働が疑われる
事業場に対する個別指導を積極的に行うこと。

一方、メンタルヘルスを主眼とするか否かに関わらず、個
別指導の際は、少なくとも、メンタルヘルス対策の実施の有
無は確認し、取組を全く行っていない場合は、パンフレット等
を手交し、取組の意義や必要性について説明すること。

現行3事業（（11）の3事業をいう。）を承継する産業保
健総合支援センター（仮称。以下同じ）やその地域窓口
では、引き続き、メンタルヘルスに関する中小規模事業場
への訪問支援、産業保健スタッフへの研修・相談対応、
小規模事業場の労働者や事業者への相談対応などを
無料で行う予定であるので、これら個別指導や集団指
導、各種会議等の機会を捉え、その利用を積極的に勧
奨するとともに、訪問支援の希望があった場合は同セン
ターへの連絡を行うこと。また、働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト「こころの耳」の利用を勧奨すること。

さらに、精神障害の労災補償状況において「（ひどい）
嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」の件数は増加傾
向にあり、平成24年度においては、具体的な出来事別の支
給決定件数のうち2番目に多い類型となるなど、メンタルヘ
ルス対策においては、職場のパワーハラスメント対策の推
進を図ることが重要となってきている。このため、メンタルヘ
ルス対策に係る個別指導、集団指導等においては、「職場
のパワーハラスメント対策の推進について」（平成24年9月
10日付け地発0910第5号、基発0910第3号）に基づき、リー
フレットやパワーハラスメント対策の好事例集、ポータルサイト
「あかるい職場応援団」等を活用して、確実にパワーハラ
スメント対策の必要性について説明を行うなど、職場のパ
ワーハラスメントの予防・解決に関する周知を図ること。
（7） 過重労働による健康障害防止対策

過重労働による健康障害を防止するためには、時間
外・休日労働の削減はもとより、長時聞にわたる労働を
行った労働者に対する適切な健康管理が極めて重要で
らある。まずは長時間労働が排除されることが重要であ
るが、11月の「過重労働解消キャンベーン（仮称）」に係
る必要に応じた連携を含めて監督担当部署等とも連携
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を図りつつ、全国労働衛生週間等の機会を活用した集
団指導等により、長時間労働を行わせた場合における面
接指導実施の必要性等について指導を行うこと。

過重労働を主眼とするか否かに関わらず、個別指導
を行った際には、長時間労働者に対する面接指導につ
いて、事業場内において時間外・休日労働時聞が月100
時間を超える者などの制度の対象者の把握や、面接指
導の申し出の労働者への案内が適切に行われているか
確認し、必要な指導を行うこと。

併せて、小規模事業場に対しては、産業保健総合支援
センターにおいて、引き続き平成26年度も無料で面接指導
を実施する予定であるので、利用するよう指導すること。
（8） 石綿による健康障害防止対策

ア	 建築物の解体時等における石綿ばく露防止対策
（ア）	改正石綿障害予防則の周知徹底
	 		 石綿等の除去作業時の集じん・排気装置の点検
の義務化等のため、石綿障害予防規則（平成17年厚
生労働省令第21号）等を改正し、6月1日に施行するこ
とを予定しているので、別途指示するところにより、第1
四半期中に本改正内容の周知を行うこと。その際、同
改正は大気汚染防止法（昭和43年法律第97号。以下
「大防法」という。）の改正と同時期に行われ、一部同
様の措置が義務づけられるものであるので、届出情報
の共有に限らず、双方の改正内容の周知や施行等に
おいて地方自治体の大気保全主管部局との密な連
携が図られるよう第1四半期中に必要な協議を行うこ
と。併せて、地方自治体の建設主管部局による解体
工事業者に対する説明会の機会を活用するよう努め
ること。なお、改正大防法の施行に向けて、環境省が
地方自治体に対し、局との連携強化について別途通
知する予定である旨申し添える。

	 		 また、平成26年第1四半期を目処に委託事業により
隔離措置された空聞からの漏えい防止対策等の講
習会（全国54回（各都道府県1回（ブロックの主要都市
は2回）））を行う予定としているので、追つて指示すると
ころにより同講習会開催の周知等を行うこと。

（イ）	石綿漏えい事案等への対応
	 		 建築物の解体時に事前調査が未実施の事案、事前
調査が不十分な事案、措置が不十分であることによる
石綿粉じんの漏えい事案が跡を絶たないことから、引き
続き「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ば
く露防止に関する技術上の指針」（平成24年5月9日付
け技術上の指針公示第19号）及び「石綿ばく露防止
対策等の推進について」（平成17年7月28日付け基発
第0728008号。以下「石綿基本通達」という。）等に基づ
き、次の①から④までの事項に留意の上、取り組むこと。

	 ①		 署への届出を要しない建築物の解体工事（レベ

ル3）において湿潤化せず破砕等を行う等の不適切
な事案が見られるため、こうした現場も含め、石綿基
本通達の記の第2の1の（1）のほか、平成24年10月
25日付け基安化発1025第3号記の2（3）により、石綿
の有無にかかわらずすべての解体現場で防塵マス
ク等を着用するよう指導すること。

	 ②		 ①において無届事案等の悪質な事例を把握し
た場合は、監督担当部暑と連携の上で速やかに適
切な対応を図ること。

	 ③		 石綿基本通達に基づき、発注者会議や民間工
事の発注者を対象として含む集団指導等の機会を
捉えて、東日本大震災アスベスト対策合同会議にお
ける専門家の意見として平成24年度に本省から情
報提供した留意事項等を含め、発注者への要請を
引き続き行うこと。

	 ④		 再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防
止等のパトロールは、国土交通省と環境省■■■
■■■の実施を自治体に働きかけているので、引き
続き、主体的能力の範囲内で参画すること。

イ	 石綿の輸入禁止の徹底等
	 		 「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は
使用の禁止の徹底について」（平成23年1月27日付け
基安発0127第1号）により、個別指導や集団指導等の
機会を捉えて、パンフレットの配布により、輸入者に対
し、輸出者から石綿を含有していないことを証する書
面や製品の分析結果を求めるよう指導すること。

（9） 職業性疾病の対策

ア	 熱中症予防対策
	 		 本省において、平成25年の熱中症による死亡災害
の発生状況等を分析の上、平成26年5月をメドに概要
を公表するとともに同年の重点対策を指示する予定
であるので、平成25年の熱中症事案の迅速な確定報
告を行うとともに、対象事業場に対し必要な集団指導・
個別指導を実施すること。

イ	 じん肺予防対策
	 		 本省策定の第8次粉じん障害防止総合対策を踏ま
え各局が定めた重点事項等に基づき、監督担当部署
と連携し、指導等を実施すること。特に粉じん作業が
重点対象である局は、基礎資料の整備や対象事業場
の把握を徹底すること。なお、平成26年夏メドで、屋外
における岩石等の研磨、ばり取り作業時の呼吸用保
護具の着用の義務付け等を内容とする粉じん障害防
止規則の改正が予定されているため、管内への周知
等、必要な対応を行うこと。

	 		 技術的な援助を必要とする指導にあたっては粉じ
ん対策指導委員も積極的に活用すること。また、健康
管理手帳制度について、手帳所持者の通院時の負担
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を軽減し、健康診断事業が円滑に実施されるよう、健
康診断事業委託医療機関の確保に努めること。

（10） 受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策については、引き続き、事業場の自
主的な取組を促進すること。
また、昨年に助成率の引上げと対象業種の拡大を

行った助成金や、相談支援等の各種支援事業の利用
促進を図るため、引き続き、関係業界や地方自治体の説
明会、署での各種届出の受付等の機会を活用して積極
的に周知すること。助成金については、あわせて、本省
ホームページ等で公表している申請方法のQ&Aや必要
書類の記載要領を案内すること。
さらに、委託事業により、教育啓発の一環として経営

者、人事、安全衛生担当者等を対象とした説明会（計200
回弱）を予定しているので、各局の取組とも連携の上、講
師派遣について要請があった場合は協力する等、効果
的に受動喫煙防止対策の推進を図ること。
（11） 事業場の産業保健活動への効果的な支援

事業場における産業保健活動への効果的な支援を促
進するため、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス
対策支援事業、地域産業保健事業の3つを一元化し、平
成26年度から独立行政法人労働者健康福祉機構（以下
「機構」という。）を実施主体としで、各都道府県に置く産
業保健総合支援センターとその地域窓口を拠点に、新た
に産業保健活動総合支援事業を実施する予定である。
このため、別途指示するところにより、個別指導や集団指
導、各種会議等の機会を捉えて、事業者や関係団体等に
対して事業の積極的な周知を図るとともに、産業保健活
動に係る取り組み方がわからない小規模事業場等を把握
した際には、当該事業場の支援要望に応じて産業保健
総合支援セン夕ーに取り次ぐほか、新事業の円滑な実施
を図るため、機構の開催する事業運営に関する会議に参
画する等、都道府県医師会等関係者と連携を図ること。
また、平成25年度から、厚生労働大臣の下に「健康づ

くり推進本部」を設置し、健康づくり全般を総合的に推進
する一環として、全国労働衛生週間準備期間に併せ、9月
を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけたところ
であるが、労働者の健康確保の推進のため、平成26年度
においても、同様の取組を行う予定であり、別途指示する
ところにより、集団指導や会議等の機会を捉え、当該期間
中、健康診断とその事後措置等の徹底を図ること。

加えて、前記強化月間中に限らず、高齢者の医療の確
保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づく事業
者から医療保険者への健康診断結果の情報提供に関
する義務の周知を図ること。

さらに、引き続き地域・職域連携推進事業を効果的に
活用することにより、産業保健の一層の推進を図ること。

（12） 自主的な安全衛生活動の促進

自主的な安全衛生活動を促進するため、リスクアセス
メントや見える化など、事業場の実情に応じた対策の実
施を積極的に指導すること。その際、創意工夫した効果
的な取組みの事例として「見える」安全活動コンクーノレ
の優良事例を活用し、また、「職場のあんぜんサイト」を積
極的に周知すること。
また、リスクアセスメントの普及定着のため、引き続き委

託事業や労働災害防止団体、業界団体等による自主的
取組を基本としつつも、行政が旗振り役を果たし、局署幹
部が参加する会議や講演などあらゆる機会を捉えて、リ
スクアセスメントの重要性を積極的に発信すること。

4		 東日本大震災に関連する安全衛生対策

（1） 東電福島第一原発及び他の原子力施設における

放射線障害防止対策の徹底

東電福島第一原発での廃止措置等に向けた作業を
行う労働者の放射線障害防止については、監督担当部
署と連携しつつ、放射線作業届の審査や個別指導等に
より、東京電力及び元方事業者に対し、被ばく線量の低
減措置等を徹底すること。

特に、平成23年3月11日以降に東電福島第一原発に
おいて緊急作業に従事した労働者（以下「緊急作業従
事者」という。）を放射線業務等に従事させる事業者（当
該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む。）に
ついては、一定以上の被ばく線量を超える場合、事業者
が「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作
業従事者等の健康の保持増進のための指針」（平成
23年10月11日付け健康保持増進のための指針公示第5
号）に基づくがん検診等を実施するよう指導を行うこと。
また、東電福島第一原発における事故の教訓等を踏

まえ、「原子力施設における放射線業務に係る安全衛生
管理対策の強化について」（平成24年8月10日付け基発
0810第1号）に基づき、監督担当部暑と連携しつつ、原子
力施設における放射線業務に係る安全衛生管理対策
の徹底を図ること。

特に、原子力施設等から半年ごとに提出される自主
点検結果については、依然として「未実施」の事項がみ
られる施設もあることから、「実施済み」となっている事項
の実施状況を立入等によって確認するとともに、「実施予
定」または「未実施」の事項について、事業者から遅延
の理由を聴取し、可能な限り早急に実施させるため個別
指導を行うこと。
（2） 除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄

物等の処分の業務に従事する者の放射線障害防止

対策の徹底

除染等業務又は特定線量下業務に従事する労働者
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の放射線障害防止については、「除染等業務における
安全衛生対策の推進について」に基づき、関係法令・ガ
イドラインに定める放射線障害防止のための措置が適
切に実施されるよう、監督担当部暑と連携しつつ、当該
業務を行う事業者に対する個別指導等を徹底すること。
その際、被ばく線量の測定、記録及び労働者への被ばく
実効線量の通知の徹底に特に留意すること。
また、事故由来廃棄物等の処分の業務における労働

者の放射線障害の防止については、改正電離放射線
障害防止規則及び「事故由来廃棄物等処分業務に従
事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」

（平成25年4月12日付け基発0412第2号）に基づき、監
督担当部署と連携し、必要な指導等を行うこと。
さらに、除染等業務及び事故由来廃棄物等処分業

務に従事する労働者の被ばく線量の一元的管理につい
て、昨年12月26日に改正したガイドライン等により、関係事
業者に対し、必要な指導等を行うこと。
（3） 復旧・復興工事災害防止対策の徹底

地方自治体及び国の出先機関の発注情報により復
旧・復興工事の情報を把握し、監督担当部署と情報共有
する等連携しながら、工事の進捗状況に応じて、除染工
事、生活基盤の復旧工事、建築物等の解体工事等につ
いて、集団指導、パトロール、個別指導等を組み合わせる
ことにより引き続き効果的・効率的な指導を実施すること。

建築工事については、今後、木造家屋建築工事の増
加や、災害公営住宅の建築工事の本格化が見込まれる
地域もあることから、建築確認申請を受け付ける市町村、
東日本大震災復旧復興工事労災防止支援センター、木
造家屋等低層住宅建築工事安全対策協議会等と連携
を図りつつ、必要な指導等を行うこと。

なお、指導等の実施に当たっては下記の点に留意す
ること。
ア	 除染工事、道路、上下水道等生活基盤の復旧工
事等における災害防止

	 		 本格化している除染工事や生活基盤の復旧工事
等に対する指導に当たっては、特に、重機による災害、
墜落・転落災害、土砂崩壊災害等重篤な災害につな
がりやすい労働災害の防止を図ること。このうち道路
復旧工事等については斜面崩壊労災防止ガイドライ
ンで定められた各種措置の実施について、建設工事
関係者連絡会議や「東日本大震災復旧・復興工事関
係者連絡会議」等の場を活用し、関係発注機関等の
取組を促進すること。

	 		 また、復旧・復興工事等における上下水道やガス、
電気等のインフラ整備に伴う小規模な溝掘削工事に
おいて土砂崩壊災害が発生していることから、引き続
き、関係発注機関等に対して「土止め先行工法」の更

なる普及に努めるよう働きかけること。
イ	 連絡会議の開催
	 		 「東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議
及び工事エリア別協議組織の設置について」（平成
23年10月21日付け基安発1021第2号）に基づき、エリア
別協議組織の円滑な運営に資するよう、復旧・復興工
事の進捗状況に応じ、適切な時期に県単位の連絡会
議を開催すること。

ウ	 新規参入者等に対する安全衛生教育の徹底
	 		 復旧・復興工事には、引き続き、建設業で初めて就
業する者が増加していること、他地域からの技能労働
者等が被災地域に集まっていること等から、個別指導
等の機会を捉えて新規参入者に対する安全衛生教
育が確実に実施されるよう指導するとともに、委託事業
で実施する建設業の職長等に対する指導力向上教
育研修会への参加を積極的に勧奨すること。

5		 重点対象以外の業種・事項における留意事項

（1） 登録製造時等検査機関によるボイラ一等の製造

時等検査の実施の調整

登録機関による製造時等検査が実施できるようになっ
た都道府県労働局については、引き続き、本省より時間
的余裕をもって情報提供を行うので、登録機関及び管内
のボイラー等のメーカーと必要な調整を行うこと。
（2） 登録教習機関等に対する監査指導及び登録更新

事務の実施

登録教習機関、検査業者等に対する監査指導の結
果、行政処分を行った事案は、平成25年で6件であり、引
き続き、必要に応じて、管内の登録機関・業者に対して注
意喚起等を行うとともに、引き続き計画的に監査指導を行
うこと。なお、行政処分を行う際に疑義がある場合は、具
体的事案をもって本省に照会すること。

登録教習機関の中に、登録の更新手続を失念し、実
施された講習が無効となる事案が見受けられたことか
ら、登録教習機関登録簿を原則として毎月確認し、登録
の有効期聞が切れる機関に対して注意喚起を行う等、
更新事務に計画的に取り組むこと。
（3） 交通労働災害防止対策

近年、ほとんど減少の見られない交通労働災害の防
止については、陸連事業場や道路旅客運送業が年間8
千件の休業4日以上の死傷災害のうち約4分の1を占め
ることから、当該業種の事業場に対し、引き続き、交通労
働災害防止連絡協議会等を通じて、「交通労働災害防
止のためのガイドライン」（平成25年5月28日。以下「交通
ガイドライン」という。）に基づく対策の実施を引き続き徹
底すること。また、これら業種以外で交通労働災害の発
生件数が多い小売業、通信業、建設業、保健衛生業等
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についても、集団指導や個別指導の機会をとらえ、パンフ
レットの配布を通じて交通ガイドラインの周知を図ること。
（4） 林業における労働災害防止対策

車両系木材伐出機械に関する改正安衛則（6月施
行）の周知徹底を図ること。その際、本年12月に適用され
る特別教育、当該機械の構造等に係る経過措置は別途
指示するところにより対応すること。
（5） 高気圧作業における安全衛生対策

減圧表の見直しを主たる内容とする高気圧作業安全
衛生規則（昭和47年労働省令40号）の改正等を予定し
ていることから、改正規則の公布後に、必要な集団指導
を行い、周知徹底等を図ること。
（6） 酸素欠乏症等の防止対策

酸素欠乏症又は硫化水素中毒（以下「酸素欠乏症等」
という。）については、酸素欠乏症等の危険性の認識が
薄いことが一因と思われる災害が発生していることから、
労働安全衛生法施行令別表第6の酸素欠乏危険場所
のみならず、安衛則第585条第1項第4号の場所において
も、別途示すところにより、酸素欠乏症等の防止対策を講
じるよう関係事業場に周知を図ること。
（7） 産業用ロボットの規制lの見直しに伴う周知

平成25年6月14日に閣議決定された規制改革実施計
画及び近年の技術革新を踏まえ、人と産業用ロボットの
協働作業に係る安全基準を「産業用ロボットに係る労働
安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正につ
いて」（平成25年12月24日付け基発1224第2号）等により
示したので、リーフレットを活用し、関係事業場に対して必
要な周知を図ること。
（8） リスクアセスメントの委託事業の円滑な実施

平成25年度に引き続き委託事業として中小規模事業
場に対するリスクアセスメントに関する研修を実施する予
定であるので、本省から別途示すところにより、リーフレット
等を活用して、リスクアセスメント等の必要性やリスク見積
支援ツールによる簡易な方法を説明し、中小規模事業場
の事業主団体等を選定する等、必要な支援を行うこと。

6			 12次防におけるその他の重点施策の推進について

3から5等の施策の推進に当たっては、次の事項にも留
意して効率的・効果的にその推進を図ること。
（1） 労働災害防止団体、業界団体等との連携・協働

行政運営のノウハウの共有や広域展開企業への指
導における連携など、近隣局を始め、他局との連携に努
めること。

業界団体に対して要請を行う場合には団体及び参加
企業の取組を報告するよう求めるなど、効率的・効果的
に法令の遵守徹底や自主的活動の促進を図ること。

労働災害防止団体、都道府県・地区労働基準協会（連

合会）、都道府県社会保険労務士連合会、地方自治体、労
働行政以外の地方支分部局との連携・協働に努めること。
（2） 社会、企業、労働者の安全 ・ 健康に対する意識変

革の促進

業界や企業の安全衛生水準を可視化し、優良な取組
を推奨し、社会的評価を受けられるような環境を醸成す
るよう努めること。

なお、「今後の労働安全衛生対策について」（平成25
年12月24日付け労働政策審議会建議）（以下「労政審
建議」という。）を受け、平成26年度から、優良企業の評
価事業（仮称）を行う予定であるので、別途指示するとこ
ろにより対応すること。
（3） 発注者、製造者、施設等の管理者による取組強化

事業者だけでは十分な災害防止対策を講じることが
難しいものについて、発注者、施設等の管理者等への取
組に努めること。

なお、欠陥のある機械等の回収・改善に関して、労政
審建議を受け、「機械、設備等の安全衛生の確保につい
て」（昭和46年2月20日付け基発第128号）を平成26年度
中メドに改正する予定であること。

7		 的確な業務の推進について

（1） 基礎資料の整備等について

危険機械の情報や有害業務等に関する基礎資料の
整備については、原則として安全衛生担当部署を主担当
部箸とし、監督担当部署と連携して確実に対応すること。

入手した情報については、引き続き、システムの事業場
基本情報に適切に登録すること。
また、安全衛生指導復命書の決裁時には、引き続き、シ

ステムの危険機械・有害業務情報に係る帳票を打ち出し
て添付することとし、署管理者はその登録状況を確実に
確認すること。なお、類似形態の店舗を多く展開する企
業への指導を効果的に行う観点から、他署における指
導状況等も必要に応じて把握できるよう、監督担当部署
と必要な連携を図り、企業全体情報の関連付け登録に
ついても行うこと。

さらに、引き続き、情報の収集方法、情報の精度に応じ
た取扱方法等について、監督担当部署と連携しつつ、必
要な検討を加えること。
（2） 行政指導や法令の施行事務の適切な実施について

安全衛生業務は、既に示しているとおり、労働安全衛
生関係法令に基づく検査や届出の受理等の各種手続
きを適正かっ円滑に施行するとともに、主として技術的観
点から法令事項及び事業場の実情に適った自主的安
全衛生活動の指導及び援助を行うことにより、事業場の
安全衛生水準の向上を図ることを目的としている。

ガイドライン等の法令を上回る取組については、危険・
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有害作業の種類、安全衛生管理体制、安全衛生に関す
る知識・経験・能力、現在の安全衛生水準、経営体力・意
欲など事業場の実情を勘案した上で、その事業場に適
切な内容・時期（期限）により、積極的に指導を行うこと。
特に労働災害の発生直後は、事業主も同種災害の再発
防止対策の必要性を強く認識しており、例えばガイドライ
ンに基づく対策について、単なる周知等にとどまることな
く、書面でその実施を指導するなど、事業場の実情を踏
まえた上で効果的に指導を行うこと。

他方、法令については、公正かつ斉一的に施行するこ
と。
（3） 事案管理について

既に指示しているところにより災害調査の処理経過簿
を適切に調製するほか、健康管理手帳や計画届の審査
などその処理に一定期間を要するもの等は、管理者間
で役割分担するなどにより、適切な管理を行う体制を整
え、適切な事案管理を行うこと。また、管理者は、体制の
手薄な場合、新規業務に着任したばかりの職員、特殊な
業務などを特に注視すること。
（4） 効果的な情報発信について

労働基準行政が国民から今までになく注目されてお
り、情報発信を行った際の広報効果が高い状況にある
ことを踏まえ、局署幹部も主体的に動き、新規性や季節性
（熱中症対策等）等のニュース性をマスコミに対して的
確に訴求すること等により報道に結びつけるなど、創意
工夫して施策のPR等を積極的に行うこと。その際、地方
自治体や関係省庁の実施する運動の時期にも留意し、
連携に努めること。
また、広く国民一般にl対しでも、安全衛生施策のPR等

を行うこと。
（5） 個別指導の実施に当たって留意すべき事項について

漏れがなく効率的な指導を行う観点から、個別指導時
に持参すべきリーフレットを定めておくこと。また、個々の
個別指導に当たっては、過去の指導等から得ている事
業場情報を確認し、主眼とすべき指導事項を適切に把握
しておくこと、持参すべきリーフレットを指導前に選定して
おくこと、指導対象事業場（第三次産業の多店舗展開企
業など本社で、統一的に管理する企業にあっては、必要
に応じて本社等や企業内の作業態様が類似する別事
業場を含む。）への過去の指導内容を把握しておくこと等
により、効果的・効率的に実施すること。
（6） 他部署との調整等について

効果的に行政を展開するため、監督担当部署、労災
補償担当部署や適用徴収担当部署はもとより、職業安
定担当部署や雇用均等担当部署とも十分に情報共有
する等連携を図ること。

監督担当部暑との連携について、監督指導において、

安全衛生関係法令や法定事項以外も含めて示している
指針等について、リープレット等を活用して、その周知等
が行えるよう、監督担当部署に対し、各業種について配
布すべきリーフレツトを教示等すること。また、特に安全衛
生主眼の監督指導等の際に監督担当部署が入手した
事業場に関する情報については、安全衛生担当部署に
よる指導対象事業場の選定等に活用できるよう、必要に
応じて監督担当部暑から入手すること。なお、監督担当
部暑が行う災害時監督は、事業場の安全衛生水準を向
上させる有効な手法であることから、災害時監督の際に
は、必要に応じて、法令を上回る取組も含め再発防止対
策が適切に指導されるよう協力すること。

労災補償担当部署との連携について、脳・心臓疾患及
び精神障害の労災認定事案を死傷災害としてシステム
に入力していない事例が散見されるが、労災補償担当部
署から確実に情報を入手するなど、労働災害統計の作成
を的確に行うこと。また、労災補償担当部署において、精
神障害や脳・心臓疾患の労災認定基準の周知に取り組
むこととしており、例えば、精神障害を業務上発症する要
因を知ることが対策の実効をあげることにつながるとの観
点にも立ってメンタ/レヘルス対策に関する集団指導を労
災補償担当部署による精神障害の労災認定基準の説明
と合同で行う等、必要に応じて、労災補償担当部署と協
力すること。なお、労災補償担当部署及び適用徴収担当
部署において特に建設業の一人親方の特別加入制度
について周知を行う予定であるので、一人親方が加入し
ているような建設業の事業者団体が参加する協議会・連
絡会議を開催等する際には、事前に連絡すること。

8			 安全衛生担当部署における職務能力の向上について

若手職員の個別指導等の水準を維持・向上させるた
めには、適切な環境下において、必要な経験を積ませると
ともに、その業務の質を確認して的確な指導を行うことが
必要である。

このため、安全衛生指導復命書の決裁時に署管理者
が確認し、必要な指導を行うことに加え、例えば、企画・説
明能力を伸ばすために各種集団指導の説明を担当させ
るなどにより、丁寧な指導に努めること。また、例えば①個
別指導の文例集を作成し、又は作成している他局の研修
テキストを入手する、②自局では実施困難な研修課程に
ついては、近隣各局と調整し、近隣局で実施するよう相互
に必要な働きかけを行う等の積極的な取組に努めること。

また、安全衛生業務から離れていた職員が安全衛生
担当部署に再び配属された場合は、安全衛生業務を離
れていた聞に行われた通達の変更等について、局間異
動した労働基準監督官の場合は自局の重点対象も含
め、担当者会議等により早期に理解させること。

労働安全衛生関係通達
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標記について、医療現場で取り扱われる抗がん剤等
においては、シクロホスファミド等発がん性等を有する化
学物質が含有されている場合がある。適切に患者に
投与すれば高い薬理効果がある反面、これらを取り扱う

（調剤、投与、廃棄等）薬剤師や看護師等の労働者が
意図せず、それらの気化した抗がん剤の吸入ばく露、針
刺し、あるいは漏出した抗がん剤への接触による経皮ば
く露した場合等に健康障害を発症するおそれがあるた
め、必要なばく露防止対策を実施する必要がある。

ついては、下記のとおり抗がん剤等を取り扱う労働者
のばく露防止対策の留意事項を取りまとめ、別添のとおり
関係団体宛要請したので、了知するとともに、貴局管轄
内の関係機関等に必要な周知指導等を図られたい。

記
1			 調製時の吸入ばく露防止対策のために、安全キャ
ビネットを設置

2			 取扱い時のばく露防止のために、閉鎖式接続器具
等（抗がん剤の漏出及び気化並びに針刺しの防止を
目的とした器具）を活用

3			 取扱い時におけるガウンテクニック（呼吸用保護
具、保護衣、保護キャップ、保護メガネ、保護手袋等の
着用）を徹底

4			 取扱いに係る作業手順（調剤、投与、廃棄等にお
けるばく露防止対策を考慮した具体的な作業方法）
を策定し、関係者へ周知徹底

5			 取扱い時に吸入ばく露、針刺し、経皮ばく露した際
の対処方法を策定し、関係者へ周知徹底

基安化発0529第2号
平成26年5月29日

都道府県労働局労働基準部
健康主務課長殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

発がん性等を有する化学物質を
含有する抗がん剤等に対する
ばく露防止対策について

平成23年に栃木県鹿沼市で発生した交通事故等、
業務で自動車を運転する労働者が、運転中の意識の消
失等を発生したことが主な要因と思われる重大な死傷
事故が発生する等しており、労働者の健康状態を的確
に把握すること等により、いかに同種事故を防止するか
が課題となっている。

このため自動車運転免許に関しては、平成25年6月14
日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、免
許の拒否事由等とされている一定の病気等に該当する
者を的確に把握するため、免許を受けようとする者等に
対する病気の症状に関する公安委員会の質問制度等
の規定が整備され、これらの内容については、本年6月1
日から施行される。

一方、労働安全衛生関係法令においては、事業者に
よる労働者の健康状況の把握及び適切な事後措置の
重要性に鑑み、現行制度下でも、労働者に対して行う一
般健康診断において、自覚症状及び他覚症状の有無を
検査することとされているところであるが、特に業務として
自動車を運転する労働者等に対しては、健康診断及び
健康診断後の措置等について、下記の点に留意するよ
う関係事業者等への指導を徹底されたい。

なお、関係団体に対しては別添の通り要請を行ったの
で、了知されたい。

記
1			 業務上、自動車（大型特殊等を含む）運転に従事す
る者（業務上、移動手段として自動車を利用する者を
含む）等に対しては、労働者の健康・安全の確保のた

基発0530第4号
平成26年5月30日

都道府県労働局3長殿
厚生労働省労働基準局長

意識の消失等の症状を有する
労働者が業務として自動車を
運転する場合等の健康診断等
における留意点について

全国安全センター	情報公開推進局
http://joshrc.org/~open/
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めに必要な場合は、雇入れ時又は定期の一般健康診
断において、意識を失った、身体の全部又は一部が一
時的に思い通りに動かせなくなった、活動している最中
に眠り込んでしまった等の症状の有無を確認すること
が望ましいこと。

2			 健康診断結果及び健康診断結果を受けての医師
からの意見聴取等により、労働者の健康・安全の確保
の観点から、必要と認められる場合は、健康診断結果
に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針（健康
診断結果措置指針公示第7号）2（4）に留意し、労働
者の意見等も勘案しつつ、適切な事後措置等を講じ
る等、必要な対策をとること。

3			 1で確認することとした労働者に係る情報は、極め
て機微に触れる情報であることから、事業者は、労働
者の健康情報については漏洩等の防止、それを取り
扱う者に対する監督等、その取扱いに十分留意するこ
と。

	 		 なお、医師はもとより健康診断事務担当者等の健
康診断等業務従事者に対しては、労働安全衛生法

（昭和47年法律第57号）第104条に規定されている
守秘義務の規定が適用されることに留意すること。

別添
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
公益社団法人日本バス協会
公益社団法人全日本トラック協会
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会

労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康
診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

（改正平成20．1．31健康診断結果措置指針公示第7号
（平20．4．1適用））

健康診断結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針（抄）

2			 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
（4）	 就業上の措置の決定等
イ	 労働者からの意見の聴取等
	 		 事業者は、（3）の医師等の意見に基づいて、就業
区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あ
らかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通
じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適
当である。

	 		 なお、産業医の選任義務のある事業場において
は、必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意
見を聴くことが適当である。

ロ	 衛生委員会等への医師等の意見の報告等
	 		 衛生委員会等において労働者の健康障害の防止
対策及び健康の保持増進対策について調査審議を
行い、又は労働時間等設定改善委員会において労
働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善に
ついて調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の
状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な
措置の決定等に有効であると考えられることから、事
業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は
労働時間等設定改善委員会を設置している事業場
においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師
等の意見をこれらの委員会に報告することが適当であ
る。

	 		 なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシー
に配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の
意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる
必要がある。

	 		 また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測
定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法
の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛
生委員会等の設置義務のある事業場においては、必
要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議すること
が適当である。

ハ	 就業上の措置の実施に当たっての留意事項
	 		 事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置
の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、医師
等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、
当該事業場の健康管理部門と人事労務管理部門と
の連携にも十分留意する必要がある。また、就業上の
措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職
場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であるこ
とから、プライバシーに配慮しつつ事業者は、当該管
理監督者に対し、就業上の措置の目的、内容等につい
て理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当で
ある。

	 		 また、労働者の健康状態を把握し、適切に評価す
るためには、健康診断の結果を総合的に考慮すること
が基本であり、例えば、平成19年の労働安全衛生規
則の改正により新たに追加された腹囲等の項目もこの
総合的考慮の対象とすることが適当と考えられる。し
かし、この項目の追加によって、事業者に対して、従来
と異なる責任が求められるものではない。

	 		 なお、就業上の措置は、当該労働者の健康を保持
することを目的とするものであって、当該労働者の健康
の保持に必要な措置を超えた措置を講ずるべきでは
なく、医師等の意見を理由に、安易に解雇等をすること
は避けるべきである。

労働安全衛生関係通達
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	 		 また、就業上の措置を講じた後、健康状態の改善
が見られた場合には、医師等の意見を聴いた上で、通
常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要がある。

労働安全衛生法（抄）（昭和47年6月8日法律第57号）

（作業環境測定の結果の評価等）
第65条の2　事業者は、前条第一項又は第五項の規定

による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働
者の健康を保持するため必要があると認められるとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備
の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措
置を講じなければならない。

2			 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労
働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める
作業環境評価基準に従つて行わなければならない。

3			 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果
の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、その結果を記録しておかなければならない。

（健康診断）
第66条	事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定め

るところにより、医師による健康診断を行なわなければ
ならない。

2			 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事
する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ
り、医師による特別の項目についての健康診断を行な
わなければならない。有害な業務で、政令で定めるも
のに従事させたことのある労働者で、現に使用してい
るものについても、同様とする。

3			 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事
する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ
り、歯科医師による健康診断を行なわなければならな
い。

4			 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するた
め必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見
に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者
に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を
指示することができる。

5			 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健
康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指

定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受ける
ことを希望しない場合において、他の医師又は歯科医
師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健
康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に
提出したときは、この限りでない。

（面接指導等）
第66条の8　事業者は、その労働時間の状況その他の

事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省
令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、医師による面接指導（問診
その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じ
て面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。）
を行わなければならない。

2			 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指
導を受けなければならない。ただし、事業者の指定し
た医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合
において、他の医師の行う同項の規定による面接指導
に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書
面を事業者に提出したときは、この限りでない。

3			 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第
一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果
を記録しておかなければならない。

4			 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による
面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保
持するために必要な措置について、厚生労働省令で
定めるところにより、医師の意見を聴かなければならな
い。

5			 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、
その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を
考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の
短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、
当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委
員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その
他の適切な措置を講じなければならない。

（健康診断等に関する秘密の保持）
第104条　第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項
までの規定による健康診断並びに第66条の8第1項の
規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、
その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしては
ならない。

全国安全センターウエブサイト
http://joshrc.info/

全国安全センター・ブログ
http://ameblo.jp/joshrc/
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原発のことを知り尽くしているはずの作業員でさ
え「情報がない」「これから先どうなるのか分からな
い」「原発は怖い」と右往左往させられた。それ以
上の混乱が住民にふりかかったのは当然だろう。

東京電力福島第一原発から2㌔のところの大熊
町小入野に住んでいた猪狩さん一家――政紀さん

（29）と絵美さん（26）夫婦、長男愛斗君（1）、2011
年3月11日の1カ月前の2月10日に生まれたばかりの
長女星桜ちゃん――の逃避行は、「3・11」からの1
週間で10カ所にのぼった。

11日
絵美さんは、長男と長女をつれて、富岡町小浜

にある母親の実家へ里帰りしていた。里帰りといっ
ても大熊町と富岡町は隣同士だから、いつものよう
に遊びに行っていたと言った方が正確かもしれな
い。絵美さんが長女にミルクをあげようとした時、午
後2時46分、「グラグラ」と大きな揺れが来た。とっさ
にテレビを押さえた。外に出た。東電の下請け社
員として東京電力福島第二原発で働いていた政
紀さんは、移動中の車の中で揺れに襲われた。あ
わてて絵美さんの母親の実家へ駆けつけて合流
した。

ほどなくして富岡町役場の「避難してください」
という放送が聞こえてきた。猪狩さん一家と、絵美
さんの両親・祖父母の計8人は2台の車に分乗し、
富岡町体育協会が運営する「野外活動センターグ
リーンフィールド富岡」へ向かった。「人が多くてもう
入れません」と断られた。つぎに富岡町立富岡第
二中学校の体育館へ行ったが、ここもすし詰め状
態だった。

午後7時3分、日本で初めての「原子力緊急事
態」が発令される。

午後8時50分、福島県が、福島第一原発の半径
2㌔圏に「避難指示」を出す。

午後9時23分、政府が、避難範囲を半径3㌔圏に
ひろげる。

結局、猪狩さん一家ら8人は富岡第二中学校の

校庭にとめた車のなかで一夜を過ごすことになっ
た。

12日
2人の子どもにミルクを飲ませようと絵美さんは富

岡町の母親の実家に戻った。ガスコンロでお湯を
沸かす間中、余震が続いた。あるだけのミルクと洋
服をかき集めた。

午後3時36分、福島第一原発の1号機で水素爆
発が発生する。
しかし、絵美さんにそのことを知る術はない。テ

レビには、千葉県市原市の「コスモ石油千葉製油
所」で発生した火災の様子だけしか流れていな
かった。

午後6時25分、政府が、福島第一原発の半径20
㌔圏の住民に対して、原子力災害対策特別措置
法にもとづく「避難指示」を発表した。

その後だろうと思われるが、絵美さんは「川内村
へ避難してください」と呼びかける富岡町の防災
無線放送を聞いた。

猪狩さん一家ら8人は、富岡町の西に接している
川内村に向かうことにした。途中、大熊町小入野
の猪狩さん一家の自宅に立ち寄ってみたものの、な
かはグチャグチャだ。真っ白な洗濯洗剤が玄関に
ぶちまけられていた。水槽の水は半分になってい
た。テレビは不思議なことに元の場所に立っていた
が、ＤＶＤもぬいぐるみもひっくり返った食器棚も津
波による海水でやられていた。持ち出せる物はほと
んどなかった。川内村へ向かう道路は大渋滞。普
段ならば30分で行ける距離だが、この時は3時間も
かかった。

川内村にたどり着いても落ち着けなかった。村
役場や消防団を通じて受け入れ可能な避難所を
探してもらったが、田村市の旧都路村、旧常葉町、
三春町……とどこもいっぱいだと言われた。原発
爆発に関する情報は一切はいってこない。このこ
とが猪狩さん一家をよけいに不安にさせた。このこ
ろ、絵美さんの記憶によると、「原発の関係で避難

柚岡明彦

ルポ「1カ月」～ニュースにならなかった日々⑭ 

原発災害⑤ 振りまわされる住民たち
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東日本大震災と東京電力福島第一原発の爆発事故のため、1週間の間に10カ所も

転々とさせられた猪狩絵美さんと長女の星桜ちゃん（1カ月）

してください」という川内村長の防災無線放送を聞
いた。村長は「みなさんとの再会を楽しみにしてい
ます。必ず村には戻れる」などとも呼びかけていた
という。

猪狩さん一家4人、絵美さんの両親と祖父母の4
人、さらに政紀さんの祖父と母親も合流して計10人
は、川内村の北西にある田村市船引に逃げること
にした。ここには絵美さんの父親の実家があった。
ここで1泊した。

14日
田村市船引に一緒に逃げてきた政紀さんの祖

父は、若いころに頸椎（けいつい）を損傷していて
ほぼ寝たきりだったため、体調の悪化を訴えて「家
に帰りたい」と言いだした。そこで10人のうち、絵美
さんの両親と祖父母の4人は船引に残り、猪狩さん
一家4人と政紀さんの祖父と母親の6人で川内村
に戻ることにした。船引に残った4人のうち絵美さん
の祖父母は4日後に札幌市へ避難することになる。

午前11時1分、福島第一原発の3号機が水素爆
発を起こした。

政府が福島第一原発の半径20㌔圏内にだして
いた「避難指示」は、猪狩さん一家ら6人がいる川
内村の半分ちかくを含んでいた。消防団員として
の活動があったため合流が遅れた政紀さんの父
親も加わった計7人で、さらに西にある小野町へ向
かうことにした。そこには政紀さんの親戚宅がある
からだった。

15日

午前6時12分、福島第一原発の4号機が
水素爆発を起こした。

18日
結局、猪狩さん一家が福島県の中通りに

ある郡山市南2丁目の避難所「ビッグパレッ
トふくしま」（県産業交流館）に落ち着いた
のは、3月11日から1週間後のこの日だった。
田村市船引に残っていた絵美さんの両親
のほか、絵美さんの兄夫婦と子ども3人も合
流した。

――もはや読んでいる人には何がなんだ
か全く分からないと思う。そんな原発事故
の影響に猪狩さん一家は振りまわされた。

猪狩さん一家――政紀さん、絵美さん、愛斗君、
星桜ちゃん――の3・11以降1週間の動きだけをまと
めても、絵美さんの母親の実家（富岡町小浜）→グ
リーンフィールド富岡（富岡町小浜）→富岡第二中
学校（富岡町夜の森南4丁目）→母親の実家（富
岡町小浜）→猪狩さん一家の自宅（大熊町小入
野）→政紀さんの実家（川内村上川内）→田村市
船引→政紀さんの実家（川内村上川内）→政紀さ
んの親戚宅（小野町）→ビッグパレットふくしま（郡山
市南2丁目）と転 と々させられた。その過程で、絵美
さんの祖父母（札幌市へ避難）、政紀さんの両親と
祖父（小野町へ避難）とばらばらになった。
ビッグパレットふくしまは私も度々避難者取材で訪

れていたが、巨大な鉄パイプらしきものが網の目の
ようにはりめぐらされて国際会議も開けるという近
代的なこの建物は、ありとあらゆる会議室や廊下が
避難者で埋め尽くされていた。これが夏場だった
ら衛生状態は最悪だっただろう。このビッグパレット
ふくしまに身を寄せた猪狩さん一家だったが、避難
所内にノロウイルスがひろがっていると聞き、長男愛
斗君と生後2カ月になっていた長女星桜ちゃんに感
染しては大変だからと、4月には福島県いわき市の
アパートへ移っている。

◇
4月22日午前0時、政府は、災害対策基本法にも

とづいて福島第一原発の半径20㌔圏を「警戒区
域」とした。7万8千人の住民の立ち入りを禁じるも
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ので、退去を拒んだ場合は罰金や拘
留を科されるなど、それまでの「避難
指示」より厳しいものだった。

この時点における政府の避難計
画は次のようなものだった。

警戒区域――福島第一原発の半
径20㌔圏内。双葉町・大熊町・富岡
町の全域、北から南相馬市、浪江町、
葛尾村、田村市、川内村、楢葉町の
一部。原則立ち入り禁止とされた。

ほかにも、緊急時避難準備区域―
―おおむね半径20～30㌔圏内にあ
る複数の自治体が対象で、緊急事態
に備えて屋内退避や圏外退避の準
備が求められる。政府の文書によると

音で目覚めることがあるといって「将来は政治家に
なって安心できる社会をつくりたい」と話していた。

糸井さんはもちろん困り果てていた。原町区にあ
る自宅は福島第一原発から20.3㌔にある。警戒区
域に含まれるのか、一時帰宅が認められるのかが
微妙だったからだ。高校1年の長女（15）は5月の連
休明けから宮城県名取市にある高校へ通うことが
決まっていたが、寮暮らしをするための布団とか教
科書とかタンスとかを持ちだす引っ越し作業ができ
るかどうか分からないという。「一緒にホテルに来た
隣近所の人たちと『どっちなんだろうね、どっちなん
だろう』と話し合っています。前向きに考えるように
していますが、早く原発を片付けて欲しいですね」

南相馬市小高区の広田正秀さん（30）宅は警戒
区域に含まれることになっていた。地震と原発事故
後やはり福島市の「あづま総合運動公園体育館」
へ避難していたが、4月18日からは原町区にある東
北電力の原町火力発電所で働くため、福島市から
通うわけにもいかないので、南相馬市内で車上生
活になっていた。「小高の住民だというと、南相馬市
の避難所に入ることを拒否されるからだ」という。拒
まれる理由は分からなかった。車のなかで寝てい
ると見回り中の警察に目をつけられてあちこち移動
を求められるのがつらいと語った。広田さんは「事
実は受けとめる」と話したうえで、「（同居していた）
おやじは自営の仕事を引退するというんだ。復旧に

「特に、子供、妊婦、要介護者、入院患者の方など
は、この区域に入らないようにすることが引き続き求
められます。ご苦労をおかけいたしますが、ご協力
のほどお願いいたします。なお、この区域内では、
保育所、幼稚園や小中学校及び高校は休園、休
校されることになります」――があり、計画的避難
区域――半径20㌔～50㌔圏内にある複数の自治
体が対象。放射線モニタリングの結果に基づき、年
間累積放射線量が20㍉シーベルト以上になる恐
れがあるため、2011年5月末をめどに住民は避難す
る――もあった。

これによって例えば南相馬市と田村市は「警戒区
域」「緊急時避難準備区域」「何の指定もない区
域」の三つに分断されることとなる。こうして東日本
大震災と東京電力福島第一原発の爆発事故によっ
て福島の人たちは故郷をズタズタに分断された。

警戒区域設定前日の4月21日、私は避難者の声
を集めた。数日内に2時間程度の一時帰宅がゆる
されるというので、どう受けとめているのかを聞くた
めだった。

南相馬市原町区に住んでいた糸井真紀子さん
（43）の一家は、3月14日に福島市の「あづま総合
運動公園体育館」に避難し、1カ月後の4月13日から
は仮設住宅ができるまでの間として福島市内のホ
テルに移っていた。体育館にいたころに取材をした
時、次女の茄津さん（8）は、寝ている間も歩く人の足

南相馬市鹿島区の工務店社長 ・ 大河内盛雅さん（52）は、多くの住民が避難した後の区内で、民

家の屋根にブルーシートをかけていた。従業員2人と手伝いの4人も避難している。「ここに残って

いるのは私だけです。雨が降ったら家の中がびしょびしょになるでしょ。みんな家のことが心配だ

からね。こうやってシートをはっておくとみんな安心できるもんね。腰が痛えんだけれど、仕方ねえ」

ルポ「1カ月」～ニュースにならなかった日々⑭ 
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300万から400万かかるというからね。悔しいねえ。
一時帰宅は2時間じゃなくて、せめて半日は欲しい
よ。やっぱり今までの思い出のもの……家財道具、
アルバム、そんなものを取ってきたいからね」

富岡町小浜の鈴木昭雄さん（59）の自宅は福島
第一原発から10㌔、福島第二原発から2㌔のとこ
ろにあった。もちろん警戒区域となってしまう。「うん、
まあ、寂しいというのか、何とも……。何を話せばい
いのかな。たまたま私は生きているけれど、何にもな
いです」。3月16日から糸井さんや広田さんと同じく
福島市の「あづま総合運動公園体育館」へ身を寄
せている。

自宅で介護をしていた母親（93）は避難所暮らし
は耐えられないので、福島市内の病院に入院させ
ている。広田さんは避難所から毎日、朝・昼・夜の3
回、見舞いに行っている。そうしないと母親が寂し
がるからだ。朝の見舞い時には顔を洗ってあげて、
髪を櫛でといてあげて、入れ歯も洗ってあげる。「母
親にはね、もうすぐ帰るよ、少し時間がかかるけれど
帰るよって言っているんです。具体的な時期が言
えないんです。私には3年も4年も帰れないだろうと

分かっているんです。でも母の顔を
見たら、例えば4年は帰れないなん
て、とても言えません。見舞いに行く
たびに母は『帰りたい』と涙をみせる
んです。一時帰宅は行きません。ど
うせ2時間しかいられないのだから。
でも母親の写真は……若くて元気
だったころの写真は……財産はもう
いいんです。位牌とかは取りたい。
本当は行きたいんですよ」

ただただ住民をふりまわすだけの、
どうしてこのような泥縄式対応になっ
てしまったのか。私は福島県での取
材中、原発事故からどのようにして
避難したのかを多くの人に聞いたが、
「1カ所目の避難所で落ち着いた」
と語った人は1人もいなかった。

日本の原子力安全委員会（当時）
が原発の防災指針を策定したのは
1980年のことだ。前年の1979年にア

避難所となった福島市の「あづま総合運動公園体育館」には東京都内に事務所を置くイスラム教

徒の団体も炊き出しに来ていた。元代表のジャミル・アマドさん（45）はパキスタン出身で普段は千

葉県で貿易業をしている。ジャミルさんによると、2011年3月16日に宮城県石巻市に入ったのを最

初に、取材をした4月22日時点で12回目の被災地入りだという。毎回4㌧の支援物資を運び込み、

炊き出しの中心は300人分から1000人分のカレー、ナン、ライス。この翌週からは福島県田村市で

ヤギ肉のバーベキューも予定しているという。ジャミルさんは「コーランには、この世界の人間の始

まりはアダムであり、みんなアダムの子どもできょうだいだと書いてある。困っているきょうだいを他

のきょうだいが助けるのは義務だ。これが一番大事だ。それに、日本は世界を助けている。パキ

スタンでもバングラデシュでも。だから僕たちもやらなくちゃいけないんです」と語った。バングラデ

シュ出身のモハメドさん （41） も 「私たちはアダムとイブの子どもできょうだい。日本で暮らしている

のだから、日本人が困っているときは手伝いたい。それは感謝の気持ちだ。私たちは見ているだ

けではいけない。（炊き出しに）参加できてすごくうれしい。これからもどんどん続けたい」と語った。

メリカで起きたスリーマイル島の原発事故をうけて
のもので、ＥＰＺ（防災対策重点地域）を原発から半
径10㌔圏とした。この指針に基づいて都道府県は
地域防災計画のなかに原子力災害編をつくり、福
島県でも避難訓練はされてきたが、全くの「絵に描
いた餅」だったことは「3・11」以降の現実が示して
いる。実際、福島第一原発の事故後、取材した住
民の中にはただのひとりも、「避難計画にしたがっ
て行動した」というのはいなかった。多くの住民、い
や、全ての住民が「今いる場所は危険に違いない」
と考えてやみくもに動き回らざるを得なかったので
ある。

そして故郷への立ち入りを禁止される警戒区域
の設定。それはまた、戦後、原発を着 と々作り続け
てきて、「深刻な事故は起こり得ない」と言い続けて
きて、1986年の旧ソ連チェルノブイリ原発事故では
30㌔圏の住民が避難を強いられても「日本で同じ
事態は考えにくい」と言い張り、延 と々安全神話に
しがみついてきた政府・自民党のアタマのなかに、
住民避難のことなどまったく無かったことを意
味している。
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5月17日から18日にかけて、長
野県長野市及び山梨県甲府市
において、アスベスト被害ホットラ
イン相談会を実施した。

両県ともに初めてのアスベスト
ホットラインということもあり、マス
コミ報道も積極的になされ、長野
県では22件、山梨県では20件の
相談があった。それぞれの相談
も件数の多さや相談内容の多
様さ、また、アスベスト被害に対す
る注目度の高さを肌で感じ、アス
ベスト被害の全国的な広がりと掘
り起しの必要性をあらためて痛
感した相談会となった。

主催は中皮腫・アスベスト疾
患・患者と家族の会で、相談員と
して関西労働者安全センターの
片岡さん、名古屋労災職業病研
究会の成田さん、中皮腫・じん肺・
アスベストセンターの斉藤さんと
神奈川労災職業病センターの鈴
木が参加した。
まず、長野県と山梨県のアス

ベスト関連疾患の被害者数とそ
の被害に対する補償・救済の割
合をみていく。安全センター情報
2014年1・2月号の「周知事業で
中皮腫救済増加－しかし『隙間
ない救済』には遠い」の記事は、
公表されている1995年から2012
年の中皮腫での死亡者と石綿
肺がんの死亡者（中皮腫の2倍

と仮定）のうち何割が、労災補償
及び石綿救済法によって補償ま
たは救済認定されているかを独
自に調べた記事であり、それを基
にみていきたい。

1995年から2012年における中
皮腫の死亡者数は合計16,235
名だが、うち労災補償や石綿救
済法で認定された人数は11,814
人で、救済率は72.8％である。中
皮腫のほとんどはアスベストが原
因で発症することを踏まえれば、
残る27.2％の被害者はなんらの

補償・救済もされておらず、いまも
なお3割近い方々が補償・救済か
ら取り残されていることを端的に
あらわしている。

では、そのうち長野県、山梨県
をみると、長野県の同期間にお
ける中皮腫の死亡者総数は185
人、補償・救済された総数は113
人なので、救済率は61.1％、山梨
県は死亡者総数75人、補償・救
済者数42人、救済率は56％で
あった。いずれも全国平均よりも
低く、4割から5割近い被害者が
補償・救済されていない地域で
あることがわかる。

続いて、石綿肺がんの救済率
（「石綿肺がん」という死亡分
類統計はされていないので、国
際的コンセンサスのもと「石綿
肺がん」は「中皮腫」の2倍と仮
定）。石綿肺がんの同期間にお

建設業、電気工からの相談
長野・山梨●初めての石綿被害ホットライン

各地の便り

各地で…
●新潟でも初のホットライン
2014年7月17日付け 新潟日報
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2014年5月19日付け 山梨日日新聞

22件、山梨県では、合計20件の
相談件数あったが、二つの相談
会を合わせて合計42件の相談
内容について具体的にみていき
たい。

年代別では50歳代1人、60歳
代11人、70歳代4人、80歳代10
人であり、石綿被害の高年齢か
らの発症が示されている。相談
者の職業をみていくと、大工5人、
電気工7人、解体工4人、吹き付
け工」3人、内装工1人、左官1
人、計装工1人、サッシ工1人、ボ
イラー作業2人、電気機械製造

3人、自動車関連作業2人、石綿
紡績1人、石綿製品製造1人、石
綿製品販売1人、教職員2人、金
融関係1人、家庭内曝露1人で
あった。なかでも建設業の関係
が17人と相談者の半分近くを占
め、全国的な傾向と同じで建設
従事者に石綿被害が多く出てい
る。とくに、電気工事従事者の相
談が多く寄せられた。
また、建設業以外でも、ボイ

ラー作業者、自動車関連作業、
石綿製品の製造や販売の従事
者、電機メーカー従業員、教職員
からの相談も複数あり、幅広い職
業で石綿被害が多発しているこ
とを実感した。なお、家庭内曝露
の方は、夫が大工であり、作業服
の洗濯時に石綿に曝露した可
能性がある。

病名別にみていくと、中皮腫9
人、肺がん4人、石綿肺1人、じん
肺1人、胸膜プラーク9人、間質
性肺炎2人、びまん性胸膜肥厚1
人、その他呼吸器系の異常6人
であった。中皮腫の相談が多い
が、これは中皮腫＝アスベスト曝
露という図式が定着してきてお
り、今回のような相談会に多くの
相談が集まったものと思われる。

逆に肺がん＝アスベスト曝露と
いう図式がまだまだ定着しておら
ず、今回の相談会でも肺がんは4
件と少なく、今後の石綿肺がんの
相談の掘り起しが必須であると
あらためて感じる。また、医師が
石綿肺についてよく知らないと間
質性肺炎と間違って診断される
場合があると言われており、間質
性肺炎での相談が2件あったこと
も、その実態を裏付けている。

ける死亡者総数は、中皮腫の2倍の32,470人と仮定し、
時効救済も含めた石綿肺がんの労災補償・救済者の
総数は5,047人であるから、救済率は15.5％しかない。こ
の数字は、石綿肺がんそのものが、いかに見過ごされて
おり、補償・救済されずにいる実態を如実に物語っている

（タバコ等が原因であるとして、石綿曝露が見過ごされ
ている）。

さらに、長野県、山梨県をみる
と、長野県の石綿肺がんの死亡
者総数は仮定370人で、補償・救
済者数は50人なので救済率は
13.5％。山梨県は、石綿肺がん
の死亡者総数は仮定150人で、
補償・救済者数はわずか7人で、
救済率は4.7％しかない。つまり、
山梨県は「石綿肺がん」の被害
者のうち、わずか20人に1人しか
補償・救済されていないという数
字である。

実際のアスベスト被害ホットラ
イン相談会に寄せられた相談内
容をみていく。長野県では、合計

各地の便り
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さて、2日間にわたりホットライ
ン相談会を実施してわかること
は、高齢になってからの病気の
発症、建設業従事者に被害が
多発する一方で幅広い職業に
被害が現われている、中皮腫な
ど重篤なご病気を発症されてか
ら（またはお亡くなりになられてか
ら）の相談が多い。

石綿肺がんの被害者はまだま
だ相談してみようという契機にさ
えなっていない、などこれまで言
われてきたことがそのまま当ては
まる。つまり、今回のような相談会
を行えば、相談の持って行き場の
なかった、埋もれていたアスベス
ト被害者が必ず出てくるというこ
ことである。

最初に紹介した長野県や山
梨県でのアスベスト被害の「救
済率」の低さは、地域の特性によ
るものではなく、被害の掘り起し
が進まず、被害が埋もれたままで
あるという事実を物語る。その意
味でホットライン相談会などを継
続的に開催して、アスベスト被害
者の掘り起し活動を続けていか
ないと、ずっと闇に埋もれたまま、
アスベスト被害者の補償・救済
が進まないという現実を知った。

山梨県に関しては、私が毎月
1回定期的に甲府市においてア
スベスト相談会を行うことになり、
また、中皮腫・アスベスト疾患・患
者と家族の会では、新潟県で7月
26～27日の2日間、アスベスト被害
ホットライン相談会を行うので、今
後も皆さまのご支援とご協
力をお願いしたい。

（神奈川労災職業病センター

鈴木江郎）

2014年7月18日付け 毎日新聞

島根県版

山陰でも、7月20日鳥取・倉吉、
21日島根・松江でホットライン・相
談会と講演会が行われている。

患者と家族の会岡山支部に、岡
山、兵庫の安全センターが協力。
全国センター・古谷が講師役。

山陰でも被害掘り起こし
鳥取・島根●石綿被害ホットライン・講演会

各地の便り
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8月30日に、中皮腫・アスベスト
疾患・患者と家族の会では14番
目の支部となる東北支部が誕生
した。東北地方は青森・岩手・秋
田・山形・宮城・福島・6県に及ん
でいる。岩手県だけでも四国と
同じ面積だという。県の面積が
大きい東北6県では、同じ県内で
も会員同士が出会う機会がこれ
までなく、それぞれ一人で、ご自
身・ご家族のアスベスト疾患とた
たかってきた。

仙台市内での設立総会に先
立って、同日午前中から会員同
士の顔合わせが行われた。山
形県、岩手県等から参加したご
家族は5人。関東支部からも世
話人が応援に駆けつけた。最初
は緊張していた空気も午後から
の「中皮腫・アスベスト疾患・患者
と家族の会東北支部発足の集

8月末に東北支部を結成
東北●患者と家族の会14番目の支部

い」では、和やかな雰囲気になっ
てきた。

厳しい寒さの中、医療過疎とも
いえる環境のもとで病魔と闘って
きた5人の体験談はとても感銘を
受けた。やっと東北の地に拡がっ
た仲間の輪に「ひとりじゃない、と
思えた」と最後に語ってくれた会
員の言葉がとても印象的だった。

地元で支援活動をしていただ
いているアスベストセンター東北
の尾形海子さんの誕生日と同じ
日だった。総会終了後に東北支
部と尾形さん、二つの誕生祝い
をした。東北支部は山形市の中
皮腫・じん肺・アスベストセンター
東北内に事務局を置き、連絡先
は080-8217-5022。

この後、東北各地で石綿被害
ホットラインが実施されている。

患者と家族の会のいくつかの
支部では、10月4日東京での10周
年記念行事に向けて、支部独自
のプレイベントを開催したところも
ある－そのひとつを紹介。

8月24日に中皮腫・アスベスト疾
患・患者と家族の会関西支部10
周年総会を盛大に行った。盛大
といっても参加者は31名だ。関
西労働者安全センター事務所
に他所から机と椅子を借りてき
て、ギュウギュウ詰め状態でまさ

に「肩を寄せ合って」、関西支部
誕生10周年を祝った。

この日のために、日頃お世話に
なっている方たちをお招きした。
毎日新聞の大島秀利さん、石綿
対策全国連絡会議の古谷杉郎
さん、カメラマンの今井明さん、朝
日新聞記者の足立耕作さんたち
である。

2004年2月に患者と家族の会
が誕生したときは、関西支部の
会員は5名。私の他には前会長
である故中村實寛さんと元日本

各地で10周年プレイベント
大阪●バースディケーキでお祝い

各地の便り
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郵船勤務だった故笠原昭雄さ
ん、他2名だった。そもそも患者と
家族の会全体の会員数が正会
員と賛助会員を合わせても60名
というこじんまりとした所帯からス
タートしたのだ。

そして、10年を経た今日は患者
と家族の会全体の会員数は620
余名で、関西支部会員は100名
をこした。しかし、この10年間の
急激な成長の陰には、悲惨なドラ
マが無数にあった。生死の境を
彷徨う魂と、過酷な現実を受け
入れられなくて葛藤し、慟哭する
家族たち。それらの人々が明日と
いう日を求め、たどりついたのが
患者と家族の会だった。

10周年総会では、この10年間
を振り返る写真の数々がスライド
で写しだされた。「あんなことあっ
たね」、「あの頃はまだ元気だっ
たね」と懐かしく映像を見た。関
西支部の特徴を一言でいえば
「誰でもが出入りしてきた、何で

もありの支部」だ。当初は全国で
3支部しかなかったので、東京以
西の人々は関西支部でフォロー
していた。

そのような状況の中で、尼崎
市に居住歴がある故土井雅子
さんからの相談が舞い込んでき
た。そして、故前田恵子さん、故
早川義一さんと続き2005年6月
末の「クボタショック」に突入した。

関西支部があったから、クボタ
ショックは起こったと言っても過言
ではなく、クボタショック後も工場
近隣住民の救済を求めて懸命
に活動をした。その姿勢そのも
のが、自身の苦しい経験から育
んできた真心だった。

そして、関西支部活動は尼崎
の住民被害だけにとどまらず、大
阪市西成区の石綿製品製造工
場近隣の住民被害も発掘した。
さらには大阪府堺市内において
「石綿入り麻袋の再生作業」を
行った工場周辺で被害が出てい

ることを究明した。そして、患者と
家族の会の要請により、2004年
度から大阪市は環境省が実施
する検診制度の指定地域とする
ことができた。堺市は2005年度
から対象となる予定だ。

数えればきりがないほど、問題
を提起してきた。しかし、関西支
部の会員はそれらの重大さをあ
まり自覚していないような気がす
る。なぜなら「困っている時に助
け合うのは当たり前でしょう」と
いっているから。

スライドに感動した後は、関
西支部誕生10歳ということで、
ささやかなケーキに10本のロウ
ソクが灯された。皆でハッピー
バーディを歌った後に片岡さんの
「フーッ！」という力強い息で吹
き消し、大きな拍手がおこった。
「哀しいできごとを乗り越えて、

素晴らしい仲間と出会えたことを
感謝します」と口々に語り、皆で
新たな出発を誓いあった。

そして、この日は、ホームページ
等で発信することの大切さもわ
かった。「初めての参加ですが」
と若い女性が来られた。聞くと
豊中市内の小学校の教員だと
いう。学校の授業でアスベストの
事を取り上げたいので勉強に来
ました、とのこと。あらためて「発
信」することの意義を感じた。
また、総会終了後に、初参加

の2組の中皮腫患者さんご夫妻
が来られて、その場に居た会員
さんと懇談して帰られた。10年
の歳月を経た出会いと、新たな出
会いが交差した貴重な一
日だった。

（古川和子）
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7月30日、熱海ニューフジヤホ
テルで開催された国労全国大
会で、国労組合員（代議員）100
名を対象にアスベスト講演会が
行われ、「旧国鉄・JRのアスベスト
被害の現状と今後の補償・救済
に向けた取り組み」をテーマに、
神奈川労災職業病センターの西
田が講師を務めた。

今年4月16日付の毎日新聞で、
「鉄道車両などに使われたア
スベスト（石綿）を吸って中皮腫
や肺がんなどになり、業務上災害

（労災）と認められた旧国鉄職
員が今年2月時点の累計で406
人に上がっている」と報じられた。
しかし、旧国鉄・JRでなぜこれほ
ど大量のアスベスト被害が発生
したのか、調査・研究はなされて
こなかった。

そこで当センターは、昨年度一
般財団法人国鉄労働会館の委
託を受け、浜松と長野の2工場の
鉄道退職者の会の協力を得てア
ンケート調査を実施し、今年5月
に調査報告書「旧国鉄・JRのア
スベスト被害の現状と今後の補
償・救済に向けた取り組み」をま
とめた。

報告書の内容は、①旧国鉄
時代の石綿製品、②旧国鉄・JR
鉄道（工場）の石綿健康被害、
③浜松・長野鉄道工場退職者の

「アスベストに関するアンケート」
調査、④浜松・長野2工場の石綿
取り扱い作業、⑤旧国鉄職員の
業務災害補償制度、⑥調査のま
とめと提言。

講演では、報告書の概略を解
説した。

そのなかで、①旧国鉄時代の
石綿製品については、旧石綿協
会発行の「石綿」や旧国鉄時代
に発行されていた「鉄道工場」な
どを詳細に調べ上げて、戦後直
後の早い時期から鉄道車両に
アスベストが使用されていたこと
を明らかにするもので、鉄道にお
けるアスベスト使用の貴重な資
料ともなっている。早くから石綿
吹き付け施工の湘南電車が走っ
ていたことや、新幹線にも石綿ス
レートが使われていたことなど、
いま聞いてもぞっとするが、蒸気
機関車のボイラー周囲に「石綿フ
トン」が大量に貼り付けてあった
ことなど、SLファンが聞いたら驚く
ようなこともある。

また、③浜松・長野鉄道工場
退職者の「アスベストに関するア
ンケート」調査の書き込み部分に
も驚かされた。

調査により、鉄道工場の石綿
取り扱い作業として、①蒸気機
関車の検修・解体作業、②廃車
に伴う車両の解体作業、③電気

浜松・長野2工場調査を報告
国労●全国大会でアスベスト講演会

機器の石綿製品と気吹き作業、
④レジン制輪子の製造作業、⑤
新幹線の検修作業などがあるこ
とが明らかになった。

もっとも石綿粉じんが酷かった
のは、①蒸気機関車の検修・解
体作業で、その書き込みの筆致
にも怒りが込められていた。
「蒸気機関車全般検査の解

体時はボイラー保温のための石
綿のフトンをはがす作業のときフト
ンを地面に落すと周囲はほこりま
みれになり目の前が見えないくら
いでした。下廻り作業でピット内
作業は大変でした。昭和25年頃
は終戦後で物資もあまりなく、マ
スクの着用はしてなかったその
ため鼻の中はまっ黒でした」
「石綿（フトン）を取付作業中に

はガラス粉のようなキラキラした
ホコリが空中に浮いていたことが
多々あった」

②廃車に伴う車両の解体作
業でも、「当時は全然わからな
かった。解体作業中は先の方が
見えないくらいにすごかった。日
赤の検査でやっと肺がんだと知
らされた。タバコは40年前よりや
めていたので、なんでいまさら肺
がんになるだろうと思っていた」
と、書かれていた。

苛酷な粉じん作業の忘れられ
ない記憶は、家族にも確実に伝
えられているようだ。
「父に代わり書いています。

（多少認知症なため）昭和30年
代前半、父に会いに行くとススで
顔中まっくろだったのを覚えてい
ます。毎日フロに入りやっと生き
かえると言っていました。私は父
の仕事がくわしくわからないので

各地の便り
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新証拠で審査請求逆転認定
大阪●インク製造労働者の中皮腫

中皮腫を発症し、労災申請を
行ったが大阪・茨木労働基準監
督署により不支給決定処分が下
されたNさんの件。Nさんは大手
インク製造会社に勤務し塗料製
造に従事、退社後の2012年7月
に悪性胸膜中皮腫を発症した。
当初、原料のひとつであるタルク
が原因かも、と相談に来られたの
である。労災申請を行ったが、結
果は不支給であった。その後Nさ
んの職歴を洗い直し、インク製造
会社の子会社である印刷機会
社での業務が原因ではないかと
追及して審査請求を行い、認め
られたケースについて報告する。

●タルクが原因か？

「インターネットとかで検索する
と1年、長くて3年と書いてますか
ら、不安です」。茨木労基署へ
労災申請に向かう道すがら、ふと
Nさんは漏らした。52歳、妻と子ど
も3人。中皮腫をかかえた身体。
私は何も答えられず、うつむいた

ままで一緒に歩く。
Nさんが相談にやって来たの

は2012年8月のことであった。そ
の年の春ごろから咳き込むように
なり、近所の病院では「手に負え
ないから」と県立病院に転院し、
すぐに中皮腫と診断されて手術
を受けた。

Nさんは1998年までの4年間、
大手インク製造会社で塗料の製
造に携わっていた。塗料の原料
は顔料とよばれる鉱物であり、そ
の中には粘着性を保つためにタ
ルクが使用されていたのである。
手術後、Nさんはタルクに石綿が
混じっていることをインターネットで
調べ、「もしかすると」と思い労災
を疑うようになり、相談に来られた
のである。

Nさんは、原料であるタルクに
ついてM社から購入したもので
あることを覚えていた。この会社
は2006年まで石綿が混在したタ
ルクを製造しており、労働局から
摘発を受けていた。Nさんは素手

石綿に関連するかはわかりませ
んが、現在は肺気腫で身体障害
者手帳を持ち、在宅酸素を使っ
ています。そのため、特養老健
の施設に長期に入れず苦労して
います」。
「同僚が中皮腫で亡くなった

際、労災申請に力を貸しました。
手続きなどの問い合わせをしまし
た。（現在は認知症のため、家族
が代筆しました）」。

そして、書き込みの筆圧から、
調査に寄せる期待を感じた。
「実態調査で被害を掘りおこ

しすることは、きわめて有意義だ
と思います。この調査によって隠
されている実態が明らかになるこ
とを期待しています。関係機関
の御苦労に深謝します」。
「このようなものは当然国鉄再

生事業本部かJRが責任を持っ
て行うのがほんとうではないでしょ
うか。現実は皆高齢です。いま
発病しなくてもあと何年生きられ
るか？当局の怠慢に怒ります」。

最後に、報告書では、今後の
救済・補償に向けての提言として
以下の3つを上げている。
①	 高齢化が進み、補償・救済
は緊急かつ急務の課題であ
り、国労、鉄道工場の退職者
の会が石綿専門医やアスベス
ト専門相談センターを活用す
る必要がある。

②	 アスベスト専門医の協力・
支援を得て、健康相談・健康
診断に取り組む必要がある。

③	 （独）鉄道建設・運輸施設
整備国鉄清算事業本部に対
して、個別周知などの方法で
石綿疾患の療養・休業・遺族

補償に向けて周知を徹底させ
ていく必要がある。
①と②についてはすでに報告

した（前月号）とおり、鉄道退職
者の会浜松工場の退職者を対
象に、講演会＆相談会を実施し
ている。③についてはこれからだ
が、国鉄清算事業本部だけでな

く、JRに対しても、健康管理手帳
の事業主証明など石綿健康管
理手帳による石綿の健康診断
実施を拡大することに協力させ
ていく必要があるだろう。

（神奈川労災職業病センター

西田隆重）

各地の便り



安全センター情報2014年11月号   61

で、しかもマスクなしに毎日このタ
ルクを扱っていた。労災申請を手
伝った私も、「このタルクで間違い
ない」と確信していた。

●基準以下の含有率

労災申請の相談を終え、Nさん
と私は、かつてNさんが勤めてい
たインク工場へ向かった。労災申
請のための事業主証明印をお願
いするためである。守衛に事情
を話すと、すぐに工場の総務担
当者と取り次いで応接室に案内
された。正直言ってこちらは門前
払いを覚悟していたくらいで何の
準備もなかったが、若い担当者は
こちらの話を聞き、すぐに対応し
ますと応えてくれた。そしてもう一
人、Nさんの同僚であるHさんにも
引き合わせてくれた。Nさんがイン
ク工場で勤務する前の子会社か
ら一緒で、同じ仕事をずっとやっ
てきた方である。二人は懐かしそ
うに握手していた。このHさんの
証言が後の審査請求で逆転認
定につながるとは、この段階では
思いも浮かばなかった。

この工場はあと1か月で閉鎖さ
れるという。Nさんは、「最後に来
れてよかった」と呟く。最後だな
んて…やはりうつむくしかなかっ
た。会社の協力もあり、事業主証
明印はすんなりともらえて申請を
行った。が、総務担当者は「こち
らとしてもできる限り調査してみた
のですが、当時のタルクに石綿が
入っていないことが判明していま
す。これでは難しいのではないか
と思います」と成分表をFAXして
くれた。アスベスト含有率も当時
の基準である「0.1wt％以下」と

なっている。背中に冷たい汗が
走った。

●「くれぐれも頼みます」

実はNさんは、インク製造に従
事する前の15年間、子会社で印
刷機械の据付業務を行ってい
た。大型印刷機の場合は石綿
などのほこりが飛散する工場の
屋根裏などに上り作業をしてい
たのである。申請に当たっては
もちろん、自身の曝露経歴として
「吹き付けアスベストのある倉庫
や工場で仕事をしていた」と記
載し、期間としても通算すると1年
以上ある、と提出していた。その
ため、中皮腫であり、塗料にたと
え0.1wt％以内でも石綿が使用さ
れ、しかも、その前に建設業のよう
な業務に従事していたので認め
られるのではないか、と簡単に考
えていたのである。

しかし、なかなか決定が下りな
い。やきもきしていた2013年春、
苦しそうな声でNさんから「塗料
のタルクでは認定が困難なので、
子会社時代の曝露を話してくれ
る同僚のWさんの証言が必要だ
と労基署から言われた」と電話
があった。すぐさまインク会社に
Wさんを探してもらい、労基署が
聴取したものの、2013年5月24日、
不支給処分が下された。

今後のことを相談するため、重
い足取りで入院先の病院に向か
う。Nさんの家族によれば、4月頃
は何とか一緒に花見をしたもの
の、5月になって急激に悪化し再
入院したのだという。

このとき安全センターでアドバイ
スを受けたことを要約すれば、「タ

ルクではまず認定が難しい。設
置作業での曝露も、本当に石綿
があったのかどうか証明が困難
である。Nさんの仕事はメンテナ
ンスが主だったから、印刷機に含
まれていたのかどうか確認すべ
きだ」という内容であった。

このことを妻のS子さんを通じ
てNさんに伝え、病院へ向かった
のである。Nさんはベッドから起き
上がれない。思わず涙が出そう
になる。紙とペンを求められた。
震える手でNさんは機械の構造
を書き、ひとつずつ説明してくれ
た。しかし、素人の悲しさ、機械が
わからない。聞き取るのが精一
杯であった。途方にくれる私にN
さんは「くれぐれもお願いします」
と。あとは娘さんの介抱を受けて
いる姿しか覚えていない。

その数日後の2013年6月9日、N
さんは息を引き取った。

●「一番キツい仕事をしていた」

2013年6月20日、審査請求。こ
こからが本番である。新たな資
料を提出しなければならないから
だ。復命書の開示請求では、個
人情報の部分は黒塗りされてい
る。労基署が追加で聞き取った
Wさんの聴取書もすべて真っ黒。
そのため、忙しいWさんに頼み込
み、Wさん自身の資料を開示請
求してもらったのである。一方安
全センターには、印刷機に石綿が
使用されていたか否かを確認す
る作業をしてもらった。印刷機は
外国製で、日本法人への照会で
ある。こうして決め手の資料を欠
いたまま年末を迎える。

ようやくあの閉鎖前の工場で
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サムスンとの直接交渉が難航
韓国●「8人選別補償」だけ繰り返す

サムスン電子の職業病対策、結
局補償だけを念頭に置いたのか
会社側「8人選別補償」だけを繰
り返す
パノリム、サムスン電子職業病
被害者の証言記者会見「被害
者164人中70人が死亡」

サムスン電子の職業病対策作
りのための「半導体労働者の健
康と人権を守る」パノリムとサムス
ン電子の交渉が、2か月目で膠着
状態に陥った。サムスン電子が
追加の謝罪や再発防止よりも、
一部犠牲者の選別補償だけを
念頭に置いた結果だと説明され
た。

サムスン電子とパノリムは7月30
日に7時間の長時間交渉をした
のを含めて、5月28日から4回会っ
て主な争点に関する交渉を行っ
た。その結果は、核心争点であ
る謝罪・補償・再発防止策につい
て、両者の立場の違いを確認し
ただけだった。両者は8月13日に

再度会う予定だが、立場の差が
余りにも大きく、交渉はしばらく空
転するものと予想される。
◇謝罪・補償・再発防止策足踏
み=この間の交渉でサムスン電
子は、現在遺族が交渉に参加し
ている故ファン・ユミさんなど被害
者8人に対する補償を提示した
だけで、再発防止策や追加の謝
罪については、特別な案を出して
こなかった。

補償範囲でもパノリムとの違
いは大きい。パノリムは8人に対
する補償のほかに、業務上災害
と疑われて労災申請をした2人
と、労災申請をできない被害者
すべてを補償範囲に含ませなけ
ればならないという立場だ。

パノリムの関係者は「労災を申
請した人たちは身元と業務履歴
が明らかになっており、労災申請
の過程で会社から懐柔・脅迫を
受けたので、迅速な補償が必要
だ」と話した。

パノリムは労災申請をしなかっ

お会いしたHさんとの面談が、イ
ンク会社を通じて実現した。Hさ
んによれば、Nさんは一番キツい
仕事をしており、「大型の機械は
持って帰れないから、その場で修
理することがあった、印刷を止め
るためのブレーキを制御する電
子装置は故障が多く、Nさんの専
門分野外であるものの、本社に
電話で指示を仰ぎながら真っ黒
になって機械の下に潜り込んで
作業をしていた」と証言してくれ
たのである。

また、印刷機の心臓部である
電気モーターはメンテンスが必要
なため、大型機械であるならば一
旦取り外して代替モーターを取
付けて会社に持ち帰り汚れを落
とす作業をしていた。その接合
部分にはパッキンが使用されてお
り、Nさんらは3～4時間かけてこ
れをはがす作業をしていた。もち
ろんマスクなどしていない。パッキ
ン部分に石綿が使用されていた
可能性は十分考えられる。

その直後、印刷機会社からも
回答があった。そこには「当時の
機械のブレーキパッドに石綿を使
用していました」と記載されてい
たのである。モーターの汚れのな
かに石綿が含まれていた可能性
が高い。これらHさんの陳述書と
印刷機械会社の回答書を沿え
て、新資料を提出できたのは1月
30日のことであった。

無事に逆転認定を受けたのは
さらに半年後の2014年8月。最初
にNさんが相談に来られてから、
実に2年の歳月が過ぎていた。

今回、自省も込めて言うが、認
定の困難な申請の場合は徹底し

て調べるべきであることを痛感し
た。いや、当時も「それなりに」徹
底していたつもりだったかもしれ
ない。が、ありとあらゆる可能性を
追求しなければ認定にはつなが
らない。詳述する暇はないが、調
べることが業務のはずの労基署
の調査が今回もまたお座なりで

あった。つまり、申請する側が資
料を徹底して揃えなければ認め
られないという現実が続く限り、こ
の闘いは続く。労災の認定業務
に携わる者として、いま一度気を
引き締めなければならないと感じ
たのである。

（ひょうご労働安全衛生）

各地の便り
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た被害者に対しては、サムスン電
子が施行している「退職者癌支
援制度」を改善して補償してほし
いと要求している。一方、サムス
ン電子は、遺族が交渉に参加し
た8人の被害者に対する補償を
まず議論し、残りの被害者や被
害者と疑われる人たちについて
は、公信力のある補償委員会を
作って議論しようと提案している。

職業病被害を根本的に防止
する対策作りに関しては、違い
はさらに大きい。サムスン電子は
独立性と専門性を備えた機関に
よって作業場を総合的に診断し
た後、対策を作ろうと提案した。
しかし、パノリムはサムスン電子
内に、パノリムが推薦した者が過
半数を占める化学物質安全保
健委員会と外部監査団を設置す
るように要求している。総合診断
は問題を発見する段階で終わる
ため、再発防止のための追加措
置が必要だという主張である。サ
ムスン電子は、パノリムの推薦者

が半分を超える安全保健委員会
や外部監査団に対しては難色を
示している。

追加謝罪に関しても、両者は
合意に至ることができなかった。
サムスン電子は「5月14日にクォン
代表理事・副会長が謝罪したの
を含め、3回も謝った」として、追
加謝罪を拒否した。パノリムは、
クォン代表理事の謝罪内容に、
△安全管理の不備、△被害者の
労災申請の妨害、△被害者家族
と活動家に対する暴行・暴言・告
訴・告発に対する部分が抜けて
いると指摘した。
◇今後の交渉も空転か=今年5
月、サムスン電子が白血病死亡
者の発生を謝り、パノリムとの交
渉を約束したが、批判の世論に
押されて補償問題だけを急いで
まとめようとしているのではない
かという分析も出てきた。いまま
での交渉の過程を見れば、実際
サムスン電子は補償問題にだけ
力を入れているようだ。

サムスン電子は7月30日に交渉
が終わった後、「パノリム側の要
求のために緊急な補償問題の
解決が遅れている」と主張した。
再発防止策に関して提示した第
三の機構による総合診断は、5月
にすでに発表された内容だ。

交渉の展望も明るくない。7月
30日の交渉でパノリムは、謝罪と
再発防止策について次期交渉
で追加議論をしようと要請した
が、サムスン電子は「すでに考え
方を明らかにした」として断った。

パノリムのイ・ジョンラン労務士
は「サムスン電子が補償問題だ
け、それも選別的補償対策だけ
を提示して、残りの争点に対して
は関心を示さない」。「13日に予定
された次期交渉には参加する予
定だが、内部的には（交渉を続け
るかどうか）悩みが多い」と話し
た。

2014年8月1日
毎日労働ニュース

「サムスン電子の白血病は業務
上疾病」控訴審も認定
ソウル高裁、被害者2人は労災
認定・3人は棄却

［判決の内容とサムスンが上告
しなかったことは前月号で紹介］
◇勤労福祉公団、上告は検討
中=この日の控訴審判決が出る
まで、故ファン・ユミさんの父親・
ファン・サンギさんは、何と7年3か
月間の法廷攻防を行わなければ
ならなかった。2007年6月に一人
で勤労福祉公団を訪ね、労災申
請をしたのがはじまりだった。そ
の他の被害者と遺族たちが体験

世界から
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した苦痛の時間も決して短くはな
かった。労災に遭った被害労働
者や遺族に、業務と疾病との関
連性を立証するように求める現
行の産業災害補償保険法のせ
いだ。

訴訟過程に勤労福祉公団の
補助参加人として参加したサム
スン電子を相手にするのも、労働
者と遺族には大変なことだった。
訴訟を有利に導くためにサムスン
側が半導体工場の有害環境の
痕跡を消し、各種情報を隠した
情況は、映画<もう一つの約束>
にも詳しく描かれている。

パノリムのイ・ジョンラン公認労
務士は、「サムスン電子側の情報
隠蔽と事実歪曲に対抗して、被
害者と遺族たちがシンドイ闘いを
してきたが、裁判所が労災認定
という極めて常識的で合理的な
判決をした」。「遺族たちの苦痛
に対するサムスン電子の責任が
何より大きいので、それに相応し
い謝罪と補償をしなければなら
ず、労働者が労災を立証しなけ
ればならない現行法は、やはり改
善しなければならない」と話した。

一方、公団関係者は「法務
チームが上告の是非を検討中」
と話した。

2014年8月22日
毎日労働ニュース

白血病が8人、サムスン電気が
『死の工場』になるか

サムスン電気で働いていた
チャン・某さん（27歳）が、6月に白
血病で闘病中に死亡したことに
関して、半導体労働者の健康と
人権を守るパノリムと民主労組釜
山本部は、サムスン電気の謝罪と
雇用労働部の真相究明を求め
た。

両団体は26日、釜山の労働部
釜山北部支庁で記者会見を行
い、「徹底した調査によって真相
を糾明し、労働者の健康権確保
対策を作れ」と要求した。

パノリムによれば、故人は2005
年から1年6か月間、サムスン電気
の釜山事業場の印刷回路基板

（PCB）製造工程で働いた。軍
に入隊するためにサムスン電気
を退社した故人は、退役の後、
2012年に白血病と診断され、坑
癌治療と骨髄移植を受けたが、6
月に亡くなった。

故人はPCB工程での切断作
業中に、有害物質のベンゼン・エ
ポキシ粉・有機溶剤に曝露した。
故人に毒性物質を遮断するため
の保護具は支給されず、使い捨
てマスクと薄いビニール手袋が
支給されていたことがわかった。

故人はまた、勤務期間中は昼

夜二交代で、週当り法定労働時
間を40時間上回る頻繁な夜間
労働と、残業に苦しめられたと伝
えられた。パノリムは△長時間
労働によって免疫力が弱くなった
点、△有害物質に曝露するのに
適切な保護具がなかった点、△
白血病に対する家族歴がない
点を上げて、「チャンさんの白血
病は業務上災害と見るのに充分
だ」と主張した。

パノリムは、サムスン電気で働
いた経験のある労働者8人が白
血病の診断を受け、このうち6人
が死亡したと把握している。この
日の記者会見でパノリムが公開
したソウル大病院の主治医の所
見書には、「（故人が）有機溶剤
などに曝露される環境で働き、上
記疾病の発病は作業関連性が
あると判断される」とし、「追加的
な調査によって関連性を綿密に
検討しなければならないと考えら
れる」と記されている。

両団体は「人口10万人当たり
に2～3人しか発病しない白血病
が、サムスン電気の労働者8人に
発病した」として「サムスン電気の
謝罪と労働部の徹底した
調査を要求する」と話した。

2014年8月27日
毎日労働ニュース

翻訳：中村猛

世界から

韓国映画「もうひとつの約束」サイト
http://jimakusha.co.jp/1yakusoku/

【日本上映会】
11/14（金）18時　名古屋　名古屋市教育館講堂（名古屋市中区錦3-16-6）
11/15（土）18時　大阪　エルおおさか	南ホール（大阪市中央区北浜東3-14）
11/16（日）18時　東京　なかのゼロ	小ホール（東京都中野区中野2-9-7）
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